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予算常任委員会会議録 

 

１ 本委員会の開催日時は次のとおりである。 

   令和６年３月１５日（金）午前９時００分 

２ 本委員会の出席委員は次のとおりである。 

委 員 長   宮田  竜二 君       副委員長   竹下  智行 君 

委  員   植山  太介 君       委  員   今吉  直樹 君 

委  員   前田  幸一 君       委  員   山口  仁美 君 

委  員   久保  史睦 君       委  員   德田  修和 君 

委  員   阿多  己清 君       委  員   下深迫 孝二 君 

委  員   宮内   博 君 

３ 本委員会の欠席委員は次のとおりである。 

   なし 

４ 委員外議員の出席は次のとおりである。 

   議  員    藤田  直仁 君      議  員   松枝  正浩 君 

   議  員    鈴木 てるみ 君     

５ 本委員会に出席した説明員は次のとおりである。 

消防局長       細山田 孝美 君   消防局次長兼総務課長 川﨑  敏朗 君 

   消防局次長兼中央署長 中野  健一 君   警防課長       松本  哲郎 君 

   予防課長       西中園  章 君   情報指令課長     狩川   靖 君 

   北署長        兒玉  良一 君   総務課長補佐     原田  幸市 君 

   総務課主幹      池田 康一郎 君   総務課主幹      徳田  陽介 君 

   警防課長補佐     日原  秀顕 君   情報司令課長補佐   有馬  祐二 君 

予防課主幹      岩下  壽裕 君   警防係長       有川  正悟 君 

消防団係長      鳥丸  一作 君   救急救助係長     園田   操 君 

総務課経理係主査   澤  聡一郎 君   総務課装備係主査   塩満  一樹 君 

警防課消防団係主査  満留  秀太 君 

 市民環境部長     有満  孝二 君   市民活動推進課長   吉永  利行 君 

   環境衛生課長     末松  正純 君   市民課長       森   知子 君 

   市民サービスセンター店長 竹下  里美 君   スポーツ・文化振興課長 久木田  勇 君 

隼人市民福祉課長   濵尻  市子 君   市民サービスセンター副店長 山口  由美 君 

市民活動推進課道義高揚推進室長 有村  昭司 君   環境衛生課主幹    白鳥  竜也 君 

市民課主幹      徳永  浩之 君   市民活動推進課主幹  原田  美朗 君 

市民課窓口グループ長 木原  隆夫 君   市民環境部市民課人権・男女共同参画グループ長 清水  大輔 君 

   スポーツ・文化振興課主幹 中島  大輔 君   スポーツ・文化振興課スポーツ・文化グループ長 福本 幸一郎 君 

市民課主幹      轟木  保貴 君   市民活動推進課市民環境政策・国際交流Gｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 金丸  哲朗 君 

環境衛生課衛生施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 四本   久 君   市民課窓口ｸﾞﾙｰﾌﾟサブリーダー 潤   夕子 君 

   市民活動推進課共生協働推進G主査 瀬戸口  健 君   環境衛生課環境保全ＧＳＬ 鬼塚  友弘 君 

   市民活動推進課市民環境政策・国際交流G主任主事 姫野  貴之 君   スポーツ文化振興課サブリーダー 川添  哲弘 君 

   環境衛生課主査    山下  兼朋 君   環境衛生課主任主事  柏木  俊哉 君 

環境衛生課衛生施設グループサブリーダー 塩満  慶太 君   市民活動推進課主任主事 江藤  俊志 君 

商工観光部長     池田  豊明 君   商工振興課長     立野   博 君 

   観光ＰＲ課長     山口  清行 君   商工観光施設課長   園畑  精一 君 

   企業振興室長     住吉  謙治 君   関平温泉・関平鉱泉所工場長 音川  国昭 君 

    関平温泉・関平鉱泉所所長 徳永  健治 君   商工観光部商工振興課特任課長 肥後  克典 君 
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   商工振興課主幹    美坂  雅俊 君   商工振興課主幹    西村  賢三 君 

観光PR課主幹   隈元  秀一 君   観光PR課主幹     今吉  秀志 君 

商工観光施設課主幹  松崎  義美 君   商工振興課企業振興室サブリーダー  中村  光秀 君 

   商工観光施設課施設管理Gサブリーダー 有馬  一樹 君   商工観光施設課サブリーダー 川野  洋也 君 

   商工観光施設課施設管理Ｇ主査 若松   樹 君   観光ＰＲ課主査    濵田   賢 君 

観光ＰＲ課主任主事  濵屋  秀和 君 

会計課長       栫   敏行 君   会計課会計第１グループ長 髙   秀和 君 

   会計課会計第２グループ長 有馬  和枝 君   会計課サブリーダー  吉永  容一 君 

監査委員事務局長   山下  美保 君   監査委員事務局主幹  住吉  一郎 君 

   監査委員事務局主査  坂元   悟 君 

 議会事務局長     砂田  良一 君   議事調査課長     西  敬一朗 君 

   議事調査課主査    東  健太郎 君   議事調査課議事グループ長 有村  真一 君 

６ 本委員会の書記は次のとおりである。 

   書  記   森 伸太郎 君 

７ 本委員会の付託案件は次のとおりである。 

議案第４３号 令和６年度霧島市一般会計予算について 

 

８ 本委員会の概要は次のとおりである。 

「開 会  午前 ８時５８分」 

○委員長（宮田竜二君） 

予算常任委員会を開会します。本日は、去る２月26日の本会議で付託されました当初予算関係議

案10件うち１件の審査を行います。本日の会議はお手元に配付しました次第書に基づき、審査を行

いたいと思います。 

 

   △ 議案第43号 令和６年度霧島市一般会計予算について 

 

○委員長（宮田竜二君） 

議案第43号、令和６年度霧島市一般会計予算について、執行部の説明を求めます。 

○消防局長（細山田孝美君） 

議案第43号令和６年度霧島市一般会計予算について、（款、項）消防費の予算額22億4,703万円の

うち、消防局が所管する予算の概要についてご説明いたします。まず、令和６年度については（目）

常備消防費、非常備消防費及び消防施設費で、合計は21億7,177万8千円で、前年度と比較して3億

1,694万8千円の増額となっています。次に、目ごとに説明します。予算に関する説明書の218ページ

から221ページをご覧ください。常備消防費は、17億968万3千円で、主な事業は、消防サービスを提

供するために必要な人件費、施設管理、車両管理及び消防吏員のスキルアップ等に係る経費で、前

年度と比較し2億2,702万7千円の増額となっています。主な要因は、電子申請環境整備に係る経費、

計画的に実施している高機能消防指令センターの設備更新に係る経費、はしご車のオーバーホール

整備に係る経費、福山分遣所移転に係る経費等が増加したことによるものです。次に、非常備消防

費は、1億7,667万2千円で、主な事業は、消防団運営に係る経費、消防団詰所及び車両の維持管理費

等で、前年度と比較し、863万4千円の減額となっています。主な要因は、消防団員に対する退職報

奨金等が減少したことによるものです。次に、消防施設費は、2億8,542万3千円で、主な事業は、常

備・非常備消防の施設管理及び車両更新に係る経費で、前年度と比較し9,855万5千円の増額となっ

ています。主な要因は、常備消防の消防自動車更新及び溝辺方面隊竹子分団詰所建て替えに係る経

費が増加したことによるものです。以上、概略説明いたしましたが、その詳細につきましては、各

課長がそれぞれ説明いたしますので、よろしくご審査いただきますようお願いいたします。 
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○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

  それでは、総務課に関係する令和６年度一般会計予算について、ご説明いたします。まず、一般

会計予算説明資料の１ページをご覧ください。常備消防総務管理事務事業につきましては、会計年

度任用職員の報酬、業務委託料等の消防業務に係る事務費で1,119万8千円を計上しています。また、

本年度は予算の一部に電子申請環境の整備に係る経費を計上しています。消防署等管理事業は、各

庁舎の維持管理を行うもので、主に光熱水費・通信運搬費・通信指令施設の保守管理委託費等で2

億124万7千円を計上しています。また、本年度については、高機能消防指令センターのシステム更

新の経費及び福山分遣所の移転に係る経費等を計上しています。消防装備等整備事業は、署・分遣

所に配備している消防用装備品の維持管理を行うもので、消耗品費、手数料、備品購入費等の1,422

万円を計上しています。常備消防車両管理事業は、消防局に配備している消防・救急車両の運用に

係るもので、燃料費、車検整備等の修繕料、各保険料、自動車重量税等で6,604万3千円を計上して

います。次に２ページをご覧ください。応急手当普及啓発事業は、市民を対象とした応急手当の方

法や、ＡＥＤの取扱い等の啓発活動を推進するための事業で16万9千円を計上しています。救急・救

助活動事業は、現場活動に必要な消耗品等の整備及び職員を各種訓練に参加させ、現場活動の質の

向上を図ることを目的とし684万8千円を計上しています。救急救命士育成事業は、救急救命士を育

成するための事業であり、研修所入校に係る旅費、委託料及び負担金等で361万1千円を計上してい

ます。消防職員採用事務事業は、採用試験を適正に行うための経費で4万5千円を計上しています。

次に３ページをご覧ください。消防吏員一般教育研修事業は、鹿児島県消防学校、消防大学校及び

各研修等において職員の知識の向上を図ることを目的とした、旅費及び負担金等で315万4千円を計

上しています。女性防火協力会運営事業は、女性防火協力会の活動を円滑にし、防火意識の高揚等

を図っていただくために交付する補助金等で4万4千円を計上しています。幼少年消防クラブ連絡協

議会運営事業は、幼少年に対して、防火に関する育成指導を図るための補助金等で16万3千円を計上

しています。常備消防関係各種協議会等参画事業は、消防長会、署長会等を通じ、消防に関する情

報交換、技術の向上等を図るための研修費等の経費で44万円を計上しています。次に、５ページ下

の部分をご覧ください。消防施設費のうち、総務課関係分につきましては、常備消防車両更新事業

として、中央消防署溝辺分遣所の水槽付消防ポンプ自動車及び福山分遣所の消防ポンプ自動車並び

に北消防署北署の消防ポンプ自動車の更新費用として、1億8,089万5千円を計上しています。以上で

総務課関係の説明を終わります。 

○警防課長（松本哲郎君） 

  次に、警防課に関する令和６年度一般会計予算について、ご説明いたします。まず、一般会計予

算説明資料の４ページをご覧ください。非常備消防費のうち、消防団施設管理事業として、消防団

詰所及び車庫等の施設の適正な維持管理を行うために、光熱水費・消防資機材等修繕料・詰所浄化

槽維持管理委託料等の409万8千円を計上しています。消防団車両管理事業は、車両の適正な維持管

理を行うために、車両93台分の燃料費及び修繕料並びに保険料等の846万4千円を計上しています。

消防団運営事業として、消防団の円滑な運営を図るために、消防団員の報酬、公務災害補償費等の

負担金として、１億6,323万9千円を計上しています。 消防後援会連絡協議会運営事業は、消防団事

業への補助及び活動支援を行う消防後援会に交付する補助金67万7千円を計上しています。次に、５

ページをご覧ください。女性防火クラブ運営事業は、自主防災組織として地域で活動される女性防

火クラブに対して交付する補助金19万4千円を計上しています。次に、消防施設費の消防団施設管理

事業は、消防団活動の充実を図るために、消防団拠点施設の施設管理を行うための修繕料等の34万2

千円を計上しています。消防団車両更新事業は、耐用年数に達する車両を更新し、火災対応力の充

実強化を図る目的で、消防ポンプ自動車２台(隼人方面隊姫城部、溝辺方面隊中央分団)、消防小型

動力ポンプ付普通積載車１台（国分方面隊川原部）の合計３台を更新するための費用として、5,017

万9千円を計上しています。次に、６ページをご覧ください。消防団施設整備事業は老朽化した消防

団詰所を建て替え、拠点施設としての機能向上を図るための工事請負費等の4,500万６千円を計上し
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ています。消防水利整備事業として、災害に強いまちづくりを構築するために、防火水槽修繕料、

上下水道部に対する消火栓設置維持負担金等の900万１千円を計上しています。以上で警防課関係の

説明を終わります。 

○委員長（宮田竜二君） 

ただいま説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（植山太介君） 

総務課にお尋ねをいたします。１番最初のところです。説明資料の１ページ常備消防総務管理事

業費についてなんですけども、これ令和５年度と令和６年度を見比べますと委託料のほうが500万円

ちょっと増えているように見えます。この増えている500万円ちょっとがその電子申請環境整備費に

当たるという認識でよろしいのかまず１点聴かせてください。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

委託料に関しましてはこの中に備品購入費等も含まれております。それで委員のおっしゃった電

子申請関係ですが、予防課の電子申請関係備品等の購入としまして、市民等の利便性の向上を踏ま

えております。それで火災予防に関する各種手続の電子申請の導入を考えて、電子申請の受け付け

を開始できるような準備をしています。その予算が入っています。 

○委員（植山太介君） 

この委託料の500万円増えているのはまた別っていうことでよろしかったんですかね。すいません

ちょっとよく分からなかったので確認お願いします。 

○委員長（宮田竜二君） 

すぐに出てこないようでしたら後ほどの回答でもいいですけど。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

ただいまの御質問に対しましては後で答弁します。 

○委員（植山太介君） 

もう１点そのまま下がって次の項目の消防署等管理事業でした。こちらも委託料のほうが１億

7,458万2,000円と大きな額を占めているんですけど。口述書にありました消防指令センターのシス

テム更新と福山分遣所の移転に伴う経費だと認識をしたところですけど。この内訳を軽く教えてい

ただけたらと思います。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

福山公民館複合化改修工事に伴う福山分遣所の整備ですけど。これに関しては福山分遣所移転に

係る経費として家電リサイクル料等が、これは低予算ですけど２万円程度。あと福山分遣所には無

線局の基地局があります。その移転業務委託が、業者見積りに関しては2,100万程度だと思いますけ

ど、この内ですね1,000万円程度を予算要求をしているところであります。あとこの分遣所の移転に

かかるということで、詳しく言えば老朽化した備品とか、出動準備室等を新たに設けますんで、ロ

ッカー、普通のロッカーですね。あと防火服用ロッカーとか、洗濯機そのような備品等も準備する

予算計上しております。 

○委員（植山太介君） 

高機能消防指令センターシステムの更新料というのは幾らぐらいかかってるんですね。この委託

料の中に入ってる。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

申し訳ないです。しっかりした数字を持ってきてない部分がありまして、１億3,000万円程度だと

思います。昨年が少ないシステムの改修だったものですから、今回におきましては本体の改修に入

ります。ですのでかなり大きくなったというのはお伝えできると思います。すいませんでした。 

○委員（植山太介君） 

こっちが大きかったです。こっちがほとんど占めているという認識を今理解をしたところですけ

ども。この更新というのはどれぐらいのスパンで行われるそこまで最後に聞かせしていただいてよ
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ろしいでしょうか。 

○情報司令課長（狩川 靖君） 

更新につきましてはそれぞれの機器によって年限は変わっております。我々が参考にしておりま

すのは総務消防所管補助金等交付規則の中における、処分年限等、あるいは国税庁が示します減価

償却資産の耐用年数表といったものを参考にして更新を行っております。例えばパーソナルコンピ

ューターなどは４年となっておりますので、それを参考にして、あとは使用頻度とか劣化が激しか

ったものに関してはこれによらず更新する場合もあります。 

○委員（前田幸一君） 

説明資料２ページの救急救命指導育成事業についてお尋ねします。負担金補助交付金で令和６年

も隊員を行かせる予定でしょうが何名ぐらい予定をされてるのか。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

令和６年度も１名予定しております。 

○委員（前田幸一君） 

救命士の資格取得だろうというふうに思うんですが。先般、どこでしたかね、一部広域のあれで

救命士が８名ほど中途退職というような記事が出ておりまして、それをちょっと調べてみますと過

度な業務ですね。今救急車が確か８台あると思うんですが、８台に対して、１日交代ですので単純

に考えても２名。プラス補助で２名ぐらいの休みもあろうかと思いますので最低でも４名ぐらい必

要なのかなあと思うんですが。今消防局において救命士は何名いらっしゃるのかちょっとお聞かせ

ください。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

現在救命士は61名です。今年度で救命士１名も北九州の研修所へ入校しました。それで先日卒業

しまして国家試験も受けております。その職員が、また合格発表ないですけれど合格したら62名ほ

どとなります。そして、先ほどの委員の御質問の中で、答弁の中で人員関係をおっしゃられました。

現在、消防局としましては１救急隊に対して２名の体制で確保していくということになっています。

ということで、現在は現在の救命士数で支障がなく運行しています。 

○委員（前田幸一君） 

今の答弁ではもう充足は十分であるということで理解してよろしいでしょうか。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

全ての救急隊１隊に対して３名救命士が乗車すれば本当に申し分ない状況にありますけど、現在

は２名体制の確保ということで消防局としては運用しています。それで支障がないということでお

答えします。 

○委員（前田幸一君） 

コロナのほうが５類に移行しまして大分落ちついてきているのかなあというふうに推察されます

が。今度医師会医療センターのほうも、本年度改築をやりまして来年の１月ぐらいのオープンを目

指していらっしゃるんですが。そうなると救急車の活用というのは非常に大事な部分になってくる

のかなと思います。救命士の資格を取られて病院実習等も多分、相当あろうかと思いますが今後益々

この医療において高度化していくのかなあというふうに考えます。順次若手の方々を育成されて後

年度に負担がないようにしていただければと。記事を見て非常にショックに思いまして心配したと

ころでございますので。高齢化が進む中のこの霧島市においても、消防の救急の担う責任は非常に

大きいのかなと思いますので、今後とも計画的にそういうふうにしていただければと思います。 

○消防局長（細山田孝美君） 

ありがたいお言葉ありがとうございます。救命士育成事業につきましては、やはりこの救急が増

えている実情がございます。令和５年も7,828件と、数年前からすると、令和２年が5,700件程度だ

ったですのでもう大分増えている実情があります。救急救命士に対する負担も大きくなっていると

いうことで。そして、私も救急救命士ですけどもう定年とかなってきますので、ここの中にも救命
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士がいてどんどん入れ替わっていきますから、今後また、救急救命士の育成も大きな課題です。あ

とあわせて採用も救命士の学校を出た職員も受験をしてもらえるように、救命士の専門学校とか大

学とかも依頼をしてるような形ですので、そういった意味を含めまして総合的に救命士事業も増や

していきたいと思っております。 

○委員（久保史睦君） 

２点ほどちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。予算説明資料の４ページ警防課のほ

うにお尋ねしたいと思います。消防団車両の管理事業関係でございます。ここの上から２段目、保

険料、ここが279万9,000円ほど積算されているんですけれども、この自賠責保険、任意保険他とい

うこの他の部分についての内訳、この積算根拠、内容を教えてください。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

消防団車両管理事業の保険料ですけども、自賠責保険料、それから任意保険料となります。この

他はちょっと間違いとなります。すいません。自賠責保険料と任意保険料になります。 

○委員（久保史睦君） 

保険が他に何があるんだろうと思って非常に気になったんですけど、間違ならよかったのだけれ

ど。例えばその消防車両の中に設備がいろいろ付いております。これに対する保険等があるのかな

という部分かなとは思っていたんですけれども、そういうことはないというふうに理解をさせてい

ただきました。改めてもう１点お伺いしたいと思います。同じく警防課消防団車両更新事業。予算

説明資料の５ページになります。上から３段目。ここに消防団車両更新事業というのがございます。

積算内訳は内容見たら分かるんですけれども、改めましてこの更新基準というものを教えてくださ

い。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

車両の更新については、年数で22年を超える車両から随時更新をしていくというふうに計画を立

てております。 

○委員（久保史睦君） 

最後にもう１点だけ確認をさせていただきます。更新基準は年数だけで、劣化等を踏まえた走行

距離等は関係ないという理解でよろしいでしょうか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

  そのとおりです。 

○委員（德田修和君） 

説明資料６ページです。消防水利整備事業のところで、ここも350万円ほど令和５年度からすると

増額ということで。先ほどの説明では防火水槽修繕料、上下水道部に対する消火栓設置維持負担金

等がこの二つが大きなものだということですけども、ここら辺もう少しどのような整備、消火栓が

増えていくとかそういうことなのか、内容のほう、お伺いしている。 

○警防課警防係長（有川正悟君） 

消防水利整備事業の内訳になりますけれども、900万1,000円のうち700万円が水道事業に負担金と

して支払いする700万円。この中に消火栓の設置費用２基分と消火栓の維持管理要する費用が含まれ

ています。残りの200万1,000円については、防火水槽の修繕を令和６年度は１基行います。これは

漏水が発生しているものに対して修繕を行いますがこれが140万円。加えて50万円。これは緊急的に

漏水が発生したもの、これは防火水槽であったりとか防火水槽につなぐ補水バルブなどそのものに

対応するための50万円ほか、消耗品、原材料費等を加えたものが900万1,000円の概要になります 

○委員（德田修和君） 

はい、理解いたしました。令和６年度に操法大会のほうも実施されるということですので、ここ

の水利のところで水も大分訓練等、大会等で使うものもあるからこういうところに入ってくるもの

もあるのかなというようなことも推測したのですけど。そういう、操法大会等に使われる、水の使

用料であったりとか運営にかかる予算というものはもう消防団運営事業の中で組まれていると理解
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してよろしいでしょう。 

○警防課警防係長（有川正悟君） 

消防操法大会等あるいは訓練等で使用される、消火栓から簡易の防火水槽から簡易の水槽に水を

溜めますが、こちらについては事前に水道事業部のほうに申請をして、このぐらい水を使用すると

いうことを伝えて、その費用については発生しないというふうにしています。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

久保委員の先ほどの御質問の件だったんですけども、保険料は間違いなく自賠責保険と任意保険

になります。その他というのにですね、公課費のほうが含まれているということで、この他という

ふうに入れさせていただきました。そこを含めての金額になります。申し上げません。公課費です。 

○委員（久保史睦君） 

その先ほど積算根拠をお伺いしたところだったんですけども。その公課費という部分についての

積算根拠はお聞きしてもいいですか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

公課費、いわゆる重量税になります。保険料のほうが154万3,000円。公課費、重量税が125万6,000

円としております。合わせて279万9,000円になります。 

○委員（下深迫孝二君） 

２点だけお伺いします。１ページの１番上ですね。ここに一般廃棄物収集運搬、運搬業務等って

書いてあるんですが、773万という予算がついてますけれど。これは何を意味してるのでしょうか。

一般廃棄物というのは。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

一般廃棄物収集運搬業務等とありますけど、その中に感染物の廃棄処理業務も入っております。

内容にありましては、救急活動等により廃棄物となったもののうち、人が感染してまたは感染する

恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物を

適切に処分するために必要な業務となっております。この感染性の廃棄物は公衆衛生の保持ですね。

あと、病原微生物の拡散防止の徹底の観点から、より安全に配慮した取扱いを要するということで、

ほか廃棄物と明確に分別して収集運搬及び処理するということで予算計上しております。 

○委員（下深迫孝二君） 

そして下のほうですね。ここに梯子車オーバーホール含むということで、修繕料点検整備等とな

ってますが、この修繕料というのは全部の車両を含めているんですか、それともこの梯子車の修繕

料という理解でよろしいですか。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

委員のおっしゃるとおり、かなりの予算計上となっております。梯子車のオーバーホールにあり

ましては、4,000万円を超える金額となります。その他はほかの車両の修繕等に充てられます。いう

ことでこのオーバーホールというのは来年度ですけど、北消防署の梯子車がオーバーホールという

ことで、平成25年３月に購入しておりますけど11年経過してるということで２度目のオーバーホー

ルとなります。 

○委員（下深迫孝二君） 

２回目のオーバーホールと今おっしゃいました。約4,000万が梯子車。これで走行キロはどのくら

いは走ってるんでしょうか。 

○次長兼総務課長（川﨑敏朗君） 

３月１日現在で走行距離9,214ｋｍ走行ということです。 

○委員（山口仁美君） 

主要な事業の資料をもとに質問させていただきます。21ページ映像通報システム。ライブ119。こ

ちらは予算自体はかからないということなんですけれども、令和６年度において実証期間のため無

償となっているので、令和７年度以降どの程度見込んでおられるのかお伺いします。 
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○情報司令課長（狩川 靖君） 

180万円程度を見込んでおります。 

○委員（山口仁美君） 

あともう１点。22ページの予防課のほうにお尋ねします。電子申請対応システム及び図面審査に

関するデバイスの導入事業ということで今回導入されるということなんですけれども。この説明事

業内容を見てまいりますと、現場での検査をタブレットでされるということなので、これは通信費

等も含んでいる予算と見てよろしいでしょうか。 

○予防課長（西中園章君） 

現場で行うタブレットについては通信費はかからない、今のとこですね、と考えております。 

○委員（山口仁美君） 

あともう１点ですねディスプレイを導入されるということで、見やすい画面をということなんだ

と思うんですけども。他の用途にも活用できるのかどうかお聴きしてよろしいでしょうか。この図

面審査のみで活用されるのか。 

○予防課長（西中園章君） 

市の使い方としては、消防同意とか消防設備の審査に使用するというふうに考えております。 

○委員（宮内 博君） 

４ページの非常備消防費の関係でお尋ねをいたします。消防団の運営事業ということで１億6,323

万9,000円が計上をされておりますけれど。昨年度からの比較をいたしますと減額になっている状況

です。それで実際に消防団員の確保等について、どういうふうに、この新年度ですね、取組をしよ

うとしているのか。なお、団員定数については、1,236人ということで、これまで報告された経過が

あって。約230人を定数に満たないという報告がされているわけでありますが。そういう中で予算的

にも減額になっているということがありますので。その辺の経過を含めて御説明を頂きたいと思い

はい起農課長補佐。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

まず、この消防団運営事業費の昨年度と比べの減額ですけども、この１番大きなものはですね、

退職報償金のほうが、退職報償金とくち消防団員の方が退職されるときに支払う報奨金になります

けども、これがですね、消防団員は３年ごとに役員のほうが改善をされます。昨年度が役員改選を

されてですね、そのときは多くの幹部の方が、他の方面隊のほうも、多くの方がやめられ、退職さ

れますので、３年ごとの年は少し退職報償金のほう多く予算計上しております。今年度はですね、

役員改選の年ではないですので、少し退職報償金のほうが少なくなっているここが大きなところで

あります。消防団員のほうは、先ほど委員がおっしゃられたように、定数は1,236人ですが２月現在

で消防団員は1,109名となっております。消防団のほうはですね、現在の課題としては、もちろん高

齢化や加入減退、そういうのがですね、また地域の山間部のほうにおいてはですね、所属団員が居

住が少ないことなどがあります。霧島市のほうでは、大規模災害に備えて機能別消防団を設置した

り、また、就職活動することを目的とした学生消防団活動認証制度を制定しております。それから、

令和３年には消防団員の報酬等の基準の策定についてということで条例のほうも一部改正させてい

ただきました。まず、そのようなことからですね、あと、ほかにも消防団員のほうが確保できるよ

うに、また地域と協力しながら、後援会の御協力も頂きながら加入促進を促していきたいと考えて

おります。 

○委員（宮内 博君） 

そういう中で令和６年度ですね、これまでと違った取組を計画しているものなどがあれば御紹介

をいただければ。 

○警防課長（松本哲郎君） 

団員確保の取組については現在のところはっきり言ってありません。しかしこれ以外に何がある

のかっていうのを近隣の消防、県内の消防本部に確認をしながら探していきたいと考えております。 
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○委員（山口仁美君） 

６ページの消防団施設整備事業について、竹子の分団の詰所の更新をされるということなので概

要をお示しいただいてよろしいでしょうか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

今回、改築予定の溝辺方面隊の竹子分団消防詰所ですが、経過年数はもう50年を迎えるところで

す。改築に至った経緯はですね、建築のほうと建物を見させていただいて、基礎のほうに不備があ

るということで、早急に改築が必要だということで、今年度から設計等の委託を行って、来年度建

て替え予定となっております。詰所のほうは、車両が２台と団員数が26名ですので、その大きさで

大体、ほかの詰所と整合をとりながら建物を建てるところです。 

○委員（山口仁美君） 

建替えということですので、今の建物の解体費用からこの建替えの費用まで含めてこの予算でと

いうことでよろしいですか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

おっしゃるとおりです。 

○委員（山口仁美君） 

出来上がるのはいつ頃になりますでしょうか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

６年度の12月ぐらいを予定しております。 

○委員（植山太介君） 

関連でお聞かせください。今その建替えになった経緯というのが築50年を過ぎていると。基礎に

不備があったと。これぐらいの条件がないと、詰所の建替えっていうのは行われないものかちょっ

とお聞かせください。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

今回は団員のほうから車庫の基礎にひびが見えてるよということでお話をいただいて確認したん

ですけども。詰所のほうはですね、同じく40年を超えている建物が２、３あるんですが、多額の費

用もかかりますので、木造とか鉄骨とかあるんですけども、耐用年数をある程度基準にしながら予

算を確保しないといけないものですから、ここは財政課とあと建築課等と話をしながら、また団員

のほうにも意見を聞きながら、総体的に見て詰所の建替えは計画を随時行っていきたいなと考えて

いるところです。 

○委員（植山太介君） 

確認ですけど。今後計画を予定しているところが、実際決まっているというのがあるかないか。

あとそういう要望、各詰所から建替えてほしいという要望があるのかどうかそこまで最後聴かせて

ください。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

現在のところでは次の更新計画ははっきり決まっておりません。建物を含めて消防団の方にはい

ろんな要望を毎年幹部会等で報告を頂いています。例えば、柱がシロアリにやられているとか。あ

と、ドアのシャッターが重いというのが結構意見が多いですので、そこはなるだけ修繕で整備して

いきたいと考えております。 

○委員（今吉直樹君） 

すいません関連でお伺いします。竹子分団詰所は令和５年度で土地を取得して建てられると。そ

の場所を教えていただけますか。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

詰所は同じところに建設予定です。建築中は市消防団の知り合いのところに、車庫に車両をおか

していただいて、荷物をですね、移動して建てかえる予定であります。 

○委員（阿多己清君） 
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確認を含めてお願いいたします。１ページの消防署等の管理事業のところで、先ほど植山委員が

御質問をされたところの答弁を聞いてまして、やはり予算委員会なので、その積算、基礎の資料は

持ってくるべきだと指摘を申し上げた上で質疑を行います。高性能のセンターのシステム更新につ

いては１億3,000万円程度というお話でした。残りを見ると4,000万円強あるわけなんですけれども、

これが福山分遣所の移転に関する経費なのかなと想定をするんですが。そのほかも何か入ってるか

と思うんですが。先ほど答弁の中で、移転費用が2,100万円ほどの見積りをとって、そのうち1,000

万円を予算要求したと言われたような気がするんですけど、そこらの部分で残りの1,000万円はどう

するのか。この予算要求の1,000万円で足りるのか。そこらをちょっと教えてください。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

先ほど大変失礼しました。私ども、先ほどざっくり説明したところですけれども、今手元に届き

まして、中身におきましては１億3,600万円が先ほどありました指令台の更新でありまして、それに

ですね、補修も別途ありまして2,160万円程度。ほかには初等管理ですので、電気工作物の保安管理

だとか、これはもう処々が全てその経費でございますのでそういう類いのもの。合併浄化槽の管理

にかかるもの。そういったもの。それとワックス塗布だとか、設備等の補修、別途補修です。それ

と、自動ドアの点検業務とか。貯水槽があったりしますので、ああいう類いの管理業務。そういう

のを含めまして、合わせて１億7,458万2,000円というような数字になっております。先ほど植山委

員がおっしゃった部分の説明まで申し上げても大丈夫ですか。 

○委員長（宮田竜二君） 

  はい。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

先ほど、お答えしなかったのがちょっと申し訳なかったんですけれども、内訳は委託料ほか。一

般総務管理の事務事業の委託料他というのが何だろうということでございます。これにつきまして

は大きなもの以外ということで、私どもが他というところで説明資料を作成したところでございま

すけれども。他につきましては委託料を含んで説明しますけれども、旅費が36万7,000円。消耗品を

除きます役務費部分において食糧費２万円。印刷製本費が12万円。役務費、これは中身が通信運搬

と手数料ですけれども10万4,000円。委託料につきましては、中身はちょっと今申し上げませんけれ

ども、134万2,000円というのが、おおもと委託料他というとこですね。それと原材料費が３万円。

それと備品購入費が472万6,000円。あと負担金補助及び交付金というのが95万8,000円等がありまし

てそれが合わせて773万円というような内容で一応お伝えしておきます。阿多委員の分はよろしかっ

たでしょうか。 

○委員（阿多己清君） 

もう細かいのはいいので。おおまかでいいだろうということだと思います。ただ、先ほどの答弁

の中で2,100万ほどの見積り。それで1,000万の要求というのをちょっと聴いたんですけど、聴き間

違いかもしれませんがここの部分はどうなりますか。ちゃんと移転ができればいいのですけど。見

積りを取ったけれども半額以下の要求しかしてない。残りは大丈夫かというところの部分なんです

が。 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩します。 

「休 憩  午前 ９時５０分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午前 ９時５１分」 

再開します。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

福山の移転経費のことについて説明を求められたのだと思います。誤りだと思っていただければ

結構です。実際は少し不足するようなものにはなるかもしれないのですけれども。今説明をしたか



11 

 

ったのはですね。ただそこは予算上の話でいきますと。この委託の中で移転もできるようにしっか

りこちらのほうで執行してまいります。問題はありませんので、今は申し上げたのが少し訂正があ

るというのと、足るか足らないかというところは、足りるように執行ができますというなことで。

一部ちょっと誤りが、表現に誤りがあったというのをお伝えしておきます。 

○委員（植山太介君） 

すいません先ほどの委託料の件なのですけど。ちょっと私の説明がよくなかったのかもしれない

けど。令和５年度が242万7,000円だったということで。令和６年度は773万円になっているよと。500

万円増えていてこれは何だろうなと思ってお伺いしたところでした。ですので購入が何か500万円ぐ

らい、今年は買うのだったらそこは何を買うのか。そこら辺を聴きたい。この500万円増えた理由と

いうのをお伺いしたいと思ったところです。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

先ほどの内訳にございました。備品購入費が基本的には増えております。これが約500万円。しっ

かり言いますと472万6,000円。先ほど説明したものです。こちらにつきましては、先ほどからちょ

っと委託料も出てまいりましたけれども、福山分遣所の新設といいますか新規移転を伴いますので、

その段で不足する備品購入費でございます。 

○委員（宮内 博君） 

予算書の220ページのところでお尋ねをいたします。消防施設費として２億8,542万3,000円が計上

されているわけですけども。局長のほうからの説明では竹子の分団詰所の建替えということなんで

すね。これは災害時に拠点となる分団詰所等は、これは基準財政需要額の中に組み込まれて、地方

交付税の対象等にはなっていかないのかどうかですね。中身を見てみると実に予算額の97％が地方

債という形で計上をされているわけなんですけれども。そこのところをちょっと説明してもらえま

せんか。そしてこの地方債が実際どういう形で後後ですね、地方交付税として算入されるのかも含

めてお願いします。 

○警防課長補佐（日原秀顕君） 

竹子分団詰所のほうは工事請負費が4,500万円となっておりますけども、これは言われたように地

方債、緊急防災減災事業債となっております。これは100％で執行率になっておりますけども。交付

税のほうがどれぐらいかというのはちょっと私のほうでちょっとお答えすることができません。分

かりかねますのでそこのところはまた財政と、警防課のほうでは緊防債を使うということで、これ

を、工事請負を使っていきたいと考えております。 

○委員（宮内 博君） 

もう一つ気になるのは支出金も国や県からのですね。支出金も全く計上されていないということ

になっているものですから、そういうその事業の活用もできないのかという点でお尋ねしたいと思

います。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

申し訳ございません、補足をいたします。先ほど、緊防債、略して緊防債なんですけれども、こ

ちらにつきましては交付税措置が建前上70％ございます。となりますと補助金については３分の１

がベースになってまいりますので、そういったものよりも率のよい交付税措置がございますので、

そちらを基本的に活用させていただくという内容で内示がされているものと思います。財源はそう

いうことで、補助等を入れずに、緊防債を入れているということで御理解頂ければと思います。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

国県支出金のという話がございましたけれども。先ほど少しお話し差し上げたんですが、約３分

の１程度の補助金は、枠内にはまればしっかり取れるものもあるんだと思います。ただ、建屋につ

いては基本的にそこまで交付はないものというふうに、私どもも要綱はあるんですけれども、その

方針などにおいては団の詰所とかというのはなかなか採択ならないものだと思っております。それ

に加えて先ほど申し上げたように、緊防債のほうが普通交付税による措置がございますので、補助
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金をもらっている以上に、３分の１よりか70％と言ったようなところで。財源として建前上ではあ

りましょうけれども。その内容としては国からやはり70％の交付税措置があるんですよということ

で、こちらとしても、緊防債を使っているというようなことです。ですので国県の補助金というよ

りかは、率がいいといいますか、財源としては有能なものではないかなというふうにこちらとして

は考えているところです。 

○消防局総務課主幹（池田康一郎君） 

申し訳ございません。先ほどの発言の訂正をさせていただきます。私が最後に植山委員からの最

後の備品の話を差し上げたとき私が少し動揺しておりましたので。これは先ほど福山の備品と、福

山の移転分と最後にもっともらしく説明してしまったんですけども。これは国が推し進めておりま

す電子申請。この消防に対する対する消防同意というな部分の電子申請に係るところの備品でござ

いました。少し慌ててお答えしてしまったところ、おわびしながら訂正いたします。すいませんで

した。 

○委員長（宮田竜二君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

  ないようですので、これえ消防局に関する質疑を終わります。休憩します。 

「休 憩  午前１０時００分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午前１０時０３分」 

○委員長（宮田竜二君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。次に市民環境部の審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

  議案第43号 令和６年度霧島市一般会計予算のうち、市民環境部所管の予算の概要について、一

般会計予算説明資料に沿って説明いたします。１ページを御覧ください。まず、一般管理費では姉

妹都市交流事業などを行う市民運動推進事業に1,072万８千円を計上しました。次に、共生協働推進

費は、無線・有線放送施設整備支援事業などに、合計２億5,383万６千円計上しました。４ページを

御覧ください。次に、国際交流費では、ＣＩＲ招致事業などに、合計1,692万８千円計上しました。

５ページを御覧ください。次に、環境衛生総務費では、合併処理浄化槽設置整備事業などに、合計

１億4,615万６千円計上しました。７ページを御覧ください。次に、環境対策費では、海岸漂着物対

策推進事業などに、合計1,857万４千円計上しました。次に、火葬場費では、国分斎場管理運営事業

に、２億198万９千円計上しました。８ページを御覧ください。次に、清掃総務費では、衛生施設総

務管理事務事業などに、合計1億5,037万３千円計上しました。次に、塵芥処理費では、ごみ処理場

管理運営事業などに、合計42億4,057万２千円計上しました。11ページを御覧ください。次に、し尿

処理費では、し尿処理場管理運営事業に、２億4,039万２千円計上しました。12ページを御覧くださ

い。次に、男女共同参画推進費では、同広報・啓発事業などに、合計41万３千円計上しました。次

に、戸籍住民基本台帳費では、住民窓口証明発行事務などに、合計１億9,476万６千円計上しました。

14ページを御覧ください。次に、人権擁護推進費では、人権啓発センター管理運営事業などに、合

計3,525万８千円計上しました。16ページを御覧ください。次に、文化振興費では、霧島市民会館管

理運営事業などに、合計9,493万６千円計上しました。18ページを御覧ください。次に、保健体育総

務費では、同管理事務事業などに、合計3,115万７千円計上しました。次に、社会体育振興費では、

市スポーツ協会等運営支援事業などに、合計4,199万９千円計上しました。20ページを御覧ください。

次に、社会体育施設費では、国分運動公園・国分武道館管理運営事業などに、合計３億3,223万６千

円計上しました。次に、予算書の７ページ、繰越明許費をご覧ください。第２表繰越明許費で、款 

教育費項社会教育費の文化施設整備事業の記載の金額を繰越明許費として計上しました。最後に、

予算書の８ページ、債務負担行為をご覧ください。第３表債務負担行為で、指定ごみ袋作成等業務
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において、期間を令和７年度までとし、限度額１億4,247万１千円を設定しています。以上、市民環

境部で所管する歳出予算の説明を終わりますが、その詳細や、それぞれの事業の特定財源等につき

ましては、引き続き、各課長がそれぞれ説明いたします。よろしく御審査くださいますようお願い

申し上げます。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

  市民活動推進課に関する令和６年度一般会計予算の主要な点について、ご説明いたします。市民

環境部の予算説明資料１～４ページ、予算に関する説明書は110～111ページ、120～123ページにな

ります。まず、予算説明資料１ページをご覧ください。（款）2総務費（項）1総務管理費（目）1一

般管理費の総額19億2,818万９千円のうち市民活動推進課分は、「市民運動推進事業」1,072万８千円

を計上しました。「道義高揚・豊かな心推進協議会」への花いっぱい運動、あいさつ運動、地域のボ

ランティア活動推進事業、岐阜県海津市との姉妹都市交流などの事業費補助で、特定財源は、まち

づくり基金繰入金1,060万円を充当しています。次に、（目）11共生協働推進費に２億5,383万６千円

を計上しました。「共生・協働推進総務管理事務事業」465万３千円は、市民活動促進委員会等に係

る経費、地区自治公民館の消防設備点検業務、水道料金負担金等で、特定財源は、地縁団体告示事

項証明手数料２千円です。「共同墓地環境整備支援事業」438万４千円は、共同墓地内のフェンス設

置などの安全対策や災害復旧などの環境整備に対する補助金です。次に２ページをご覧下さい。 

「簡易給水施設等整備支援事業」1,937万円は、地区自治公民館等が管理する給配水施設の整備に対す

る補助金です。「行政協力員事務委託料支払事業」1億2,814万５千円は、地区自治公民館長や自治会

長に対し、行政事務の一部を委託し、その対価として支払う委託料で、特定財源は、ふるさときば

いやんせ基金繰入金2,510万円です。「地区活性化支援事業」2,400万円は、地区自治公民館や自治会

が行う伝統行事の継承、健康増進、高齢者・障がい者支援、環境美化など地域活性化のための取組

に対する補助金で、特定財源は、まちづくり基金繰入金1,240万円です。次に３ページをご覧下さい。 

「地区自治公民館等の集会施設等整備支援事業」2,503万７千円は、地区自治公民館や自治会の集会施

設等の整備に対する補助金です。「無線･有線放送施設整備支援事業」1,107万円は、アナログ無線機

の一部周波数帯の使用制限に伴うデジタル方式への移行を含む放送設備の整備・改修に対する補助

金で、特定財源は、ふるさときばいやんせ基金繰入金600万円です。「地区自治公民館防犯・交通安

全推進事業」729万７千円は、地域住民によって行われる防犯対策のための活動や交通安全立哨、危

険箇所の点検・周知など地区自治公民館が行う交通安全のための活動に対する補助金で、特定財源

は、ふるさときばいやんせ基金繰入金720万円です。次に、４ページをご覧下さい。最後に（目）13

国際交流費に1,692万８千円を計上しました。「ＣＩＲ（国際交流員）招致事業」922万２千円は、国

際交流員の報酬や研修旅費などの経費で、特定財源は、国際交流基金繰入金76万３千円です。「姉妹

都市・国際交流事業」400万９千円は、海外交流都市への訪問及び訪問団の受入に係る経費です。「国

際交流協会運営支援事業」300万円は、霧島市国際交流協会への補助金で、特定財源は、国際交流基

金繰入金300万円です。以上で説明を終わります。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

  環境衛生課所管に関する令和６年度一般会計予算の主要な点について、説明します。市民環境部

の予算説明資料５ページから11ページ、予算に関する説明書は166ページから173ページになります。

なお、環境衛生課所管事業のうち、議会基本条例第８条の事項に沿った説明を求められている「霧

島市環境保全協会活動補助事業」、「地域猫活動推進事業」及び「指定ごみ袋販売事業」については、

後ほど説明します。まず、予算説明資料の６ページをご覧ください。環境衛生総務費につきまして

は、「合併処理浄化槽設置整備事業」において、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生

活環境及び自然環境の保全を図るため、合計155基分の合併処理浄化槽設置整備事業補助金9,424万

８千円、県浄化槽推進市町村協議会への負担金13万７千円など、合計9,439万９千円を計上し、特定

財源として、国庫補助金4,712万４千円、県補助金1,480万８千円を充当しています。次に、７ペー

ジをご覧ください。環境対策費につきましては、「河川景観保全アダプト（里親）制度推進事業」に
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おいて、自治会、ボランティア団体等の河川景観保全活動を行う登録団体に対する補助金649万円、

清掃残滓処理業務委託料320万８千円など、合計974万６千円を計上し、特定財源として、ふるさと

きばいやんせ基金繰入金970万円を充当しています。火葬場費につきましては、「国分斎場管理運営

事業」において、国分斎場を適切に管理運営するため、火葬炉設備等の修繕料359万４千円、国分斎

場指定管理料5,143万１千円、火葬炉設備等の更新に伴う工事請負費１億4,616万８千円など、合計

２億198万９千円を計上し、特定財源として、火葬場使用料1,931万８千円、衛生施設整備基金繰入

金5,000万円を充当しています。なお、令和６年度の火葬炉設備更新工事は、６炉中３炉更新する予

定です。次に、８ページをご覧ください。清掃総務費につきましては、「衛生施設総務管理事務事業」

において、伊佐北姶良環境管理組合からの脱退負担金等１億4,967万１千円を計上しています。塵芥

処理費につきましては、「資源物中間処理・保管事業」において、ごみの適正処理及びリサイクルを

推進するため、家庭から排出・回収された資源物の中間処理・保管に係る委託料7,214万２千円を計

上し、特定財源として、アルミ・スチール缶等売却代金4,691万円、ふるさときばいやんせ基金繰入

金2,520万円を充当しています。次に、９ページをご覧ください。「家庭系一般廃棄物収集運搬事業」

につきましては、家庭から排出されるごみの収集運搬を適正かつ効率的に行うため、民間業者への

業務委託料３億2,438万２千円を計上し、特定財源として、一般廃棄物処理業許可等手数料36万８千

円及び公益財団法人鹿児島県市町村振興協会からの交付金1,400万円、ふるさときばいやんせ基金繰

入金３億円、合計で３億1,436万８千円を充当しています。次に、10ページをご覧ください。 

「ごみ処理場管理運営事業」につきましては、敷根清掃センター等を適正に管理運営するため、薬品

代、設備・機器の予備品代等の消耗品費6,013万９千円、炉の立上げに使用する灯油代等の燃料費

9,294万２千円、電気代等の光熱水費１億4,807万７千円、ごみ焼却施設の定期補修及び延命化等の

修繕料５億4,300万円、ごみ焼却施設運転管理業務、溶融飛灰リサイクル処理業務等の委託料３億

1,625万３千円など、合計12億288万８千円を計上し、特定財源として、ごみ投入手数料１億4,300

万円、有価物の販売代金3,012万２千円、ふるさときばいやんせ基金繰入金１億3,500万円等の合計

３億841万６千円を充当しています。「（仮称）霧島市クリーンセンター整備・運営事業」につきまし

ては、（仮称）霧島市クリーンセンターの整備を計画的に進めるため、建設工事の施工監理業務等の

委託料4,176万１千円、施設の建設工事請負費23億6,169万円など、合計24億508万７千円を計上し、

特定財源として、国庫支出金の循環型社会形成推進交付金６億9,972万５千円、合併特例債14億2,510

万円及び衛生施設整備基金繰入金２億円を充当しています。なお、令和６年度の建設工事は、建屋

に関する土木建築工事とごみ焼却炉本体、エネルギー回収を行うボイラーやタービン発電機等のプ

ラント工事を行う予定です。次に、11ページをご覧ください。し尿処理費につきましては、「し尿処

理場管理運営事業」において、南部し尿処理場及び牧園・横川地区し尿処理場を適正に管理運営す

るための経費として、各種設備機器の定期補修等の修繕料5,735万２千円、指定管理料１億8,275万

８千円など、合計２億4,039万２千円を計上し、特定財源として、し尿投入手数料1,210万３千円を

充当しています。次に、議会基本条例第８条の事項に沿った説明を求められている事業について、

説明します。予算説明資料の５ページの「霧島市環境保全協会活動補助事業」と９ページの「指定

ごみ袋販売事業」は関連がありますので一括して説明します。令和６年度当初予算主要事業資料の

11ページ、13ページをご覧ください。本市の指定ごみ袋の製造・販売につきましては、これまで、

霧島市環境保全協会が行ってきたところであり、その販売利益は、協会が行う環境保全のための活

動費等に充てられてきました。このような中、国は、平成28年に、廃棄物処理法に基づく基本指針

を改正し、市町村の役割として「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利

用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料

化の推進を図る」ことを追記し、国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するこ

とを明確化しました。また、市議会から、これまで、指定ごみ袋のあり方等についてのご意見、ご

質問がありました。このようなことから、これまで、指定ごみ袋のあり方や、その販売利益を活動

費としてきた協会のあり方について、事務担当者レベルでの調査・研究を重ねるとともに、令和３
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年度から協会役員等との本格的な協議を進めてきました。令和５年度当初に役員との協議が概ね整

ったことから、協会の理事会に「指定ごみ袋を市が直接製造販売すること」、「協会の活動費を市が

補助すること」、「協会が雇用する職員や財産の一部を市が引き継ぐこと」等を提案し、了承を得ま

した。その後、令和５年第４回市議会定例会に、指定ごみ袋を一般廃棄物処理手数料とする条例改

正や、市が指定ごみ袋の製造に係る入札を行う根拠となる債務負担行為の設定を上程し議決を得た

ところであり、今回の二つの事業は、指定ごみ袋の製造・販売等について、これまで準備してきた

ことを実行するために創設するものです。具体的な事業内容について説明します。まず、「霧島市環

境保全協会活動補助事業」については、これまで協会の各支部が行ってきた活動が滞りなく実施さ

れることを基本としており、協会の各支部で、環境美化、不法投棄対策、環境学習等の活動が行え

るよう補助金を交付します。予算は、過去の実績を考慮して積算しており、協会への補助金2,383

万９千円を計上しています。次に、「指定ごみ袋販売事業」については、市が指定ごみ袋を製造・販

売するもので、市民は、ごみ袋を購入することで一般廃棄物処理手数料を市に支払い、小売店は、

販売委託料として一枚当たり３円の販売委託料を受け取ることになります。これらの額は、協会が

行っていた際の金額と変わりません。予算は、指定ごみ袋の作成委託料として１億1,004万円、販売

委託料として2,367万４千円、窓口販売や在庫管理等を行う会計年度任用職員の人件費1,955万９千

円、合計１億5,327万３千円を計上し、特定財源として、ごみ袋の売上であるごみ処理手数料を充当

しています。最後に、予算説明資料の６ページ「地域猫活動推進事業」について説明します。予算

主要事業資料の12ページをご覧ください。飼い主のいない猫に起因する生活環境被害については、

これまで、市議会や地区自治公民館、市民の皆様から対応を求める声が多数寄せられていました。

飼い主のいない猫が嫌われものにならず、人と動物の共生する社会の実現を目指すためには、地域

猫活動に基づく適切な繁殖抑制対策を講じることが最も効果的と考え、令和４年９月から「公益財

団法人どうぶつ基金」が実施する「さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）」の利用を開始しました。

しかしながら、利用希望数に対して、助成チケットが交付される枚数が少なく、関係者のニーズに

充分な対応ができていない状況が続いています。このようなことから、地域猫活動を行う団体に対

して、不妊去勢手術費用の一部を助成する事業を、市単独で創設することとしました。具体的な事

業内容について説明します。事業を設計するに当たっては、鹿児島市、枕崎市、志布志市等、県内

外多数の自治体の事例を参考としました。補助対象者は、市内に住民票のある別世帯２人以上で構

成する地域猫活動団体。補助対象経費は、市内で保護した飼い主のいない猫に施す不妊去勢手術費

用。補助額は、１頭当たりの不妊手術１万円、去勢手術５千円。予算は、当該手術に係る負担金補

助及び交付金75万円、貸出用猫捕獲器購入のための備品購入費25万円、クラウドファンディング型

ふるさと納税の実施に要する委託料11万６千円など、合計120万円を計上し、特定財源として、指定

寄附金100万円、ふるさときばいやんせ基金繰入金20万円を充当しています。今後のスケジュールは、

４月から６月にかけて、補助事業の周知と寄附の募集を行い、７月以降、申請書の受付等を開始す

る予定です。以上で説明を終わります。 

○市民課長（森 知子君） 

市民課に関する令和６年度一般会計予算の主要な点について、市民サービスセンター分を含めご

説明いたします。予算説明資料は12ページから15ページです。予算説明資料12ページをご覧くださ

い。まず、男女共同参画推進費につきましては、「男女共同参画広報・啓発事業」において、セミナ

ー開催等に係る経費として19万４千円を計上しています。「男女共同参画計画進行管理事業」におい

て、霧島市男女共同参画計画の進行管理のための経費として17万４千円を計上しています。                                                                

戸籍住民基本台帳費につきましては、「戸籍事務」において、戸籍法に基づく届出書等の事務処理に

係る経費として報酬等953万２千円、戸籍法改正に伴うシステム改修として委託料402万６千円の計

1,355万８千円を計上し、特定財源として、戸籍手数料947万3千円、国庫補助金として社会保障・税

番号制度システム整備費402万６千円、県委託金として人口動態調査費５万９千円を充当しています。

次に、13ページをご覧ください。「住民基本台帳管理事務」において、住民基本台帳法や印鑑条例な
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どに基づく届出書等の事務処理経費に係る経費など817万５千円を計上し、特定財源として、住民登

録手数料817万５千円を充当しています。また、「住民窓口証明発行事務」において、住民基本台帳

法等に基づく各種証明発行や、マイナンバーカードの申請サポート・交付に係る経費として7,729

万８千円を計上し、特定財源として、住民登録手数料1,093万６千円、印鑑証明等手数料138万１千

円、個人番号カード交付事務費6,498万１千円を充当しています。「市民サービスセンター運営事業」

において、パスポート発給時の手数料である収入印紙・収入証紙代等、消耗品費3,686万７千円を計

上するほか、市民サービスセンターの運営に係る経費として合計で4,223万８千円を計上し、特定財

源として、収入印紙・収入証紙販売料及び手数料3,758万６千円を充当しています。次に、14ページ

をご覧ください。人権擁護推進費につきましては、「真孝西児童公園維持管理事業」において、公園

の維持管理に係る経費として29万３千円を計上しています。「人権啓発センター各種教室事業」にお

いて、同センターで実施する各種教室や人権学習会、学習相談会、解放学習会の講師謝金として報

償費232万円を計上し、特定財源として、県補助金である隣保館運営費174万円を充当しています。

「人権啓発センター管理運営事業」において、館長報酬のほか同センターの管理運営に必要な経費

を含め623万７千円を計上し、特定財源として、県補助金である隣保館運営費449万２千円を充当し

ています。「人権啓発推進まちづくり事業」において、じんけんフェスタの開催、小学校を対象とし

た「人権の花運動」など、様々な人権啓発活動を行うための経費として、85万８千円を計上してい

ます。次に、15ページをご覧ください。「人権擁護推進事業」において、部落解放同盟鹿児島県連合

会隼人支部に対して交付する補助金97万円を計上しています。「霧島人権擁護委員協議会活動支援事

業」において、鹿児島地方法務局霧島支局管内で実施される霧島人権擁護委員協議会活動に係る経

費としての負担金など87万８千円を計上しています。「人権擁護推進関係各種協議会等参画事業」に

おいて、公益財団法人人権教育啓発推進センターの年会費10万円を計上しています。以上で説明を

終わります。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

  スポーツ・文化振興課に関する令和６年度一般会計予算について、ご説明いたします。市民環境

部の予算説明資料16から22ページ、予算に関する説明書は12から13ページ、62ページから63ページ、

84ページから85ページ、104ページから105ページ、244ページから247ページ、250ページから253ペ

ージになります。まず、16ページをご覧ください。文化振興費につきましては、「文化振興総務管理

事務事業」において、文化振興に係る事務経費など、14万２千円を計上しています。「きりしまフォ

トコンテスト開催事業」において、霧島の魅力をＰＲする写真を一般公募し、優秀作品を市内各所

に展示するための経費として、報償費など39万１千円を計上しています。「きりしま美術大賞展開催

事業」において、公募型の絵画展及び園児・児童生徒から作品を募集するジュニア展を開催するた

めの経費として、委託料178万円を計上しています。なお、令和６年度は、20回目の節目を迎えるこ

とから、記念事業を実施する予定です。次に、17ページをご覧ください。「児童生徒芸術鑑賞会事業」

において、児童生徒に芸術鑑賞の機会を提供するための経費として、委託料、バス借上げ料など、

423万１千円を計上し、特定財源として、ふるさときばいやんせ基金繰入金420万円を充当していま

す。「霧島市民会館管理運営事業」において、霧島市民会館の管理運営に係る経費のほか、令和７年

度に予定している霧島市民会館の大規模リニューアルに向けての備品購入など7,924万円を計上し、

特定財源として市民会館使用料455万７千円、広告掲載料49万円を充当しています。「文化芸術支援

事業」において、霧島国際音楽祭や市文化協会などの活動を支援するための経費として、補助金910

万円を計上しています。次に、18ページをご覧ください。保健体育総務費につきましては、「保健体

育総務管理事務事業」において、消耗品や公用車の管理に必要な経費など、45万円を計上していま

す。 社会体育振興費につきましては、「社会体育総務管理事務事業」において、消耗品等の事務経

費のほか、会計年度任用職員に関する費用など、198万４千円を計上しています。「各地区スポーツ

祭開催支援事業」において、地域住民の健康増進や親睦等を目的に開催される各地区のスポーツ祭

運営補助金として、165万２千円を計上し、特定財源として、まちづくり基金繰入金160万円を充当
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しています。次に、19ページをご覧ください。「学校体育施設開放事業」において、学校教育に支障

のない範囲で、学校体育施設を市民に開放するための必要経費として、報償費など237万２千円を計

上し、特定財源として、学校体育施設使用料191万円を充当しています。「スポーツ少年団育成事業」

において、スポーツ少年団の育成及び活動を支援する補助金128万円を計上しています。「スポーツ

推進委員活動事業」において、市スポーツ推進委員の活動に要する経費として、報酬や旅費など775

万４千円を計上しています。「県地区対抗女子駅伝競走大会支援事業」において、県地区対抗女子駅

伝競走大会を開催するための運営補助金など、251万２千円を計上し、特定財源として、ふるさとき

ばいやんせ基金繰入金240万円を充当しています。次に20ページをご覧ください。「各種スポーツ大

会出場者支援事業」において、県代表として九州大会や全国大会等へ出場する個人・団体の選手を

支援する補助金355万２千円を計上し、特定財源として、ふるさときばいやんせ基金繰入金350万円

を充当しています。「市スポーツ協会等運営支援事業」において、市スポーツ協会の運営補助金及び

姶良・伊佐地区スポーツ協会連絡協議会への負担金として、2,073万円を計上し、特定財源として、

ふるさときばいやんせ基金繰入金1,080万円を充当しています。社会体育施設費につきましては、「国

分運動公園・国分武道館管理運営事業」において、指定管理者への委託料5,498万５千円を計上して

います。「国分総合プール管理運営事業」において、指定管理者への委託料4,310万８千円を計上し

ています。「海浜・北・南公園・児童体育館管理運営事業」において、指定管理者への委託料3,892

万９千円を計上しています。次に、21ページをご覧ください。「溝辺上床運動公園管理運営事業」に

おいて、指定管理者への委託料730万８千円を計上しています。「横川運動公園管理運営事業」にお

いて、指定管理者への委託料2,786万６千円を計上しています。「牧園みやまの森運動公園管理運営

事業」において、指定管理者への委託料2,481万８千円を計上しています。「牧園Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー管理運営事業」において、指定管理者への委託料142万４千円を計上しています。「隼人運動施設

管理運営事業」において、指定管理者への委託料1,506万４千円を計上しています。次に、22ページ

をご覧ください。「隼人松永運動施設管理運営事業」において、指定管理者への委託料2,463万８千

円を計上しています。「福山地区運動施設管理運営事業」において、指定管理者への委託料2,453万

５千円を計上しています。「体育施設維持管理事業（指定管理者以外）」において、直営施設の管理

及び指定管理者との協定で市の責任で行う修繕や備品購入費に係る経費のほか、特殊建築物法定点

検に係る業務委託料、溝辺体育館火災報知器改修工事など、6,956万１千円を計上し、特定財源とし

て、総合グラウンドなどの使用料19万２千円、社会資本整備総合交付金72万６千円、広告掲載料18

万円を充当しています。最後に、繰越明許費について説明します。令和６年度一般会計予算書の７

ページをご覧ください。款 教育費、項 社会教育費、文化施設整備事業として令和７年度に予定

している霧島市民会館の大規模リニューアルのための備品購入費2,500万円を設定しています。以上

で説明を終わります。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。 

○委員長（宮田竜二君） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。まず、市民活動推進課及び環境衛生課

への質疑を行いますが、本日は、多くの市民の方が傍聴されてますので、説明資料６ページにある

地域猫活動推進事業のほうを先に質疑したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

質疑はありませんか。 

○委員（山口仁美君） 

今回、初めてクラウドファンディングの方式をとって財源確保をなさろうというところなんです

けれども、この事業について、クラウドファンディングを活用した場合の年間の流れ、どういうふ

うなスケジュールで進めていくのか。お示しください。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

はい、クラウドファンディングにつきましては、初めての試みということもありまして、事業と

いいますか、事務を所管してる商工サイドとも、この予算を創設するに当たって、いろいろと話を
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進めてきたところです。ふるさとチョイスというサイトを使いましてやる。これが一番経費が掛か

らないというふうに聴いておりますので、その準備を今まさに進めているところでございまして、

年が明けてからやることもあるわけなんですけれども、当初は、寄附を集めるに当たっては３か月

間という期間、募集をするという形でやりますので４、５、６、３か月間をやろうかなと思ったん

ですが、いろんな委託の手続とか、そういうサイトの会社との手続に若干時間を要するであろうと

いうことも言われております。なので、４月中に寄附を開始、そういう手続を終えて、寄附を開始

することができればなと。そうすると、４、５、６から若干ちょっと寄附の期間が長引くと思いま

すが、終了と合わせてどれだけの寄附があるかにもよるんですが、その後に、実際の補助金の申請

を受け付けていくというような形になろうかというふうに考えております。 

○委員（山口仁美君） 

寄附の期間自体は、４月準備が整い次第のおおよそ３か月程度を寄附の期間で、もうそこで終了

ということでよろしいでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

これを実際やっている自治体さんが大体もうほとんど３か月スパンでやっています。市の内部で

も、この期間をどうするかということを含めて財政と商工とも話し、私どもも加わってちょっと話

を聴いたわけですが、話をしました。その中で、基本的に今後こういうクラウドファンディング方

式でやる場合には３か月というスパンで進めていくと。それによって寄附が集まらなかった場合に

はまたそのときの判断になると思うんですが、期間を延長してというのも、できるというふうには

聴いております。 

○委員（山口仁美君） 

ちょうど今、寄附が集まらない場合というのをどうするのかということと、あと多く集まった場

合はどういう扱いになるのかというのも併せてお聴きしてよろしいでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

多く集まった場合につきましては、募集をする段階で、この事業目的にのみ使わせていただきま

すと。また来年度以降にこの予算を使う――。多く集まった場合につきましては、事前に寄附を集

める段階で、こういう目的で使わせていただくということを言った上で、そして多く集まった場合

にはまた次年度、この事業に使いますと、この目的に使いますということをうたった上でやります。

それについては、財政もそういう形で問題ないというふうに私どもは聴いております。あと、集ま

らなかった場合ですね、先ほど、再度また寄附を募るという方法もあるということですが、一応、

財政との約束の中では、寄附金の中で、補助金なり、捕獲器の備品購入も充てようと思ってますの

で、補助金の中でやりくりをしてくださいという基本原則というか基本ルールは言われております。 

○委員（山口仁美君） 

あともう１点だけ確認をさせてください。今のところ、雄雌合わせて約500頭程度ですかね、予定

をされているということなんですけれども、この金額の予算の中で、最大限頭数というのを活用す

る形。要するに、今、50頭、50頭となっているんですけれども、雄雌で。雄と雌で金額が違うので、

もし雄のほうが多い場合には少し頭数はいけるのかなというふうに思うんですけれども、これは応

募の状況によって頭数はある程度融通がきくものと思っていいのか、もしくは、その50頭、50頭と

書いてあるので、雄雌50頭ずつしかしないのか、どのような状況でしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

50頭、50頭はあくまでも積算で数字をはじき出すための根拠でありまして、運用の中で、申請が

あったものから順次対応していくということにならざるを得ないと思っていますので、そこら辺は

予算の範囲内で、お金がどんだけ余っているかというのを見ながら、雄雌関係なしにそのときに出

てきたものから対応していくということになろうかと思っております。 

○委員（今吉直樹君） 

関連でお伺いします。こちらのクラウドファンディングは、県外、市外の方が寄附者となること
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が想定されるんですけど、霧島市民の方が寄附した場合は、税の控除というのはないという認識で

よろしいでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

あくまでもふるさと納税制度の中でやることですので、税の控除があるというふうに聴いており

ます。基本的に、対象は市外の方を対象にというふうに、表向きというか基本的な考え方はこのク

ラウドファンディングついてはあるわけですけれども、これも財政サイド等が考え方を整理して、

基本的にはが市外から集めたいということですけど、当然、市内の方の寄附を拒否するというもの

ではないというふうに聴いております。 

○委員（今吉直樹君） 

それでは市民の方も対象ということで、基本は市外の方で、現金の対応ですね、ふるさとチョイ

スを通してクレジット決済とかは多いと思うんですけど、現金で寄附したい方の対応というのはど

のように見込んでいらっしゃるんでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

ちょっと今、はっきりとした答えができないんですけど、基本的には、やはりそのふるさとチョ

イスを利用しての集め方ということになります。現金で寄附ということになると、またこの制度に

のっとった、クラウドファンディング制度にのっとった寄附ということではなくてまた、別な寄附

という形になるのかなというふうに考えているところです。 

○委員（今吉直樹君） 

こういうデジタルデバイド、デジタルに慣れてない方も多いと思うので、代理入力とか、そうい

った方法もあるかと思います。希望があったら、その方のかわりにクラウドファンディングしてあ

げるということですね、そういったのもあり得るかなと。あと最後、告知の方法というのが、ふる

さとチョイスの委託料として予算を計上されてるんですけど、それ以外に広報誌等にチラシを、市

民向けではないので考えてらっしゃらないかもしれないんですけど、その辺りの考えを教えてくだ

さい。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

市民向けというか、困っている方々はやっぱり市民なので、こういった事業を活用してというこ

とをやり始めたということですから、一般的にこのホームページや広報誌等での広報はやっていき

たいというふうに考えております。やはり、補助事業自体が団体向けの補助事業というたてつけに

しております。ですから市民個人という補助ではなくてですね。となると、やはり、今現在その活

動されている方々、団体として活動されている方々で、こういうことをやりたいというふうに団体

を創設された方々もいらっしゃるようです。やはりこの方々との連携というのが一番大事なのかな

と。こういう方々を通じて、広報もこう広げていくという方法が、一番現実的なやり方なのではな

いのかなというふうに思っているところです。 

○委員（植山太介君） 

ポンチ絵のほうを見まして、ちょっと２点ほどお伺いしたいんですけれども、去勢を行って餌の

やり方や清掃に関するルールを定めとここに記載があるんですけど、こういうのは他自治体でもう

マニュアル化されているものか、このルールのチェックなどはどういう形になっていくのか、ちょ

っとそこの説明をお願いします。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

地域猫活動というものは何ぞやというのは、もう国のほうやら県のほうのホームページでも公表

されておりまして、その中で、無責任な餌やり、ただ餌をやる、かわいいから餌をやるという、そ

ういうことは地域猫活動じゃないですよと。ちゃんと不妊去勢手術を施した上で、一代限りの命を

全うするために、後のお世話もちゃんとする。もちろん、ふん尿の処理にしても餌やりにしてもき

ちっとした管理をする。やりっ放しはしない。ふんを片づけないとかそういうことはしないという、

そういう前提での事業ということになります。そういう意味で、なかなか個人さんでは、そういう
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ところも難しいのかなということがありまして、団体向けの事業ということにしております。申請

を受ける際も、そういうことはきちっと適正にやりますよというのを申請に当然書いていただくこ

とになろうかと思いますし、地域の方々への説明ですね。特に自治会の方とかにも、こういった活

動をしますという確認とかいうのをした上で、申請を出していただくというようなことになります。

もちろん私ども職員も、それが適正にやっているかどうかというのは、状況に応じて確認をすると

いうことになろうかと思っています。 

○委員（植山太介君） 

１点お聴かせください。今ちょっと話にも出ました、この補助対象要件というところに、自治会

長等というところで、この地域の代表者の同意をというこのちょっと、地域の代表者って誰なんだ

ろうって思ったところなので、ちょっとここを詳しく説明をお願いしたいと思います。この自治会

は分かるんですけど。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

自治会長というふうに限定をしなかったのは、いろんな地域によって、地理的な条件とか、自治

会の広さの条件とかそういうのが違ってるところがあります。例えば、福山の中茶屋公園ですかね、

あそこによく猫がいるわけですけど、そこのところでそういう活動をしようとした場合に、エリア

をどこまで見るのかとかというのが出てきます。あとは住宅街ということになりますと、もっと言

うと自治会と自治会の境目とかだった場合には、こっちの自治会長さんだけでいいのかとか、いろ

んな状況も発生すると思いますので、基本的には自治会長さんにちょっと話をしてねというところ

になろうかと思いますけれども、場合によっては、そこら辺のエリアをもうちょっと班単位ぐらい

に狭めるのか、ちょっと自治会のエリアを広げるのかというのは、やることに対する影響に応じて

確認をとっていくということになろうかと思います。そういう想定で、こういう書き方をしていま

す。 

○委員（植山太介君） 

では、地域の代表者というのは、来られた段階で話を聴いて、ほかの事例と照らし合わせて、市

のほうで、その人が代表であるというのは、そこは市が決めるという認識でいいのでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

そういうことになろうかと思います。いろんなケースがあると思います。個人的に自治会長さん

と仲が悪いとかですね。いや、もう本当そういったケースで、やりたいんだけどできないとかとい

うケースが中には出てくるのかなということも想定しています。だから、その辺をどう融通をきか

していくかというところで、我々が最終的には判断をしていくということになろうかと思います。 

○委員（久保史睦君） 

ちょっと関連でお聴かせください。まずちょっと根本的なことになるんですけれども、この飼い

主のいない猫に関する、これが起因とされる相談件数の推移、大体過去二、三年ぐらい、どれぐら

いの相談件数が市役所のほうに問合せがきていたのか。それに伴って、今回のこの事業は非常に高

く評価しているところなんですけれども、50頭ずつという、この頭数に対して、これの根拠、積算

根拠、ここについてあわせて教えていただけますか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

苦情についてですけれども、私ども環境衛生課のほうで支所も含めて、例えば令和４年度で言い

ますと、いろんな雑草やら何やら全部ひっくるめて680件とかですね、いうような苦情がきています。

令和３年度は820件ですけれども。そういった件数がくる中で、犬猫に関する苦情が令和４年度に81

件ありまして、恐らくこの中で猫に関する苦情がほとんどなのかなあというふうに考えております。

そういった内容は、やはり餌をやって、その猫が隣の家に入ってきて、ふんをしたりとか、吐いた

りとか、いろいろ車の上に乗って傷をつけたとかですね、そういったような苦情がそれだけありま

す。あと、数字の根拠ですけれども、50件、50件というふうにして全体で100件というふうに、100

匹というふうに積算をしたわけですが、今の動物基金の事業の受け付けをしていまして、そこで、
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大体、申請が上がっている頭数が、令和４年度は９月から実施ですけど、申請頭数でいうと、実数

が106頭ですかね、令和４年度。で、令和５年度はちょっと落ちついて78頭という、これは１月まで

の数字ということになりますが、という数字が上がってきています。なので潜在的に処置をしてほ

しいという、今見えてる数字がこういう数字なのかなということで、取りあえず初年度ですから、

寄附が集まるかどうかという問題もあったりしましたので、雄雌50頭ずつで100頭という数字で予算

を組んだところでございます。 

○委員（久保史睦君） 

もう１回関連でお聴かせいただきたいんですけれども、先般、私もちょっと相談を受けて、たま

たまその同僚議員がすごく一生懸命されていて、この前も病院に今連れていって今から迎えに行く

んだっておっしゃっておりました。そういった部分をちょっと踏まえて、この補助事業に対する周

知方法というのが非常に重要になってくるのかなというふうに認識をしているところなんですけれ

ども、例えば、この不妊去勢手術をしていただける病院等の周知であったりとか、関係団体の皆様

との連絡協議会等であったり、まずそういう団体の皆様方との意見交換会というのは非常に必要だ

なというふうには思っているんですけれども、結局、団体に限定されている以上、どうしてもそこ

から広げていただくしかないという、なかなか広報、ホームページ等だけでは周知というのはなか

なかできないと思うんです。これ知ってもらうことが非常に大事な事業だと思っておりますので、

そこら辺について、今後の展開はどのように考えていらっしゃるのか、その部分についてお聴かせ

ください。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

先ほども少し申し上げましたけれども、やはり、団体さん、実際に活動されてる方に、まずはこ

ういう事業ができましたので、一緒に協力してやっていきましょうというお話をしなきゃいけない

かなと思ってます。今年度ですかね、霧島市動物愛護推進協議会という協議会が設立されて、そこ

にいろんな方々がこれまで個人的にとか仲間うちで活動された方々が何人か集まって、協議会を設

立されて、今いろんな活動を展開されているというふうに認識をしております。こういった協議会

であるとか、県の補助事業を利用されてる松山愛にゃん会さんですかね。そういったような団体さ

んもあるようです。こういう我々が知り得る方々にも話をしながら、まさにこういう方々の協力な

しにはできない事業だと思っておりますので、ここら辺を中心に、説明会であるとか、意見交換会

であるとか、そういうことから進めていく必要があろうかと思っております。 

○委員（德田修和君） 

関連になっていくと思いますが、確認させてください。今、動物基金のほうの申請も進めている

ところでということで、説明の中でも、さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）の利用を開始しま

したということでありましたけども、こちらとの兼ね合いというのは今後どうなっていくのでしょ

うか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

動物基金事業については、もう従来どおりこれはこれで進めていきます。これは個人でもできま

すので、個人でどうしてもやりたいという方がいらっしゃったら、この事業を使っていただくとい

うこと。それから多頭飼育崩壊にも使えますので、そういうちょっと、今回市がつくる事業と少し

すみ分けをしながら、有効に活用していければなというふうに思っております。先ほど久保議員か

らもちょっとあったので、答えが足りなかったんですが、市内の動物病院さんにも、うちの担当が

連絡をもう入れておりまして、今度こういった事業をする場合に御協力いただけますかというお話

をしたところです。大体どれぐらいでやっていただけるものなんですかねとかそういう話もしてお

ります。なので、今、聴いている範囲で、おも立った動物病院は、こういう事業には協力できます

よという御回答を頂いているところでございます。 

○委員（德田修和君） 

それと、先ほども少し触れられてました、備品購入として捕獲器のほうも検討しているというこ
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とで、予算組まれております。これは何基ほど購入予定という数字でよろしいのでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

予算的には25万円程度、備品購入で考えておりまして、１基１万円というふうに考えております

ので、25基ほど購入できればなと。これも寄附はどれだけ集まるかとかいうのにも左右されますけ

ど、実際に積極的に活動していこうとした場合に、やはり捕獲器がないということになると事業も

滞ってしまいますので、その辺もバランスをとりながらやっていきたいと思っています。 

○委員（德田修和君） 

あわせて聴けばよかったんですけど、この25基は、行政のほうで活用していくのか、積極的な保

護活動に行政として取り組んでいくというおつもりの購入なのか、こういう保護団体のほうへ無料

貸出しか何かをするために購入するものなのかの確認を。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

団体さんへ貸し出すということを前提としてます。 

○委員（山口仁美君） 

すいません、細かいところでちょっと御質問なんですけれども、この地域猫活動は基本的には地

域に戻していくという活動になるわけなんですけれども、活動団体の中には、保護して譲渡を行う

ような団体もあります。そこは、どの程度まで、やはりその地域に返すというところだけを見て、

この手術代を助成していくものなのか、地域猫活動の一環で譲渡を含むものまで含めて手術代を見

るのかどのようなお考えでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

保護活動をして譲渡会とかですね、本当にそこまでやっていただけるんであればそれが一番いい

というふうに思っておりますので、基本的にはそういうのも対象になろうかと思います。あとは実

態を、やはりちゃんと確認をして、適切にそういうことがされているかどうかというのを確認した

上でということになろうかと思います。 

○委員（阿多己清君） 

２人以上が一つの団体と見ると掲載されているんですけど、ここらの届出の用紙とか、そういう

のは今後の規定等を整備して、準備するということでよろしいでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

もう申請用紙の中で、そういうのを記入する様式を添付することになろうかと思っております。

その際に確認をさせていただくということになろうかと思います。 

○委員長（宮田竜二君） 

  関連ないですね。それはここで――、関連ですか。 

○委員（下深迫孝二君） 

不妊治療した後を元に戻すといったような今、説明だったような気がしますけれども、例えば、

私、田舎の山の中のほうに住んでますと、猫の子猫なんかを持ってきて、そこらで放してしまう人

がいるんですよ。結局、うちに猫がいないのに、何でにゃんにゃん鳴いているかと思って先般もし

てみましたら、生まれた子猫なんかを持ってきて、人の家の近くに持ってきて、放し飼いをしまう

わけですね。そういうものの処罰もやはり考えていただかないと。元に戻すということは、持ち主

じゃないんだけれども、やはりそこら辺にまた放してもらうということになるわけです。そこらは

全然協議はされてないですか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

委員が言われるような問題を、非常に問題視する方たくさんいらっしゃると思います。ただこの

地域猫活動というのは、そこにそのまま放置して餌だけやり続けると、どんどんどんどん増えてい

って、さらに被害が広がるわけですね。ですから、それをそういうふうにならないように、不妊手

術を施して、その一代限りの命をきちっとした適切な管理のもとで全うしましょうと。ですから、

それをすれば、いずれそこから猫がいなくなるはずなんですけれども、新たにそういうふうにそこ
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に捨てられる方がいらっしゃったりすると、ちょっといたちごっこ的な部分は、どうしても出てく

るのかな。その辺はまた今後の課題なのかなと思いますけれども、何もしないでそのまま放置して

いるよりは、そういう手を出してですね、手術を施して、一代限り全うする。そのためには、やり

っ放しじゃなくて、後の管理というのもちゃんとやっていく。ふん尿の管理から、餌やりも無秩序

にやるわけではなくて、不妊手術を施した猫に対して適切にやっていくと。それが地域猫活動とい

うことですよというふうになっておりますので、私どもは、その趣旨に沿って、やらないよりはや

ったほうがまだより良いんじゃないかということで、そこに対して支援をしていこうと考えている

ところです。 

○委員（下深迫孝二君） 

やらないよりかやったほうがいいは決まってますよね。いいんですけれども、だからただそうや

はり処分に困って、よそのところに持ってきて放し飼いをするようなものもやはり取り締まること

も考えていただかないと、結局、人家がこの山の中にうち辺り六、七軒しかなければですね、そこ

の近くに持ってきて放されているわけですよ。そしたら人が住んでるほうに、どうしても猫って寄

ってきますから、餌をもらいたいというようなことだと思うんですけどもね。だからやはりそこら

辺もきちっと、せっかくここまでやられるんだから、決めていただきたいということを、これは要

望しておきます。 

○委員長（宮田竜二君） 

  はい、関連はないですかね。 

［「なし」と言う声あり］ 

それでは、ここで休憩します。 

「休 憩  午前１１時１０分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午前１１時２０分」 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。市民活動推進課及び環境衛生課への質疑ありませんか。 

○委員（植山太介君） 

説明資料の３ページ。無線有線放送施設整備支援事業についてであります。令和５年度から見ま

すと予算計上額が下がっているところなんですが、これはもう整備がどんどん進んでいると、整備

が終了しつつあるという認識でいいのかそこを確認させてください。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

この整備につきましては令和６年11月から期限が来ますのでもうどんどん改修されてるところで

す。あと親機が令和６年度ではですね、国分の神田東が１地区残っておりますが、こちらの改修が

終わりましたら、親機に関してはもう改修が全部終了するということになっております。あとまた

新規が出たり、あと改修があったりということでまた予算を組んで、 

○委員（下深迫孝二君） 

説明資料６ページでですね。浄化槽のところでお尋ねします。５人槽ということで、143基、これ

が１番多いわけですけれども、これは例えば人数が５人槽ということですけども、家の大きさとい

うのは全くこれは関係ないんですか。 

○環境衛生課環境保全グループサブリーダー（鬼塚友弘君） 

人槽の算定につきましては、建物の延べ床面積、130㎡未満が５人増、130㎡以上が７人槽、２世

帯住宅が10人槽となっております。ただし、要件を満たせばですね、7人槽でも、例えば住んでいる

人数が５人未満とか、１日の水の使用料が１ｔ未満とかということで認定されれば、少ない人層で

設置ができるということであります。 

○委員（下深迫孝二君） 

毎年同じぐらいの基数が補助していただいてるわけですけども、あとはどのぐらいの、下水道に
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つないでるとこもあるでしょうし、下水道がきてないところに合併浄化槽ということなんですけれ

ども、まだまだ毎年このぐらいの基数が続いていくという受け取り方でよろしいですか。 

○環境衛生課環境保全グループサブリーダー（鬼塚友弘君） 

令和４年度末でですね、単独浄化槽が残っている基数が5,320基ございます。くみ取り便槽、7,921

基残っております。今後これらがまた転換をしていくということであれば、当該補助事業を使って

転換を進めていくということになると思います。 

○委員（下深迫孝二君） 

分かりました。それから国分斎場のことで少しお尋ねをします。毎年、何十人という、の方を焼

却されているのか。そして市外から持ち込まれてくる方はどのくらいあるのかをお伺いします。焼

却じゃなくて火葬です。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

火葬件数についてなんですけれども、直近３か年で申し上げたいと思います。大人（だいにん）

で申し上げます。令和２年度が大人（だいにん）の火葬が1,393件。うち市外の方が82件。そして令

和３年度が1,444件。うち市外の方が71件。令和４年度が1,398件。うち市外の方が81件というふう

になっております。 

○委員（下深迫孝二君） 

今、市外というのは、どこあたりから持ってこられるんですか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

すいません、明確にどこの地域というのは把握しておりませんが。例えば姶良、近隣であれば姶

良のほうからきたりという話は聞いております。 

○委員（下深迫孝二君） 

市外の方でも受入れはできるという理解でよろしいですか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

はい、そのとおりでございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

金額については、市外の方、例えば市内の方、変更がある変更っていうか、違いはあるんでしょ

うか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

令和４年度からですね、火葬料の改定を行いまして市内の方につきましては、大人（だいにん）

の方で１万円。市外の方につきましては、大人（だいにん）の方で５万円という料金になっており

ます。 

○委員（下深迫孝二君） 

前は5,000円ぐらいだったというふうに記憶してますけども、これいつからこれ、値上げをされた

んですか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

そこはですね委員のおっしゃるとおり、令和３年３月31日までは5,000円でした。段階的に上げて

いこうということでですね、令和３年４月１日から令和４年３月31日、これは大人（だいにん）の

方の料金で8,000円となります。令和４年４月１日からですね、１万円という料金設定をさせていた

だいています。 

○委員（下深迫孝二君） 

外部の方は市外の方は５万円って今おっしゃいましたけども、これは間違いないですか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

市外の方については先ほどの説明に補足いたします。令和３年３月31日までは４万円。令和３年

４月１日から４万5,000円。令和４年４月１日から５万円という設定になっております。 

○委員（下深迫孝二君） 
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例えばですね。住所は姶良に、例えばですよ、あるんだけれども、子供のところに来て、国分に、

子供のところに来ている、来てなくなったとそういう場合はどうなるんでしょうか。やっぱり住所

がないから市外の方という扱いになるんですか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

火葬使用料の料金の区分というところでございますが、死亡時の死亡者の方のですね、死亡時に

おける住所というところで判断しております。 

○委員（今吉直樹君） 

資料は４ページ。国際交流費についてお伺いします。まず姉妹都市国際交流事業。こちらの旅費

等で市長団アメリカ訪問費用というのが計上されております。この訪問の目的や期間、概要を教え

てください。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

内容としましては、まず、令和５年に南カリフォルニアの鹿児島県人会の方が県知事のほう訪問

されまして、今度、今年なんですけど125周年の記念祝賀行事がある。そちらの出席要請がございま

した。そのあとまた10月には各市町村長のほうへ祝賀行事の参加の御案内が届いたところです。霧

島市からも多くの方が南カリフォルニアのほうに移住してらっしゃるということで、長年の御苦労

とか御尽力、そちらのほうに敬意を込めるということで今回参加するということになっております。

期間をちょっとお待ちください。ちょっと確認します。人数はですね市長及び職員等含めまして４

人訪問の予定です。期間は10月になる予定です。 

○委員（今吉直樹君） 

こちらは195万5,000円。事業としては令和５年度に比べて増額している内容ですけど。枠配分内

で工面されているようですけど拡充予算という編成の仕方は検討されなかったんでしょうか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

予算の編成の部分の中になると思うのですけれども。海外のほうへの訪問という部分については、

従来行っているものと同じということで今回考えたことから、拡充ということではなく、ただ単に

行先が違ってきてることで予算が増えたということで、我々としては判断しております。 

○委員（今吉直樹君） 

そこを聞いた理由があるのですけど。その上のＣＩＲの招致事業ですね。こちらが2,754万円減に

なっております。現在３名いる国際交流員が、すいません金額はちょっと確認しますけど、現在３

名いる国際交流員が２名になるような予算になっているのかなと思うんですけど、そこの確認をお

願いします。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

現在、今度、韓国のＣＩＲなんですが、こちらは平成26年から追加という形で招致しておりまし

た。そのときのいろいろ各課にニーズを各求めたところが、例えば観光課であればホームページと

か、またジオパークの看板の設置とか、外国語に対応するための翻訳といいますか、そちらのほう

のニーズがあるということで追加で招致しております。ただ、それがずっと進んできましたので、

今後その修正等は当然発生すると思うんですけども、その業務自体も減ってきていると、少なくな

ってきたというものがございます。それをずっと更新はしていたんですが、ある程度韓国のＣＩＲ、

こちらが今回、更新されないということを含めまして、また期待していた観光等に対する事業もあ

る程度一旦達成したということの判断がございまして、今後令和４年以降はもう招致をしないとい

うことで協議を進めたところでございます。 

○委員（今吉直樹君） 

先ほど私の発言の金額が間違えておりました。275万4,000円。令和５年度に比べて減額という内

容でした。令和６年度以降はアメリカと中国の２人で翻訳業務や公民館講座等を行っていくという

ことでありますが。追加で26年から来ていただいた韓国の交流員は、今後はもう依頼はしないと。

令和７年、８年に向けてはもうこのまま２名体制でいくという考えなんでしょうか。もう一度お願
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いします。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

現時点では先ほど言いましたようにお２人で進めていく予定ではしております。ただ今後ですね

いろんな状況が変わりまして、いろんなところから、庁内でニーズがあると、どうしても必要であ

るということがあればまた再度検討していく余地があるかと思っております。 

○委員（植山太介君） 

そこの関連なんすけど、ＣＩＲですね。内容を見てみますと旅費のほうは60万円ぐらい令和５年

から比べて増えているようですけど。これなにか予定があったりしているのかな。ちょっとそこを

お聞かせいただきたいと思います。 

○市民活動推進課市民環境政策・国際交流グループサブリーダー（金丸哲朗君） 

ＣＩＲ招致事業の旅費が増えている原因といたしましては、今回、中国、韓国、アメリカの交流

員が帰国する予定になっておりますので、帰国旅費を市のほうが負担することになっておりますの

で、その旅費が増えているということでございます。一応国際交流の任期は１年間となっておりま

して、更新される方もいまして最大５年までは滞在できるのですけれども、今回、中国の国際交流

員と韓国、アメリカ、帰国する。更新しないというふうに意思表示をしておりますので帰国旅費と

なっております。あと、中国と韓国につきましては４月で更新、アメリカに関しては夏８月で更新

というふうなことになっております。 

○委員（山口仁美君） 

３ページの地区自治公民館等の集会施設等整備支援事業のところなんですけれども。恐らく件数

的には多いと思うので、特に大きな金額を要する新築や増改築がどこの地区でどのぐらい金額がか

かるのかお示しください。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

令和６年度、全地区で64ございます。その中で大きいものといたしまして三郷公民館。こちら館

のほうが外壁、屋根等の修繕工事がございます。こちらが190万9,000円。あとほかには豊北自治会

の館のやはり屋根と外壁工事及びじゅうたんの張り替え工事まで含めまして128万3,000円。そのほ

かに敷根の公民館、トイレの洋式化、タイルの張り替え等がございます。こちらが122万3,000円な

どを一応計上しております。 

○委員（宮内 博君） 

２ページのですね、地区活性化支援事業の関係でお尋ねをいたします。今回2,400万円計上をされ

ているわけですけれど、自治会の組織率というのは毎年下がっているという状況下にあろうかと思

いますが。昨年４月の段階で54.75％という報告がされた経過があるんですけど。その間これまでの

間に自治会加入率、どういう状況になっているのかですね、その点が分かれば。 

○市民活動推進課共生協働推進グループ主査（瀬戸口健君） 

最新で令和６年３月１日の霧島市全体の加入率が53.85％です。 

○委員（宮内 博君） 

令和４年度の決算からすると約1,000万円増えているということになっているんですが。そこの説

明をちょっとお願いします。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

令和５年度と比較しまして97万8,000円減額になっておるのです。決算からですか。すいません分

かりました。今回この事業といたしましては、地域のためのコミュニティーといいますか、伝統行

事とか健康増進のためのそういう事業のために行っているところでございます。予算といたしまし

ては昨年度とほぼ同じような金額になっているところなんですが、自治会よりこういう活動をした

いという要望を上がってきたものも全部含めまして今回予算組みをしているところでございます。 

○委員（宮内 博君） 

前年度、決算実績からするとかなり金額が大きくなっているという。当初予算比ではそう変わら
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ないんですけどですね。そういうことからあったんですけれども。それは今後増えることを当然見

込んでというような形で理解すればよろしいですか。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

確かに自治会の加入率もあるのですが、これまでどうしても昨年、一昨年とコロナの関係もござ

いまして、活動が自粛されているところございました。昨年からちょっと徐々には活動が戻ってき

ているのかなと思っております。今後、自治会としては、当然自治会のやり方っていうのがあるか

と思いますけども、こういう事業を活用されてもう少し活発にそういう事業が進められればいいな

というふうには考えております。 

○委員（宮内 博君） 

あと今年もその自治会の合併協議支援事業などを取り組むということになっているんですけれど。

実際に令和５年度中ですね、これまでの期間の間にどれくらいの自治会から合併をしたいというよ

うな相談があったのか。そしてそのために支援をどのような形で行ったのか。令和６年度中はどう

いう形で進めていくのかですね。その点をお示しください。 

○市民活動推進課主幹兼共生協働推進グループ長（原田美朗君） 

令和５年度の実績で自治会の合併について、福山が１地区ございました。今のところ令和６年度

に関して、合併に関する要望というのは今のところお伺いしていないところでございます。 

○委員（山口仁美君） 

２ページの行政協力員事務委託料支払い事業について確認をさせてください。各地区の自治公民

館長と自治会長に対し委託の対価として委託料を支払うという事業でございますが、こちらのそれ

ぞれ金額、自治公民館長と自治会長にどのような形でお支払いをされるのかということと、あと、

それぞれの人数が分かればお示しください。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

この行政協力員の事務委託料なんですが、こちらにつきましてはまず、もともとなんですが自治

館長。こちらのほうは89名いらっしゃいます。24万円均等にお支払いしておりました。ただ今回ち

ょっとその見直しを行いまして、まず24万円が均等割といたしまして、そのほかに世帯数に応じて

若干段階をつけるようにいたしました。125世帯までが一律で１万5,000円です。126世帯から999世

帯までが１世帯当たり120円その人数を加算し、120円を掛けて加算しております。そして1,000世帯

以上が一律で12万円ということで加算しています。自治会といたしましては、世帯割に2,640円と、

あと均等割が6,000円加算しております。地区ごと、令和５年度の実績でよろしければ。まず館長が、

各地区ごとのほうがよろしいでしょうか。自治会長の人数が829人。自治館長が89です。 

○委員（山口仁美君） 

今段階づけをして委託料を支払う方向だというふうにお聞きしたわけなんですが。これは令和６

年度からですか。令和５年度からではなく。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

令和５年度に協議をいたしまして、令和６年度からとなります。 

○委員（山口仁美君） 

この今新しくなった金額の一覧表的なものがもし御用意できれば、資料で提出をいただきたいん

ですが。よろしいでしょうか。 

○市民活動推進課長（吉永利行君） 

可能でございます。後で準備いたします。 

○委員（阿多己清君） 

館長と自治会長等の部分でちょっとお尋ねします。市からそれぞれ館長、自治会長にお支払いを

されているんですが、この部分で所得として見られているような事を聞いたんですが。しっかりこ

この部分は申告という手続をとるような指導をされているのか。また、自治会によっては、直接、

本人が受け取るのではなく、受け取るのは最初は受け取るんでしょうけど、自治会の会計の中に入
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れているところもあろうかと思うんですが、そこらの違いというのは、指導等はされているのかど

うか教えてください。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

まず、すいません先ほど山口委員のほうからありました、館長のほうの費用で行政事務委託料の

増額の部分なんですが、今回、６年度から改めてということになります。これにつきましては、館

長、市の自公連の会議の中で、館長になる担い手不足、成り手がいないということで、今、市から

もいろいろな事務委託というのを、一般的な事務委託のほかに、何々の会議に出てくれとか、そう

いうのが出てきて、館長になれば大変だというような話が出ているので、そこを改善するために費

用の見直しもしてもらえないかという要望があり、今回、予算のほうに計上させていただいている

ということでございます。阿多委員のほうからございました部分につきましては、言われるとおり

個人に振り込む部分と、地区自治公民館であったり、自治会であったり、そういう組織のほうに振

り込む部分がございます。個人に振り込む分については、源泉の対象になりますということで４月

に開催しております。霧島市地区自治公民館長会長会の中でそのような話をさせていただき、年末

に市からそれぞれ源泉徴収票をお渡しさせていただいています。当然、団体のほうに入るものにつ

いては、団体からどのような配分になるのかというのは別問題として、一応源泉の対象にはならな

いということで、その源泉の金額を引くという形はとっていないということでございます。 

○委員（宮内 博君） 

７ページの火葬場費の関係でお尋ねいたします。先ほども少しやりとりがあったんですけど、今

回６炉あるうち３炉を更新をするということでその事業費がですね計上されているわけですけど。

１年間のトータルの火葬された方のですね人数からすると１日当たり４件ぐらいなのかなというふ

うに思うんですけども。６炉をあるわけですので、それを３炉今回改修するということなんですが。

どういう予定でですね、市民の方々に迷惑がかからないような形でやっていくのか。その辺のスケ

ジュールをちょっとお示しを頂ければと思います。 

○環境衛生課衛生施設グループ長（四本 久君） 

今回の火葬の入替えにつきましては６年度でございますが３炉入れ替える予定にしております。

細かくは大体４か月ごとに１炉１基ずつというような形で、６炉あります。そのうちのですね３基

を４か月ごとに改修というか更新を行うということで、迷惑はかからないような、支障はないよう

なですね、そういうような計画を持っております。 

○委員（阿多己清君） 

今年度６年度が３炉。５年度もこういう費用を計上されていたと思うんですが、現在、そこらの

６炉の状況というのは、まだ７年度にも続くのか、そこらも含めて教えてください。 

○環境衛生課衛生施設グループ長（四本 久君） 

６炉あるうちの１炉を令和５年度に行いまして、令和５年度は１炉と電気設備ですね、そういう

関連する設備の更新を行っております。令和７年度にも２基行うということで合計６炉とも新しい

ものに更新されるというような計画でございます。 

○委員（宮内 博君） 

８ページの清掃総務費の関係でお伺いをいたします。今回、この伊佐北姶良環境管理組合からの

経費として、１億4,904万9,000円が予定されているわけですけど。昨年度も１億5,093万1,000円い

う形で計上されていたんですが。昨年度は脱退をした年だということで、こういったこの負担金も

ありうるのかなというふうに思ったんですけれども。今年もこういう形でですね計上されている理

由と、それがいつまで継続をされるのかですね、その辺お示しをください。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

組合からの脱退負担金につきましては、いろいろと協議を進めていきまして、最終的にもろもろ

含めて7億3,200万円程度支払う。そのうち、霧島市の持分である土地とか建物の部分の財産の霧島

市分。それから機械施設保全基金の分であったり、最終的に決算剰余金とか資源物の売却益とかも
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ろもろありまして、およそ３億円程度が実質の負担金の支払いになるというような協議で終わって

おります。それを令和５年度と６年度におおむね１億5,000万円ずつに分けて支払いをしますという

ことで。令和５年度は取りあえず１億5,000万円という金額をお支払いしたところです。その後、い

ろんな決算剰余金にしてもそうですし、資源の売却益にしてもそうですが、向こうの組合のほうの

決算が大体整ってきて、最終的に支払いする分がこういった金額になりますよということを、組合

さんのほうからお示し頂いた金額をですね、今回予算に計上しているということです。今回の令和

６年度の支払いをもって、脱退負担金はもう全て支払いが完了するというようなことになるという

ことでございます。 

○委員（宮内 博君） 

それと塵芥処理事業の処理費の関係でお尋ねをいたしますけれども。令和６年度市民１人当たり

のごみの排出量ですね。それをどんなふうに目標値を設定して取り組もうとしているのかそこのと

ころをまずお聞かせいただけませんか。 

○環境衛生課主幹兼廃棄物対策グループ長（白鳥竜也君） 

令和６年度の市民１人当たりのごみの排出量としましては、908ｇ／人日の数値を目標としており

ます。 

○委員（宮内 博君） 

それは実際に前年度、令和５年度はまだできていないわけですけれども、令和４年度の実績から

して達成ができる新たな取組としてあるのか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

具体的に何か事業をしてというようなものは、予算計上等新たにしているということではないで

す。今取り組んでいることとしましては、敷根清掃センターにおいて、ごみ搬入の本人確認であっ

たり、大量の持込みに対しては排出元の確認であったりとか、そういうのを地道に行うようなこと

をしておりまして、まだちょっと数字は出てないんですけれども令和５年が少し、令和４年度に比

べるとごみ量は減るのかなというふうには、今ちょっと見立てとしては見てるところでございます。

いずれにしましても、御質問のとおり新たな何か特別な取組ということでやっておりませんが、そ

ういう運用の中でいろいろな見直し等はかけていっているところがございます。それと、市民に対

する広報の仕方。ペットボトルの水平リサイクル等も始めましたけれども、ああいうことを市民に

対して今訴えながら今後またそういう、ごみの減量化とか、分別の推進等を推進して、ごみの減量

化を進めていくことができればなというふうに考えているところです。 

○委員（宮内 博君） 

本年度からこのごみの手数料の引上げを行うということが計画として示されているわけですけれ

ども。そのことによる市民の負担増はどんなふうに推計をされているんでしょうか。 

○環境衛生課衛生施設グループ長（四本 久君） 

歳入のほうでもございます１億4,300万円という手数料を設定しております。これにつきましては

令和４年度のものを全て、いわゆる、手数料の改定に置き換えると大体１億5,000万円程度の手数料

になるのではないかというふうに考えておりますが。実際には有料化されることで若干ごみ量も減

るのではないか。搬入量も減るのではないかというようなことで。例えばリユースの推進であった

りとか違う形で、例えば資源ごみとして分別をして、天降川リサイクルセンターに持っていくとそ

の分を無料というようなところもありますので、いろんな形で若干減るのではないかということで。

設定としては１億4,300万円程度の歳入を見込んだというような状況でございます。 

○委員（宮内 博君） 

それは新たに増える分ですか、全体の分ですか。 

○環境衛生課衛生施設グループ長（四本 久君） 

この手数料につきましては、敷根清掃センターと牧園横川地区分がこれまでの未来館のほうに入

っておりましたので、その分とあわせて市内全体といいますか、そういった形での全体の手数料の
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合計として１億4,300万円というような歳入を見込んでおります。 

○委員（宮内 博君） 

予算書の65ページいいですけれども。ここに衛生手数料として、投入手数料ですね。これが記さ

れているんですけど。これは３億909万1,000円という形で示されておりますが。ここの関係をちょ

っと説明していただいてよろしいですか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

３億909万1,000円というのが投入手数料であります。この内訳といたしまして敷根清掃センター

の投入手数料が１億4,300万円。それからごみ袋のいわゆる売上げというか、ごみ処理手数料ですね。

ごみ袋の分が１億5,398万8,000円。これはごみ袋分です。それから牧園、横川のし尿処理場分が209

万円。そして南部し尿処理場分が1,001万3,000円というふうに見ております。 

○委員（宮内 博君） 

ごみ袋の分がこれに入っているというのは大きいわけですね。分かりました。それで昨年の12月

議会の最終本会議が終わりましてから全員協議会が開かれて、そこで今回直接搬入ごみの手数料、

30ｋｇまでこれまで無料だったものを有料化するということと相まって、自治会未加入者の方への

ごみの搬入についてどういうふうにするのかということで説明がありました。旧１市６町ごとにま

ずは１か所ずつ、自治会未加入者のごみを置くことができるステーションを設置をしようという説

明がなされて、それっきりになってるんですけど、そのことについてちょっと説明をしていただい

てよろしいですか。 

○環境衛生課主幹兼廃棄物対策グループ長（白鳥竜也君） 

公設ごみステーションにつきましては、令和６年４月１日から各総合支所、本庁総合支所のごみ

収集場を使いまして受入れを始めるというふうに準備をしております。費用としましては収集場に

立っていただく管理の方々の委託料として予算計上しております。説明資料の９ページのほうの家

庭系一般廃棄物収集運搬事業の中に計上しております。 

○委員（宮内 博君） 

これは一つは自治会未加入者の方々のごみを置く場所を確保するということなんですけれど。実

際には自治会に設置をされているごみステーション。ここを利用するために場合によって１万円以

上の利用料を払っているという自治会もあるようなんですけれど。その辺の実態はどんなふうに掌

握をされているんでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

その辺の実態を把握するために、ごみの分別収集補助金というのを自治会に交付しているんです

けれども、その申請の際にどういった取扱いをされていますかというのを令和５年度調べた経緯が

あります。その中で分かったことが30％以上の自治会がですね、一切未加入者の搬入を認めてない

というのが明らかになっております。そういう方々がごみ捨てで非常に苦労されるという実態が当

然ありまして、そこら辺の調整が非常に難儀なところがあるわけですが、今窓口で相談があれば受

入れをしてくれる自治会のあっせんをして、捨てさせていただけないですかという仲介等もしてい

るわけですけれども。なかなか苦労するということで今回こういう公設のステーションを設けて、

これは未加入者の人に限ってというステーションにはしてないんですけれども、いろんなタイミン

グがあって捨てることができない場合には、本庁支所持ってきていただければそこで引取りします

という形でですね。最低限出す場所は確保するような形をとったということになります。前回全協

でも時間が短かったわけですけれども、説明がなかなかし切れてなかったわけですが。そのときも

国分の本庁でどこにするかというのもですね、なかなか決まってなくて、やったわけですけど。今

その協議も整えて、一応場所についてはホームページでも確認できるように公表はしたところでご

ざいます。 

○委員（宮内 博君） 

先ほど質問したんですけどちょっと答弁がなかったので。３割の自治会が搬入を受けないという
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ことでは、答を得られたということなんですけれど。前段でお聞きしたのはいわゆる自治会によっ

て１万円以上ですね。自治会が設置しているステーションにごみをくんであれば払ってくださいと

いうようなことを要求をしている。そういうところもあるわけですよね。そのことについては調査

はなさらなかったんですかね。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

その金額も示していただくようにということで調査をいたしております。今委員が言われたよう

な負担金を取って、利用料金を取ってというところも金額が本当にまちまちでありまして、実際に

は１万円を超えるような金額を求めていらっしゃる自治会も確かに存在をいたします。 

○委員（宮内 博君） 

その資料はこの委員会に提出することができますか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

私のほうもちょっとこのアンケート調査の部分については目を通してはいるんですけれども、ち

ょっとどのような状況でこの委員会に出せるかっていうのがちょっと。今、アンケートの結果をま

とめたものがどういう状況になっているかというのが無いものですから。もし休憩が入るのであれ

ばその間に帰って中身を見てどのような状況で出せるかということを調査させていただきたいと思

います。ただ、昨年度の委員会、昨年度かな。令和３年度に市民活動推進課のほうで国分隼人地区

の状況をアンケート調査したときの状況はお渡ししてる状況があるのかなと思っているんですけれ

ども。結果的に、今回、環境のほうでは全体的な部分として調査していますので、資料が出せるか

どうかというのを時間を頂いて確認させていただければと思っております。 

○委員（宮内 博君） 

当然行政が行ったその調査資料っていうのは、委員会にも提供いただくということだろうと思う

んですね。委員会は調査権を持っていますので。だからそういう意味でも、恐らく今から休憩に入

ると思いますから、休憩中に精査をいただいて提出をいただければと思いますが。委員長のほうか

らも要請してください。 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩中にその資料見ていただいて、いつ出せるかを回答いただくようにお願いします。まず、市

民活動推進課、環境衛生課への質疑がまだある方。それでは、ここで一旦休憩します。 

「休 憩  午後 ０時０６分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 １時０５分」 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

午前中の宮内委員からございました。御質問に対する、資料をお配りしております。今御手元に

配布しました資料を出すために各自治公民館等に調査をかけたところでございます。宮内委員の御

質問の中身の部分についての回答にはなっていないんですけれども、今、一覧で、もともとアンケ

ートをとったものがずっとあるんですけれども、ただいま、それについて、負担金の額の区分ごと

に、今集計作業をさせておりますので、そこの部分については、また後ほどお出しをさせていただ

きたいと思っております。ちなみに、令和３年12月に市民活動推進課で行いましたアンケートの部

分でお話をさせていただきますと、国分隼人の地区だけをアンケート調査しております。令和３年

12月１日現在で、国分が313自治会、隼人が211自治会、合計523自治会のアンケート等をしておりま

して、アンケートの回収が366自治会、国分が217、隼人が149。回収率が69.8％という形になってお

ります。これでいきますと、月額500円未満が67自治会、国分が44、隼人が23、月額500円以上1000

円未満が51自治会、国分が28、隼人が23、月額1,000円以上が29自治会で国分が19、隼人が10という

ような結果でございます。あくまでも、アンケートでございまして、そのアンケートに書いて回答
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をいただいている自治会長の判断で書いていただいてますので、中には月額と年額を間違って記載

があったりしてるところもあったようでございます。そのような状況を踏まえて、御判断いただけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（下深迫孝二君） 

今ごみステーションの問題でいろいろ議論されておりましたけれども、やはりあまり厳しくして

しまうと、今度は不法投棄がかなり増えてくるんです。道路より低いところになってるとこなんか

に、今でもたまにやっぱり捨ててあるんですけれども、やはり、未加入者であっても税金を払って

いただいてるわけですよね。自治会に入ってないというだけで。だからやっぱそこら辺はその隣に

未加入者用の例えばステーションを造るとか、やっぱりそういうこともしていかないと、不法投棄

が多くなってくれば、役所も忙しくなるんですよ。やっぱ電話をすれば来て、それを拾いに来たり、

洗濯機とかそういうの投げ込んであったりしますから。ですからそこら辺も、ただ役所まで持って

くれば、ごみを引き取るよって言うんだったらこんな例えばて広いですよ、国分市といえども。こ

こまで持ってくる市が本当に中山間の辺から、いるかっつったら、私はいないと思いますよ。それ

をぽんと山に投げたほうが楽なわけですから、ですからそこらも、きちっとやっぱり協議をしてい

ただきたいと思うんですが、どのようにお考えですか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

我々も、委員が言われますようなことも感じております。やはり自治会加入とごみ問題というの

は、別問題であるというものの中で考え方は進めていかないといけないということで今回、このよ

うな公設のごみステーションということを踏み出したところでございます。ただ、まだ市の自公連

の会議等で話をする中では、やはり、自治会加入と、ごみ問題というのは切り離せないという考え

が、多くあります。そのような中からやはり説明をしてひもといていかないといけないのかなとい

うことでありまして、今回、何とかこの状況をつくらせていただいたところでございますので、ま

た今後、実際自公連とも協議をしながら、この問題については引き続き、協議をしてまいりたいと

思っております。 

○委員（下深迫孝二君） 

未加入者の人たちだけ、市の補助金をいただいて、ごみステーションをつくると言ったことを聞

いたこともあります。どこ向花の辺でしたかね。だからそういうこともやはり進めていかないと、

ただ一方的にもう地域では有料化するあるいは入れさせないということになってきますとやはり不

法投棄につながっていくというふうに思います。そしてまた、そういう人たちが本当は税金払って

なかったら、やっぱきちっと払っていらっしゃるわけですよ。ですから、やはりその近くに、加入

者の人たちに話をして、多いところは、別のごみステーションをつくっていくということも一つ、

検討する問題じゃないかというふうに考えますけども、そこはどのようにお考えですか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

合併前の国分の頃には、今委員が言われるような体制をとっていたこともあったようにお聞きを

しております。ただ、やはり先ほど来申します通り、市の公民館長方との協力というのは行政を行

っていく中では大切な部分であると思っております。今言われましたとおり、例えば未加入者が10

件集まってごみステーションをつくるという形になると、未加入者の方が加入者を引き込んで、結

局自治会から外して、自分たちでごみステーションをつくろうというような動きも出てくるんじゃ

ないかというようなことを、市の自公連でも考えている部分は大きいと思っております。そのよう

なことからこの問題についてはやはり慎重に、少しずつ進めていかないといけないのではないかな

と思っておりますので、このような形で協議を、引き続き進めさせていただきたいと思います。 

○委員（宮内 博君） 

今のこととも関連するんですけど、廃棄物の処理清掃に関する法律の中には、ごみ処理っていう

のは自治会じゃなくて、自治体の行政事務というふうに明確に位置づけられてるんですよね。それ

を何か自治会の仕事みたいな形でやられてきたところに、先ほど部長からありましたように、自治
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会長たちの理解が得られないという。そこに、なってきているのかなというふうに思います。だか

らひとえに、やはり行政側の姿勢の問題だろうと。いうふうに思うんですよね。ちゃんと税金を納

めているので、そのことによって行政側はごみを集めて、収集して、処理場に持っていく、そうい

う責任があるんだっていうことを、もう少しきちんと、説明をすべきだというふうに思うんですけ

ど、その上で、行政側として、自治会を指導というのか、そういう方向に導いていくのかというこ

とをやっていただかないといけないんじゃないかなと。やっぱりごみ問題イコール自治会活動みた

いになっている部分ってかなり強いです。一方で先ほど報告ありましたように、月額1,000円以上取

っている自治会が29自治会あると。1,000円ということは１万2,000以上ですよね。だからそういう

逆に新たな負担を求めているようなことが強まるようなことはぜひ、今後、ないような動きをつく

っていっていただきたいと思いますけど、その辺どういうふうに考えますか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

我々も、市の自公連の方々と話をする中では、まずは一義的に、今委員言われましたとおり、市

のごみの収集義務については法律的に市であるというようなことから、現状とか、いろんなことを

お話をさせていただいて、ごみ問題等の自治会活動というのは、別ですよというようなこともお話

をさせていただいております。ただ、一方市では、やはり、地区自治公民館、自治会を、先ほども

申しましたとおり、パートナーとして、一緒にやっていく共生協働という考え方の下でやっていく

というような方針も持っております。そのようなことからやはり、一方的に市で決めたことを、お

願いをするということも難しいのかなと思っておりますので、やはり、そこについては、本局、説

明をしながら、前に進めてまいりたいと思っております。 

○委員（山口仁美君） 

新規で今回環境保全協会の活動補助事業というのが出てきております。新規というか財源が変わ

ってきたのかなと。財源といいますか、執行の仕方が変わってきたのかなという印象であるんです

けれども、2,383万9,000円の事業内容が新規事業の主要事業の資料に書いてあるんですけれども、

この積算の内訳といいますか根拠はどのようになっているのかお示しください。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

霧島市環境保全協会の活動としましては、旧１市６町の枠組みの中で、それぞれ環境保全協会の

支部を持っております。その支部が集まって、霧島市環境保全協会という連合会を持っているよう

なイメージで活動しておられます。それぞれの支部での活動、令和２年から令和４年度の活動内容

に実際かかった経費等を集めまして、それを集めたその中で、コロナ禍だったものですから、これ

まではしていたけれどもやらなかった年度があったりとかいうところもございます。そういった、

実施した事業を集めて最大限これだけ予算があれば、これまでどおりの事業ができるというところ

を計算しまして、積み上げた金額がこの金額になっております。 

○委員（山口仁美君） 

活動経費というところなのでこの中には人件費等は含まれないということでよろしいでしょうか。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

これは活動費としまして、事業を行う費用のみ、あと、事務費としましては人件費は含まれてお

りませんで、消耗品等は少しは含まれていますけれども、ほぼ活動費としての予算計上になってお

ります。 

○委員（山口仁美君） 

二つ目生活環境の改善向上に関する実践活動等の中に不法投棄ごみの回収等もあるので、例えば

車が要るんじゃないのかなとかいろいろ考えたりもするんですけれども、この活動経費の中にそう

いったものも含まれているというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

不法投棄に関しましてはそれぞれの支部で実際活動の在り方が変わったりするんですけれども、

例えばシルバー人材センターにパトロールを委託したりとかといった費用もこちらの中に含まれる
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ような形になります。 

○委員（宮内 博君） 

同じく、環境保全協会に対する部分ですけれども、指定ごみの袋の販売事業という部分がありま

すね。９ページの１番上の段ですけれど、販売事業として１億5,327万3,000円ということになって

るんですけど、ここには会計年度任用職員などの、報酬も入っているということになるんですが、

この委託料の１億3,371万4,000円。ここの部分を少し説明していただいてよろしいでしょうか。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

委託料なんですけれども、袋を実際つくっていただく委託料と、つくったごみ袋を売っていただ

く販売委託料とに分かれておりまして、つくっていただく委託料が、１億1,004万で販売委託料が

2,367万4,000円という内訳になっております。 

○委員（宮内 博君） 

従来、環境保全協会では、１億数千万円のごみ袋の販売実績があるということで、法人事業税を

払っていたというふうに思いますけれども、そこの取扱い。それがどういうふうになるか。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

今回この指定ごみ袋を市で販売する事業を始めるに当たりまして、これまで環境保全協会で事務

職を担っておられた方々を市の会計年度任用職員として雇用するということで協議を進めてまいり

ましたので、令和６年度から市で、同じ方々が、ごみ袋を販売することで、法人税等がかかること

はなくなります。 

○委員（宮内 博君） 

法人税はそれで払わなくてよくなるということですけど、今回、条例化をすることによって、こ

れが初年度になるわけですけれども、少しは市の財政収入になるのかなというふうに思っておりま

したけれど、計算上からいくとどうもそうはならないようなふうに見てとることができるんですが、

その辺の財政効果等についてお示しください。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

委員が言われたとおり例えば９ページの指定ごみ袋販売事業の報酬、職員手当、旅費っていうの

はこれもいわゆる会計年度任用職員の人件費になります。市の職員ということになりますので、今

まで、例えば期末手当とか勤勉手当、そういったような手当が、今回上がってますので、この人件

費も、上がるような構図になっています。それから、保全協会の活動費として2,000万から補助する

というような形になってます。そういたしますと、もうほぼほぼ利益はないというような状況にな

ります。ただこの会計年度任用職員も、どこの経費で充当をしていくべきなのかっていうのは、ま

た、次年度以降考えていく必要があるのかなと。実際実態として見れば、窓口におられるので、袋

の製造販売以外の市民への対応とか、そういうのもかなりの部分になっていただいてるところがあ

りまして、ここをどう考えるのかというのも、今後の検討課題なのかなと。一般廃棄物処理手数料

という位置づけにしましたので、今後は、そういうところ以外も塵芥処理費全体としてのバランス

というのを、やはり考えていく必要があるのかな。ごみの収集運搬だけでも３億円以上、毎回言い

ますけどかかってます。本来ならば、こういった経費を袋の売上げから賄うべきなんじゃないのか

なあというのが、我々、ごみ行政を預かる立場からすると、そういう考えもあります。なので、取

りあえずは、保全協会がやってたものを市直営でする形に今回変えましたと。今後、その収支のバ

ランスをどう考えるかというのも、また今後、少し、検討していく必要があるというふうに考えて

いるところです。 

○委員（宮内 博君） 

先ほど、13ページのポンチ絵の部分に書かれてる部分で、報告があったんですけれども、事業費

内訳のところで、そこで作成委託料が１億1,004万円というふうに示されているんですけれど、私は

以前、環境保全協会から資料を頂いたことがあって、そこで示されているごみ、ごみ袋の購入費用、

当時、これは平成30年の資料ですけれど、ごみ袋の売上げがですよ。１億2,953万1,000円というふ
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うになっていまして、そして、ごみ袋の購入費用というのは7,646万8,000円というふうに記されて

いるんですが、それからすると2,500万円ほど高いのかなというふうに思いますが、相関ここ５年ぐ

らいの間に、そんなに購入費用が上がったのかというのを確認させてください。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

近年の物価高騰で、過去の環境保全協会が製造販売を委託していた時代からもうずっと右肩上が

りで、経費は上がっております。確かに今、委員言われたように、過去は7,000万台でつくれていた

時代もありましたけれども、現在はこういった状況になっているのが実情です。 

○委員（宮内 博君） 

それは物価の高騰。ロシアのウクライナ侵攻、かなり、上がっていくっていうのはあるんですけ

ど、かなり右肩上がり過ぎるのではないいうふうに思うんですけど、その辺はもう少し、工夫はで

きないんでしょうか。 

○環境衛生課長（末松正純君） 

いろいろ工夫をして、コロナ禍の中で頑張って入札の価格が低減されるような努力はしてまいり

ました。配送をどうするかといろいろ見直したり、入札に入る業者の数を増やしたり、そうという

ことで、ただ、実態として、令和４年度の数字をまず申し上げますと、仕入れというかいわゆるか

かった経費が7,987万円程度かかってます。令和５年度の見込みが9,378万程度に達するんじゃなか

ろうかというふうに見込んでおります。というふうに、一生懸命、令和２年度３年度あたりに努力

をして、何とか7,000万台に収まるようにやってきたんですが、もうそれが収まらなくなったのが令

和５年度ということになります。まだこれ確定してませんので、正式にはまた、変わってくると思

いますけれども大体これぐらいになるんじゃなかろうかというふうに見立てをしてます。令和４年

度から令和５年度がこういうふうに急激に上がってるもんですから、令和６年度の見込みとしては

こういう数字を一応予算で立てさせていただきました。ただ、先に入札をしたところ、若干単価が

収まってるようなイメージになってますので、この数字まで、決算の段階で上がるのかなというの

は、まだ今、次を見てみないと分からないところですけれど、私どももやみくもに予算を要求して

るわけではなくて、現状がこういう現状なもんですから、予算の組立てとしてはこういうふうにな

ったということです。 

○委員（阿多己清君） 

説明資料の10ページの敷根のセンターの件でお尋ねします。６年度が、総額で530万ほど減額とな

っているようなんですが、中を見ますと、当然、燃料とか、委託の部分とか、経費は確かに上がっ

てるんですが、光熱水費が2,200万ほど、昨年度の当初と比べて落ちてると。ここらの要因はどうい

うことでしょうか教えてくれますか。 

○環境衛生課衛生施設グループサブリーダー（塩満慶太君） 

光熱水費についてなんですけれども、まず令和５年度本年度の予算作成に当たって光熱水費のも

ととなるもの、当然電気の使用料、あわせて再エネ賦課金、再生可能エネルギー賦課金という、あ

と、燃料費等調整額と、令和５年度を積算するに当たりまして、特に燃料費等調整額、こちらが右

肩上がり、令和５年度、１番高いときで高圧で、１キロワット当たり7.76円。非常に高い金額でご

ざいます。ちなみに令和５年度当初、１番最初４月ですが、燃料費と調整額が、1.5円でした。１番

高いときは右肩上がりの状況でしたので、その金額を加味して、令和５年度は予算を積算したとい

うことで、現在についてなんですが、政府の補助ございまして、若干、燃料費と調整額が下がって

おる。あわせて、再エネ賦課金も、これ経済産業省が決定するんですが、前年の3.45円、こちらが、

今年度になりまして1.4まで下がって、そこら辺を加味して、今年度の令和６年度の光熱費の予算が、

本当に1,000万ぐらい下がったということです。 

○委員（阿多己清君） 

実績に合わせた６年度の予算と理解をいたしました。それと、10ページの１番下の戸別収集事業

なんですが、補正の段階で38世帯、だったですかね、そういう実態の中で、予算組みされて60万ほ
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ど落としたのでの当初となりますが、どの程度の世帯を目標として、この予算措置したのか。世帯

はどの程度で見ているのか教えてください。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

令和５年度の実績38世帯があったんですけれども、そこから、毎月７件ぐらいずつ、対象者が増

えていくことを見込んでの計算になっております。この数字を導き出しています。 

○委員（阿多己清君） 

月当たり７世帯増と、これの12月の数字が積み上がるという理解でいいですか。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

令和６年度、令和５年度中からなんですけども、予算を作成したときから毎月７件ずつ増えてい

ったときの決算で、令和６年度中はこれだけ必要になるというふうな見込みを立てております。 

○委員（山口仁美君） 

先ほどの指定ごみ袋販売事業のところで会計年度任用職員の分の費用が算定されているんですが、

これは各支所に配置されるのか、若しくは本庁のみなのか、人数など分かればお示しください。 

○環境衛生課主幹（白鳥竜也君） 

各所に１名ずつ販売を担当する職員がいます。あと本庁には、２名の販売の職員と、１名は、パ

トロールをする職員としまして雇用しております。このパトロールの職員は、霧島市内全体を回る

ことになります。 

○委員長（宮田竜二君） 

ほかありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで市民活動推進課及び環境衛生課の質疑を終わります。次に、市民課、

スポーツ文化振興課の質疑はありませんか。 

○委員（宮内 博君） 

12ページの男女共同参画推進事業の関係で、お尋ねしたいと思いますけれども、今朝も札幌高裁

の判決が掲載されておりました。県内でも、いわゆるパートナーシップ制度、これを導入する自治

体も、この間、毎年増えているという状況にあろうかと思いますが、まずその状況から、お示しく

ださい。 

○市民課長（森 知子君） 

令和６年３月１日時点で、県内では指宿市、鹿児島市、日置市、志布志市、出水市の５市がパー

トナーシップ宣言制度を導入しています。 

○委員（宮内 博君） 

これを導入することによって、その対象になられる方たちはどういう利益を受けることになる。 

○市民課長（森 知子君） 

例えば、市営住宅の入居の条件だ。あとは病院等での病状の説明を家族といて認めていただいく

ことが出てくると思っています。 

○委員（宮内 博君） 

鹿児島市も既にこれを導入している。霧島市よりも、人口規模の小さな市も今年になってから、

志布志市、出水市がこれを導入するということも含め、昨年10月には日置市もというようなことで

すよね。そろそろ霧島市においても、この問題、きちんと議論をして、令和６年度中何らかの方向

性を示すことが求められるのではないのかなと思いますけれど。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

言われるとおり、全国でもかなりどんどんどんどんパートナーシップの制度を設けている自治体

が増えていると思っております。ただ、この高裁で今回判決が下ったわけではございますけれども、

根本的には国がこういう形を認めてやるべきものが、一番いろんな部分の中でやりやすいのかなと

いうようなことを考えています。ただ、この方々の状況等を考えた場合、市町村もそれぞれそうい
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う話も考えていかないといけないということも、思っておりますことから、我々も、内部では、導

入についての検討等はしているところでございます。ただ、メリットの部分で、先ほど課長が申し

ましたとおり、市営住宅の部分とか、医療において病状の説明があるとかというような部分がある

んですけれども、そこについては制度を設けなくても、取入れができるような状況はあると思って

いますので、どちらがいいのかということを考えながら、いろんなことを視野に入れて、周りの状

況等もみながら、判断をしたいと思っています。 

○委員（宮内 博君） 

今部長のお答えを聞くと、例えば公営住宅に入居する場合の条件、既に宣誓をしていなくても、

霧島市ではやっているかのように聞き取れましたけれど、そこをもう少し説明してもらえませんか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

失礼いたしました。霧島市ではまだ導入はしておりませんので、できない状況なんですけれども、

市営住宅でも御存じのとおり、外国人であったりとかいうような状況も、部分的には入るような状

況も出てきているとお聞きしております。そのようなことから、内部の中で検討して、そういう状

況ができるようなものであれば、また所管課とも話をしながら、進めていけたらということで思っ

ているところです。 

○委員（宮内 博君） 

外国人は、霧島市に住んで働いていれば、当然、市民税を納めますし、市民でもあるから、それ

は所得基準によって公営住宅は入ることができるかどうかということの判断がされますので、それ

と同じような扱いで考えるというのはまた違うのかなというふうに思うんですよね。ですから、要

するにもう時代の流れをやっぱり先取りをしていくという取組が今になってもう先取りじゃなくて、

後追いになってしまうんですけれど、少なくともそういう動きが加速しているというのは否めない

というふうに思いますので、ぜひとも、課内での議論を深めて取組を進めてほしいということを求

めておきたいと。 

○委員（阿多己清君） 

16ページです。きりしま美術大賞展でございますが、20回目になるということで、記念事業を行

うとされていますけれども、現段階で何か、考えている内容があれば教えてください。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

主要事業資料が御手元にあるかと思います。その資料の37ページを御覧になってください。美術

大賞展のポンチ絵になります。左下に特別計画を実施するということで４点掲載してございます。

審査員の表彰式への参列、これまで審査日のみの参加だったんですけれども、２人の審査員の方に

表彰式にも来て始めて参列していただくということ、そして表彰式が終わった後、記念トークを絵

を通して思うことというテーマで記念トークをしていただく。それから、１階のロビーでのテープ

カット式、それから記念特別賞の創設、一般部門それからジュニア部門それぞれ数点ずつ、計画し

ているところでございます。 

○委員（阿多己清君） 

17ページの市民会館なんですが、2,500万の備品購入があります。これは、７年度へ継続してとい

う位置づけになると思いますが、どういう品物なのか。備品なのか教えてください。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

今回、購入したいと考えております備品については、舞台操作機構と申しまして舞台のつり物関

係を吊っているところの制御盤だったり操作盤だったりというのを、更新したいところであります。

理由としては、この部品の中の特にインバーター部分がなかなか輸入に費に頼る部分もありまして、

納期が１年を超すということで先行して、購入した上で、実際、当然、今から予算取りもするとこ

ろで、今から相談する部分であるんですけれども、令和８年１月からの大規模改修にあわせまして、

更新を考えております。 

○委員（宮内 博君） 
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13ページのマイナンバーカードの関係でお尋ねいたしますけれど、補正のところでも少しやりと

りがあったんですけど、再度、市内のマイナンバーカードの交付率について、お知らせをいただけ

れば。 

○市民課長（森 知子君） 

２月29日現在になります。霧島市が、交付枚数10万1,465枚、交付率が81.33％となっております。 

○委員（宮内 博君） 

国の計画では、この秋には、国民健康保険証として義務づけをすると。かなり国民の当然市民も

そうですけど、それに対して、公費大きな批判の声や、あるわけです。実際に交付率81.33％という

ことでありますけれど、これが現段階でどれぐらい活用されているのかということが分かっており

ますか。 

○市民課窓口グループ長（木原隆夫君） 

今現在その活動というのは数字を押さえてないところでございます。 

○委員（宮内 博君） 

国がとった集計がメディア等々でも、報じられておりますけれども、４％ほどしか活用されてな

いというようなことが言われているわけですよね。実際市民課が管轄する部分ではないのかもしれ

ませんけど、マイナンバーカードを保険証と一体でひも付けをした時の混乱等を考えると、現場の

行政側の対応もさらに大変なるのではないのかなというふうに思うんですけれども、国はさらにこ

の交付率を引き上げるということで求めてきているというのは承知してるんですけれども、その辺

の議論はどういうふうになさってらっしゃるんでしょうか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

このマイナンバーカードの制度につきましては、やはり、国の制度として動いているものでござ

います。我々市町村といたしましては、制度上このような形で動くというものであれば、それに従

って、粛々と事務を続けていくしかないのかなと思っているところでございます。 

○委員（宮内 博君） 

本当に御苦労さまというふうことを申し上げておきたいと思います。それで、その後段の市民サ

ービスセンターの運営事業の関係で、消耗品費が昨年度と比較して1,500万円ほど増えているわけで

すが、このことについて説明してもらえませんか。 

○市民サービスセンター店長（竹下里美君） 

令和５年度の当初予算につきましては、令和２年度３年度４年度とコロナの感染症の関係で、パ

スポートの申請が少なかったものですから、それに基づいて、令和５年度の予算をコロナ前とコロ

ナ後の実績で作成をしておりました。６年度につきましては、もう今コロナ期よりも前の実績等に

ほぼなってまいりましたので、今年度の６年度の予算につきましては、８月までを５年度の実績と

すると。その以降については、コロナ前の29年度から元年度の実績等を踏まえて算出をしたところ

でございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

21ページです。横川の運動公園管理運営事業というところで、2,786万6,000円という予算措置で

すが、ここで同僚議員がいつも申されてるのは、運動場が何かそのひび割れか陥没化しているとい

うことで、修理はできないのかというような質問をされておりましたけれども、私も実はそこ、防

災訓練があるときでしたかね、行ったことがあるんですよ。それできれいに整備されている。それ

にちょっとひびが入って陥没したのであれば、土を入れて、平らにしてしまえばですよ。そんなに

能登みたいにあっちは４ｍ隆起ということですけども、そんなに出さんと落ちてるわけじゃないわ

けですから、やはり地域の人にしてみれば、軽い運動されたりとか、そういうことができるぐらい

の修復は、大事じゃないかというふうに思うんです。国分隼人だけに人口が大体８割ぐらい集中し

てれば、国分隼人だけは整備にどんどん予算が入ってるわけですけども、やっぱり１市６町対等合

併ということでしたわけですよ。ですから新しい運動公園をつくれって言うなら、膨大なお金がか
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かるからできないんだろうけども、今ひびはひび割れが入ってて、少し陥没してるところを、直し

てくださいということですから、何とかこういうのはやっぱり前向きに、考えてみたらどうでしょ

うか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

確かにグラウンドを見た際に、通常のグラウンドと変わらない点というのは我々としても認識し

てるとこです。この件については、平成24年度ぐらいから小規模の陥没等が発生しておりまして、

原因調査を進める中で最終的に高密度電気探査というところで、グランドの約横幅が100ｍ、高さが

35ｍ大規模盛り土の場所でございます。そこの中を、調査したところ表面表層の３ｍから５ｍはき

れいの造成ができてるんですけど、その下の造成、これが大変ずさんでございまして、ここに平成

９年だと思います。県北西部地震があって、地面が揺れたことで、その下の造成部分が緩んでしま

ってそこに雨水が落ちることで陥没が発生しまうということで、いつどこで陥没が起こるか分から

ない状況でございまして、これを解消するには、簡単な方法としては、造成したものを全部撤去し

てというやり直すという方法があるんですけど、それでいけば何十億という予算を要しまして、市

としても財源等の確保も含めて、今後の対応非常に苦慮している段階で、こういう状況が長期化で

起こっているというところで大変恐縮に思うところなんですけれども、今現在、その対策について、

何か答えが見つけられない状況でございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

最初の陥没が始まって、今日までに幾ら陥没しているんですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

詳細の資料を調べます。最初起こったのは本当に小さな陥没でございました。平成24年に小規模

の陥没が発生してるということで、25年には地中レーダー調査というのを行って、その対策として、

暗渠排水を入れたりとかっていうことがございまして、29年からまた小さなへこみが発生して、29

年11月には、40センチ60センチ深さ50センチの陥没ができてます。そのあと、令和元年５月には、

30センチ60センチ深さが10センチの陥没、記録にある上で、大きな陥没は２回で、あとは小規模な

ものが複数回ということで、回数までは詳しく分かりませんけれども、大きなところで深さ50セン

チ陥没しているという事例等が発生してるということで我々としては認識しております。 

○委員（下深迫孝二君） 

今話を聞いても、急激に４ｍーも５ｍも落盤したということじゃないですよね。50センチぐらい

だったらもう僅かな陥没ですよ。それに土を入れて例えば平らにしとけばですよ。そんなに一遍に

落ちるわけじゃない車でも走るわけじゃないわけだから、一般の人がそこでジョギングをされたり

とか、そういうのに影響が出ますか。例えば、３ｍも４ｍも一遍に落ちるんなら、影響あるという

ことはあると思うけれども、50センチぐらい一遍にどんと落ちるわけじゃないわけですがね、ひび

割れて少ししていってるということですからねやはり、一般の人があるジョギングするぐらいは使

えるようにはしないと。ほんなら、いつなったらそりゃあ、調査が終わって、現場、復旧ができる

んですか。原状復帰、恐らく原状復旧はもうできないでしょう。そんな大きな金額かかるんだった

ら。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

確かに、回数ですとかか所ですとか、深さそういうところでいうと、数えるほどしかないという

ことではございます。ただ、広い運動場の動向がいつ、どの程度というのが、はっきりと分かりま

せん。なので、仮にあそこは今までサッカーですとかソフトボール、軟式野球、そういったような

ところで利用があったわけですけれども、利用している中でそういう事故があった場合は、やはり

予防の観点からも、利用を再開、若しくはそういう修繕というのもなかなか難しいと考えておりま

す。 

○委員（下深迫孝二君） 

体育館はそのまま使われてるわけですよね。 
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○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

隣にあります体育館につきましては昨年国体でハンドボール会場になっておりましたその関係で

の大規模改修した経緯がございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

体育館を改修されたならですよ。同じ敷地ですから、体育館も陥没する可能性はないんですか。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

実は、あそこは運動公園ができる前は大きな谷と小さい谷がございまして、大きな谷の上に今で

きてるのが運動場と。ちょうど小さな谷の部分に体育館がございまして、プールの部分も尾根の部

分にかかっているということで、陥没が起こるのはあくまでも、運動場ということで我々は認識し

ております。 

○委員（下深迫孝二君） 

どうしてもそれがもう復旧できないんであればね。ほかにどっか後、もう小さいのでもいいし、か

わりのものをつくって、地域の人たちがそこで運動したりできるようなことも、考えていかなきゃ、

いつまでもたってもそのまま放置されてるということになると思いますよ。ですから、やはりそこら

辺は、先が見えないんであれば、見えるような形をしていくことも大事じゃないかと思いますから、

これは要望しておきます。 

○委員（德田修和君） 

説明資料20ページの社会体育振興費、市スポーツ協会等運営支援事業の負担金の部分なんですけ

ども、姶良伊佐地区スポーツ協会連絡協議会の負担金が、令和５年度に比べると大分上がっている

ようですけどこの内容の確認をさせてください。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

令和５年度につきましては、昨年、国体が開催された関係で、例年７月に姶良地区体育大会、そ

れから秋に県民体育大会が開催されておったんですがその分が昨年はなかったと、開催しなかった

ということで、その分が今回に反映されているということでございます。 

○委員（前田幸一君） 

21ページのＢ＆Ｇの体育館についてお伺いしたいんですが、建築年度から相当たってるんですが、

今までも改修をされていると思うんですけど、外部から、もうそろそろ閉めるんじゃないかという

ような情報も入ってきてるんですがそこら辺は協議をされたことがあるのか聞きたいんですが。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

牧園Ｂ＆Ｇプールにつきましては、現在、指定管理で休養地とセットで今牧園地区の業者に見て

いただいているところです。今、現在の指定管理期間が令和２年度から令和６年度までの５年間そ

して次回が令和７年度からの期間になるんですが、６年度中に公募する予定になっております。ど

うしても、引き続き、指定管理に出したいということで、今月上旬、現在のところといってまた協

議をしたところでございます。 

○委員（前田幸一君） 

利用される方も少しはいらっしゃるんですが、建物が古くて、そろそろ寿命が来るんじゃないか

どうかというようなことやら、雨漏り等もちろん前からあったんですけど、そういったものを考え

てもう、閉めるんじゃないかという情報があったんですけどそこの真意をお伺いしたいんですが。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

本課で、現在策定中でございます社会体育施設長寿命化計画というのがございます。中では、将

来残していく施設とそうでない施設等に分類しているところでございますが、Ｂ＆Ｇプールについ

ては、総量コントロール対象施設となっております。ただし、議会の一般質問でもお話ししたんで

すが、すぐすぐ、そういう施設を令和６年度になってすぐ廃止、休館、そういうものではなくて、

引き続き使えるところまでは使うという方針でございます。 

○委員（前田幸一君） 
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市民の方からお尋ねがあった場合は、今後も継続して使えますよと。ありますよということを申

し上げてもいいのかなと思って、そこをお聞かせください。 

○保健福祉部長（有村和浩君） 

委員から御質問があったのは、ＢＧの体育館ですよね。体育館につきましては、今、使用を中断

を中止をしているところです。今課長が説明したのが、プールでありまして、体育館につきまして

は今まで通り休館をするという形でいく予定です。ただ施設自体がＢＧの補助をもらってつくって

る施設なもので、体育館だけをどうこうしようということは、難しい部分があったりしますので、

プールは、プールは課長が言いましたとおり、今回、今度のまた指定管理の中にも、載せ込んでい

くという形ですので、体育館については、現在のところこのまま、休止していくということで考え

ているところでございます。 

○委員（前田幸一君） 

これはＢＧ財団からの補助であれしてるわけですが、適化法といいましょうか、そちらの関係も

あろうかと思うんですけど、今閉めてらっしゃるんですけど、これを、今後どうされるのかという

議論があるのか、そこをお聞かせくださいませんか。 

○スポーツ・文化振興課長（久木田勇君） 

先ほど大変失礼いたしました。体育館につきましては先ほど部長が申し上げたとおり、休館中で

ございます。おっしゃったとおり外壁ですとか、雨漏り、そういったような状況でございますので、

大規模改修をしないと利用再開はできないと考えておりますが、長寿命化計画の中では、残さない

施設、先ほどすぐすぐではなくて使い続けるんだというお話をしましたけれども、そういう施設に

ついては、大規模改修、建て替え、そういったような計画しておりませんので、なかなか難しい状

況であると考えております。 

○委員（前田幸一君） 

利用者も地元の方も多いもんですから、そういった方々から、いつ開館するんだっていうのは聞

かれたときに今おっしゃられるように大規模改修か何かしないといけないんですがその計画には入

ってないということで、私もそちらにそういうお答えをせねばならんということでよろしいでしょ

うか。 

○市民環境部長（有満孝二君） 

今課長が答弁させていただきましたとおり、ＢＧの体育館についてはまだ今のところ休館をする

ということで、今後、改修等していく予定はないという形になっておりますただ、今後の部分につ

いてもそのまま置いていくのかっていう話になりますと、どこかでもし改修しないのであればその

まま置いておくわけにはいかないので、解体というような状況にはなるかとは思うんですけれども、

現段階ではいつ頃、そのような、解体に入るのかとかいう状況はないところでございます。 

○委員（宮内 博君） 

15ページの部落解放同盟隼人支部に対する補助金97万円のこれの積算の根拠となるものについて

御説明ください。 

○市民課長（森 知子君） 

補助金につきましては、部落解放研究集会開催のための経費と各種研修会や学習会へ参加される

旅費を実績に基づき交付しているので、それが積算根拠です。 

○委員（宮内 博君） 

令和４年度決算では78万円と。今回５年度の当初で83万5,000円ということだったと思うんですが、

それが97万円というふうになってるので、そこの増えた分の説明をお願いします。 

○市民課長（森 知子君） 

予算額は令和５年度も同額の97万円。令和６年度も一緒になっております。令和４年度は決算額

で78万円っていう形になっていたと思います。 

○委員（宮内 博君） 



42 

 

別のところを私書いていました。それで、97万円ということなんですけれども、実際この事業そ

のものは終わって、同和対策事業等が終わって、かなりの年月を経過をしてるんですけれど、鹿児

島県うちの19市の中で、こういうものを補助金として支出をしているところが分かりますか。 

○市民課長（森 知子君） 

すいません。今手元に資料がないのでお答えすることができないんですが。霧島市以外にも、人

権啓発センターと同じように隣保館とかあるところもありますので、そこの市を確認させていただ

きます［３月18日２ページに答弁あり］。 

○委員（山口仁美君） 

22ページの体育施設維持管理事業、指定管理者以外のところで確認をさせてください。工事請負

費の中に溝辺体育館火災報知機改修工事ほかというふうにあるんですけれども、まず火災報知器の

改修工事がどのような内容で、幾らかかるのか、ほかで含まれるものの中で金額が大きいものが特

にあればお示しください。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

  まず溝辺体育館火災報知機改修工事については、令和４年に消防から指摘を受けておりまして、

天井部分の煙感知器を改修しないと、どうしてもできないということが分かりまして、令和５年度

で設計を行った結果、令和６年度に工事を行いたいと思っています。予算額は2,500万円です。一方

そのほかで言われている部分は、隼人健康プールの排水設備改修工事、これが１件あるだけでござ

いまして、こちらの費用が260万円程度でございました。 

○委員（山口仁美君） 

同じところの下に備品購入費、溝辺体育館の非常用発電機ほかとなっておりますこの実家発電機

は幾らぐらいで何基ぐらい設置するものなのか、購入するものなのか、またほかの中に含まれる大

きな金額のものがあればお示しください。 

○スポーツ・文化振興課主幹（中島大輔君） 

まず、溝辺体育館の非常用発電機、こちらは１台でございましてこれも実は令和４年から指摘を

受けて、備品購入費として購入したいと考えておりまして、価格としては、今後の入札等もあるの

で、はっきり申し上げることはできませんけど、1,000万を超えるお金になる予定でございます。そ

れ以外で大きなところで申し上げますと、プールのコインロッカーとか。プールのコースの巻取り

機、こういったものが大体70万程度とか30万程度。あとそういったところがいろいろございまして、

こざこざも非常に多いところなんですけど、ブラシハンガーが数万円とか、ヘッジトリマー、サッ

カーのゴールネットというこざこざもございまして、総額この予算額になっております。 

○委員（宮内 博君） 

衛生手数料の関係で、予算書の65ページです。投入手数料の件で、回答いただきましたけれども、

今回、直接搬入の手数料、これが30キロまで無料が有料になって、さらに時給単位の料金も引上げ

になったというふうに思うんですけども、その分の負担増の分が、私の聞き漏れでしたので、分か

ればお示しいただければ。 

○環境衛生課衛生施設グループ長（四本 久君） 

家庭系の直接搬入ということでよろしいでしょうか。家庭系の直接搬入が、令和４年度の実績で

未来館の分、未来館に直接搬入をされてた方の分まで含めてになりますが、1,198万240円になりま

す。これは０キログラムからそれ以上の分までということで全てということで当然、０キログラム

から30キログラムまでの方はもう、全て無料という形になりますので、それ以上の方が対象だった

ということになります。令和６年度につきましては、令和６年度の試算をした中では、大体2,894

万7,000円なんですが、一律に大体90、4％5％ぐらいを見ておりますので、それの金額が予定という

ような形になります。 

○委員長（宮田竜二君） 

  ほかにありませんか。 
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［「なし」と言う声あり］ 

  ないようですので質疑を終わります。ここで一旦休憩します。 

「休 憩  午後 ２時１１分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ２時１６分」 

○委員長（宮田竜二君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。次に、商工観光部の審査を行います。執行部の説明を求めま

す。 

○商工観光部長（池田豊明君） 

議案第43号 令和６年度霧島市一般会計予算のうち、商工観光部所管の予算の概要について、ご

説明いたします。商工観光部の令和６年度当初予算は、商工業・観光業の振興に要する経費をはじ

め、創業しやすい環境の整備、企業誘致の推進、ふるさと納税の促進、観光客の誘致、観光バスの

運行、観光施設の維持管理及び関平鉱泉水の販売推進等のほか、新規事業として、人材の確保と意

欲的な人材のマッチングを支援し、市内事業者の持続的発展と労働・定住人口の増加とともに本市

経済の発展を図るため、市内事業者の採用活動等に要する費用の一部を助成する人材確保支援事業

などに要する経費として、総額37億8,258万２千円を予算計上しており、対前年度比8.6％の増とな

っております。第二次霧島市総合計画後期基本計画の施策体系における商工観光部の主な事業につ

いて説明します。「産業の活力があふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり」については、＜ふる

さと納税促進事業＞、＜霧島市商工業者融資支援事業＞、＜人材確保支援事業＞、＜観光バス運行

事業＞、＜西郷公園管理運営事業＞などに要する経費を、「みどりあふれる快適で暮らし続けたいま

ちづくり」については、＜消費生活相談事業＞に要する経費を、「信頼される行政経営によるまちづ

くり」については、＜関平鉱泉販売・管理運営事業＞に要する経費を、予算計上しています。詳細

につきましては、担当課長が説明しますので、よろしくご審査賜りますようお願いします。 

○商工振興課長（立野 博君） 

  商工振興課関係について説明します。歳入の主なものについて説明します。「令和６年度一般会計

予算に関する説明書」で説明します。80頁をお開きください。（款）県支出金（項）県補助金（目）

商工費県補助金の「地方消費者行政活性化補助金」527万２千円は、「消費生活相談事業」に係る県

からの補助金になります。84頁をお開きください。（款）財産収入（項）財産運用収入(目)利子及び

配当金(節)基金利子 2,837万７千円のうち、141万４千円は、霧島市ふるさときばいやんせ基金に係

る利子になります。88頁をお開きください。（款）寄附金（項）寄附金（目）指定寄附金（節）指定

寄附金 15億830万円のうち、15億円は、ふるさと納税に係る指定寄附金になります。次に、歳出の

主な事業について説明します。「令和６年度一般会計予算説明資料」で説明します。１頁から８頁に

なります。１頁をお開きください。「霧島ふるさと元気再生事業費」は、全体で26億2,166万３千円

を計上しており、そのうち商工振興課に関する予算の＜ふるさと納税促進事業＞については、地元

事業者等とタイアップし、寄附の促進及び地場産業の振興を図るための返礼品調達やサイト掲載に

係る経費等のほか、寄附金を基金に積み立てるものとして、22億5,362万４千円を計上しています。

２頁～３頁をお開きください。「商工総務費」については、２億9,561万８千円を計上しており、主

な事業として、霧島ふるさと祭や霧島国分夏まつりの実行委員会の活動を支援するための補助金や、

消費生活のトラブルに関する相談業務等を行う消費生活相談員３名分の人件費などになります。４

頁をお開きください。「商工業振興費」については、7,559万３千円を計上しており、主な事業とし

て、市内の商工業者の経営安定を図るため、制度資金借り入れに対する利子補給補助を行う＜商工

業資金利子補給事業＞に1,412万８千円、市内商工団体の活動を支援するため、＜霧島市商工会活動

支援事業＞に1,444万３千円、＜霧島商工会議所活動支援事業＞に716万８千円の補助金を、それぞ

れ計上しています。５頁をお開きください。新型コロナウイルスの影響の長期化や物価高などの厳

しい状況の中、アフターコロナに向け、安心して事業が継続できるよう、実質無利子・無担保の新
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型コロナウイルス関連融資の借換保証制度を利用した市内事業者の返済や経費の負担軽減を図る＜

霧島市商工業者融資支援事業＞に3,601万５千円を計上し、そのうち、特定財源として、「ふるさと

きばいやんせ基金繰入金」から3,600万円を充当しています。また、新規創業・第二創業促進支援事

業として、まちなかの空き店舗等を活用した創業を促進し、遊休不動産の再生を担う人材を育成す

ることにより、まちなかの賑わいを創出するとともに地域経済の活性化を図るため、令和２年度に

策定した「リノベーションまちづくりガイドライン」に基づく、家守（まちづくり会社等）の発掘・

育成支援や、公民連携組織である霧島リノベーションまちづくり実行協議会の実施する事業への支

援に290万円を計上しています。７頁をお開きください。「企業誘致推進費」については、３億1,231

万５千円を計上しており、＜企業誘致対策事業＞に、雇用創出をはじめ、地域経済の活性化のため、

積極的に企業誘致活動を展開するための経費1，015万９千円を計上しています。８頁をお開きくだ

さい。＜立地企業支援事業＞については、工場立地等を促進するために必要な助成措置を行うため

の、工場等用地取得費補助金や施設設備費補助金など、２億9,089万６千円を計上し、＜学生就職支

援プロジェクト推進事業＞については、高校生や大学生等に対し、市内企業を知る機会の充実を図

り、市内企業への就職率を向上させるため、合同企業説明会や工場等見学会の開催、インターンシ

ップを推進するための経費として、201万２千円を計上し、そのうち、特定財源として、「ふるさと

きばいやんせ基金繰入金」から200万円を充当しています。続きまして、新規事業である＜人材確保

支援事業＞につきましては、霧島市議会基本条例第８条各号の規定に沿って説明します。同条第１

号（政策の発生源）及び第２号（提案に至るまでの経緯）に関しては「各部局が所管する令和６年

度で特筆すべき事業」で、同条第３号以降の各号に関しては「令和６年度当初予算主要事業資料」

でそれぞれ説明します。まず、第１号（政策の発生源）及び第２号（提案に至るまでの経緯）に関

してご説明します。「各部局が所管する令和６年度で特筆すべき事業」の３頁をお開きください。令

和４年春、わが国全体の消費・生産活動がコロナ前の水準に向けて本格的に回復基調にある中、不

安定な世界情勢に起因する物価高や進展する少子高齢化などが追い打ちをかける形で、全国的にあ

らゆる業種業態で企業の人材不足に関する問題が深刻化しました。本市においても、市内事業所か

ら同様のご意見を多々いただいていたこと、また、本市域の直近の有効求人倍率が継続して１.０倍

を超えていたことなど事業所を取り巻く雇用情勢は大変厳しいものであったことから、市内事業所

のヒトの確保が喫緊の課題であるという認識のもとで情報収集等を進め、単年度事業として前進事

業である「きりJobマッチング支援事業」を同年５月に立案、翌６月に予算計上、翌７月に事業開始

したところです。同事業の実施を経て、より効果的な支援策の立案に向けて、利用事業者からのご

意見等をもとに事業の検証や反省等を行い、補助対象メニューの見直しや補助率の変更等に加える

などの所要の改正を行う形で、同じく単年度事業として令和５年６月に「人材確保支援事業」とし

て予算計上、翌７月に事業開始し、現在に至るものです。このたび、なおも市内事業者に対して厳

しい雇用情勢が続いている状況を踏まえ、継続して人材確保の支援が重要であると考え、令和６年

度当初予算において市単独事業として計上した経緯となります。続いて、第３号以降の各号に関し

て一括してご説明します。「令和６年度当初予算主要事業資料」の６頁をお開きください。本事業は、

市内事業者が行う正社員の採用活動等に要する費用の一部を助成する補助制度であり、このことに

より事業者の人材確保と意欲的な人材とのマッチングを力強く支援するものです。類似政策との比

較検討に関しては、前進事業をはじめ各施策の立案段階の都度、全国自治体の類似事業の調査・研

究を行い、補助メニューや補助率をはじめとして事業者目線で利用しやすい充実した制度へと見直

しを行っています。市民参加の実施に関しては、本事業の性質上、想定しておりません。総合計画

との整合性に関しては、施策１－１「地域産業の活性化」に掲げる目指す姿「関係機関との連携を

強化し、多様な人材の就労や多様な働き方を支える環境づくり、若者の地元定着に努めます」に合

致する事業と考え、整合性は図られていると考えます。財源措置に関しては、令和４年度及び令和

５年度実施の同事業と異なり、市単費事業であり、これまでの実績や内部の検討等を踏まえつつ、

より効果的・効率的に事業の執行と推進に努めてまいります。将来的なコスト計算に関しては、本
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事業の性質上、行っておりません。以上で、商工振興課の説明を終わります。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

  観光ＰＲ課関係について説明します。「令和６年度一般会計予算説明資料」で説明します。９頁か

ら13頁になります。９頁をお開きください。「観光費」は、全体で１億1,113万２千円を計上してい

ます。主な事業について、説明します。９頁をお開きください。1番目の「観光総務管理事務事業」

は観光振興を推進するため、厳選されたメディア等にプレスリリース発信を行うことが出来る「PR 

TIMES」の使用料を含めた287万５千円を計上しています。３番目の「霧島の食ブランド価値向上事

業」は、市内の産学官各種団体で構成している霧島ガストロノミー推進協議会への運営補助として、

379万円を計上しています。４番目の「市ＰＲスタッフ運営協議会活動支援事業」は、霧島ふるさと

大使の活動の運営補助として、134万９千円を計上し、そのうち、特定財源として「ふるさときばい

やんせ基金繰入金」から130万円を充当しています。10頁をお開きください。１番目の「観光案内板・

電照看板設置事業」は、ＪＲ鹿児島中央駅や鹿児島空港等に観光案内板を設置し、鹿児島に訪れた

観光客の本市への誘客を図ることを目的として、391万５千円を計上し、そのうち、特定財源として

「関平温泉使用料」から139万７千円を充当しています。２番目の「観光宣伝事業」は、イベント等

における観光宣伝やマスコミを利用した広告、観光パンフレット作成による情報提供などにより誘

客促進を図ることを目的として、272万４千円を計上し、そのうち、特定財源として「ふるさときば

いやんせ基金繰入金」から270万円を充当しています。３番目の「市観光協会活動支援事業」は、霧

島市観光協会の事業及び運営補助として、2,971万６千円を計上しています。１番下の「観光客誘客

事業」は、観光関係団体や商工会議所、商工会、地域活性化団体等で構成する「いざ霧島キャンペ

ーン実行委員会」と協働し、官民一体となった観光誘客や受入体制事業に取り組むため、643万５千

円を計上し、そのうち、特定財源として「ふるさときばいやんせ基金繰入金」から640万円を充当し

ています。11頁をお開きください。２番目の「霧島市総合観光案内所管理運営事業」は、西郷公園

内の観光案内所の観光案内業務と更なる観光促進を図るため、霧島市観光協会に委託する経費とし

て、955万２千円を計上し、そのうち、特定財源として「ふるさときばいやんせ基金繰入金」から950

万円を充当しています。下から２番目の「初午祭開催支援事業」は、初午祭実行委員会の運営補助

として、240万円を計上し、そのうち、特定財源として「ふるさときばいやんせ基金繰入金」から240

万円を充当しています。12頁をお開きください。一番上の「温泉旅館協会等運営支援事業」は、霧

島温泉旅館協会のほか各団体への運営補助です。２番目の「観光バス運行事業」は、観光客の二次

交通の充実を図ることを目的として、鹿児島空港から霧島神宮への分かりやすい移動手段として実

証運行を行なう仮称霧島神宮アクセスバスを加えた３路線で、3,010万４千円を計上し、そのうち、

特定財源として「関平温泉使用料」から500万円を、「ふるさときばいやんせ基金繰入金」から2,490

万円をそれぞれ充当しています。以上で、観光ＰＲ課の説明を終わります。 

○商工観光施設課長（園畑精一君） 

  商工観光施設課施設管理グループ関係について説明します。歳入の主なものについて説明します。 

「令和６年度一般会計予算に関する説明書」で説明します。60頁～61頁をお開きください。（款）15

使用料及び手数料、（項）１使用料、（目）６商工使用料、（節）１行政財産使用料の282万３千円は、

日当山西郷どん村物産館等の行政財産使用料です。80頁～81頁をお開きください。（款）17県支出金、

（項）２県補助金、（目）５商工費県補助金、（節）２地域振興推進事業費の1,168万８千円は、西郷

公園の園内整備工事に伴う県からの補助金になります。84頁～85頁をお開きください。（款）18財産

収入、（項）１財産運用収入、（目）１財産貸付収入、（節）１建物貸付料の2,435万２千円のうち、

570万２千円が霧島温泉市場等の建物貸付料で、（節）２土地貸付料の4,874万５千円のうち、879万

２千円が国分パークプラザ等の土地貸付料です。104頁～105頁をお開きください。（款）22諸収入、

（項）５雑入、（目）２雑入、（節）10雑入の６億7,750万円のうち、361万４千円が日当山西郷どん

村物産館の光熱水費使用料等です。次に、歳出の主な事業について説明します。「令和６年度一般会

計予算説明資料」で説明します。15頁から20頁になります。15頁をお開きください。 
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＜働く女性の家事業費＞については、働く女性等の福祉の増進を図るための「働く女性の家維持管理

事業」など、1,342万４千円を計上しています。なお、令和５年度に引き続き、霧島市働く女性の家

運営委員会を開催し、今後の運営方針及び施設の名称変更等に係る協議を行っていくこととしてい

ます。16頁をお開きください。上段の＜労働施設費＞については、「丸岡会館等管理運営事業」とし

て、丸岡会館の管理運営に係る指定管理者への委託料など、1,877万９千円を計上しています。同じ

く16頁下段の＜観光費＞については、「観光関係各種協議会等参画事業」として、高千穂河原ビジタ

ーセンター運営協議会への負担金など、232万円を計上しています。17頁をお開きください。一番上、

＜施設管理費＞の「市内各種観光施設維持管理総務事業」については、市内の各種観光施設に係る

維持管理経費のほか、神話の里公園のリフト修繕及び霧島温泉市場の屋根防水工事に伴う経費など、

8,753万４千円を計上しています。同じく17頁中段の「観光案内所管理運営事業」から20頁下段の「浜

之市ふれあいセンター管理運営事業」については、市内11施設の管理運営事業として総額8,627万８

千円を計上しています。そのうち、19頁一番下の「西郷公園管理運営事業」において、同公園の展

示回廊や樹木撤去後の跡地について、県の地域振興推進事業補助金を活用し、観光客等の受入態勢

を整え、施設の機能向上及び利用促進を図るための駐車場や緑地広場等の園内整備に係る工事請負

費として、2,237万７千円を計上しています。以上で、施設管理グループ関係の説明を終わります。 

○商工観光施設課関平温泉・関平鉱泉所長（徳永健治君） 

  続いて、関平鉱泉所関係について説明します。歳入の主なものについて説明します。「令和６年度

一般会計予算に関する説明書」で説明します。60頁～61頁をお開きください。（款）15使用料及び手

数料、（項）１使用料、（目）１総務使用料、（節）１行政財産使用料の756万１千円のうち、96万１

千円が特産品販売所使用料等で、（節）５関平温泉使用料は、４億5,745万１千円です。84頁～85頁

をお開きください。（款）18財産収入、（項）１財産運用収入、（目）２利子及び配当金、（節）１基

金利子の2,837万７千円のうち、15万２千円が関平鉱泉施設整備基金利子です。104頁～105頁をお開

きください。（款）22諸収入、（項）５雑入、（目）２雑入、（節）10雑入の６億7,750万円のうち8,038

万２千円が鉱泉水宅配送料等です。関平鉱泉所関連の歳入合計は行政財産使用料の96万１千円を除

いた、５億3,798万５千円になります。次に、歳出について説明します。「令和６年度一般会計予算

説明資料」で説明します。14頁をお開きください。＜関平温泉施設費＞については、人件費1,578

万３千円、関平鉱泉販売・管理運営事業５億1,250万２千円、合わせて５億2,828万５千円を計上し

ています。そのうち積立金については、関平鉱泉所関連の歳入合計５億3,798万５千円から積立金を

除く関平鉱泉所関連歳出合計４億9,258万１千円と観光バス運行事業への財源充当分500万円、人事

管理関係各種協議会等参画事業への財源充当分330万３千円、鹿児島中央駅電照看板設置への財源充

当分139万７千円を差引いた、3,570万４千円を計上しています。令和６年度については、独自Web サ

イトのリニューアルに加え、リピーター購入に繋げるために定期購入システムを新たに構築すると

ともに、全国で唯一の自治体直営工場で安心・安全に製造している強みを活かし、福岡地区や首都

圏への販売促進強化を図り、コラボ商品の開発や事業者へ積極的な営業活動を展開してまいります。

以上で、商工観光施設課の説明を終わります。 

○委員長（宮田竜二君） 

  ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（植山太介君） 

商工振興課にお尋ねいたします。ふるさと納税促進事業についてであります。説明資料の１ペー

ジで内容を見ていきますと令和５年と令和６年と比べますと、会計年度職員の方が３名から２名に

なるということで、コロナが明けて企業版ふるさと納税もそうですし、歳入確保について率先して

これから取り組んでいきたいという中で、心配になったところではあるんですけどそこの説明をお

願いいたします。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

今御質問のありましたように毎年寄附がおかげさまで増えておりまして、件数も今年度7,000件ほ
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ど増える予定でございます。そうなった中で職員というのは確保したいところなんですけども、今、

いろんなものが外部に委託できるようになっておりまして、今回来年度予算に証明書の発行業務を

外部委託する予算を組んでおります。その関係で大分業務が減るところもありまして、今回１人減

という形で対応させていただいています。 

○委員（山口仁美君） 

関連でふるさと納税の部分についてお伺いします。令和６年度の戦略としてどのようなふうに考

えていらっしゃるのか。本市の特徴的なところとして、大量に商品を生産するようなところがとて

も少ないので、これ以上伸ばしていこうと思えばやはり高付加価値の商品をつくらないといけない

と思うんですけれどもその辺どのようにお考えか、お示しください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

まず令和５年度の状況でいきますと、寄付単価が1,000円ほど下がりました。これの大きな要因と

いたしましては、やっぱり今物価高騰などもございまして、寄附者が少しでも安くて、大容量の日

用品を目当てに寄附される方が増えているように思います。これは来年度もそのまま続くのか。続

いた場合にそういった高付加価値の分になってきますと、そちらに寄付ができない可能性もござい

ますので、やはりそこだけに頼るっていうのは難しいかなと考えておりますので、経営者、本市と

いたしましては、やっぱり今の市場ニーズであります大容量で少しでも安いものっていうのを、事

業者様にもいろいろ、相談させていただきながら、そういうのも開発できないかというのを今進め

てますし、また山口委員が言われるように、宿の部分で、おかげさまで宿も２億8,000万ほど寄附を

いただいておりますので、せっかくこっちに来ていただいてる方がそれだけいますので、さらに追

加でしていただけないかということ今体験メニューを、増やしております。せっかく来たからには

せ、霧島市内で例えばいちごが利用していただいたりとか、工芸品、そういった作成をしていただ

いたりとか、そういったのにつなげていってさらに、寄附をしたくなるような仕組みづくりという

のを進めていきたいと考えております。 

○委員（德田修和君） 

植山委員の質疑の、１点確認なんですけども、会計任用職員委員が１名減った分は外部委託によ

って賄えるというような内容だったかと思うんですけども、外部委託の委託料というのはどういう

ふうに形で掲載されてきてるのですか。ここで、ふるさと納税促進事業で出てくる委託料について

はポータルサイト委託ほかという形で、令和５年度から比べても、対して金額の変化は見られない

んですけども、確認させてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

今回の委託については今この委託料の中で組んでおります。昨年度からすると変わってない部分

につきましては、各ポータルサイトが、結構この委託料を今年度変えてきたりとかされましたので

その関係で大体同じような金額になっておりますけども、今一応委託に関しましては、ワンストッ

プ特例申請とか、証明書の発行につきまして１件で180円で対応、これは送料まで込みです。という

のを委託をする予定です。 

○委員（下深迫孝二君） 

１ページのふるさと納税のところでお尋ねをします。お礼の品調達に関わる費用ということで、

４億8,828万ということなんですが、霧島市においては、例えば霧島以外から何か取り寄せて送って

いるとか、都城でありましたですね。とんでもないことをしてましたけど、そういうことは、市内

全域のものだけでされてるかどうか確認してますか。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

ふるさと納税につきましては、総務省の規定で、やはり地場産品でないといけないというルール

がありますそのルールにのっとったものだけを、返礼品として取上げております。ただ、この返礼

品の発送先がどうしても宮崎県の工場から発送することであったりとか、また本社が東京を大阪と

かであるスポーツメーカーのものなどもありますので、そういった発送先がどうしても霧島市外に
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なるものも一部ございます。 

○委員（下深迫孝二君） 

違反になることはないと、というふうに信用していいわけですね。 

○委員（今吉直樹君） 

ふるさと納税についてお伺いします。令和５年度分の寄附者の数、まず教えてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

２月までの数字でよろしければ、令和５年度２月までの寄附件数が、29日までが約６万件という

ふうに寄附がなっております。あと寄附額が約15億5,500万円となっております。 

○委員（今吉直樹君） 

そのうち新規が7,000ぐらいあったという先ほどの話で理解したんですけど、新しく寄附をした方、

それでよろしいですか。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

7,000件というのが昨年度の寄附件数からすると7,000件ほど寄附が件数が増える予定です。 

○委員（今吉直樹君） 

令和５年度で7000基増えたよっていうこと。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

令和４年度は５万4,000件ほどで、令和６年度から２月の中で６万件ほどなので、恐らく３月の段

階であともう増えて、トータルで7、000件ほど令和５年度は増えるという予定です。 

○委員（今吉直樹君） 

地区別で多い順に、上位３地域、お願いします。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

これもまた２月末現在になりますけれども、東京都が１、２が神奈川県、３位が大阪府、４位が

愛知県、５位が埼玉県、これはもう昨年度と同様の順位になっております。 

○委員（今吉直樹君） 

最後ですリピート数、２回目以降の購入者が、どれぐらいいらっしゃったのか教えてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

こちらにつきましては正確な数字が出せない。というのが、その方が引っ越しをされたりとかし

たときに住所が変わってしまうと、そこの人が本当に各自寄附をされた方かとかいうのは分からな

いので、正確な数字は分かりませんが霧島市で約４割ぐらいだと。今のお名前などを見ていると大

体4割ぐらいかなというふうに思っているところです。 

○委員（下深迫孝二君） 

このふるさと納税で返礼品として、関平鉱泉がどのくらい送られているか、お尋ねします。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

件数を、今持ってきてませんけども、金額でいきますと今２月末現在で約１億4,000万円寄附をい

ただいているところです。 

○委員（今吉直樹君） 

新規事業の主要事業資料の中の、６ページの人材確保支援事業について、商工振興課にお尋ねい

たします。まずこちらの補助限度額、①から③が30万と。④から⑥が10万円が補助限度額なんです

けど、これはそれぞれが30ですかね、それとも１から３を合計した上限額なんでしょうか。 

○商工振興課特任課長（肥後克典君） 

今すいません手元に詳細な資料がございませんので、時間をいただいて後ほど回答させていただ

きたいと思います［〇ページに答弁あり］。 

○委員（今吉直樹君） 

別な質問をします。今外国人の労働者の方が、特定技能という形で入ってきやすくなるんですけ

ど、そういった方々の採用に関する面接などの経費をこの補助金で賄えるのか、それも対象になる
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のか教えてください。 

○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

ただいまございましたように、外国人の技能実習生の受入れっていうところが進んでいるところ

もありまして、これも採用活動の一つというふうにとらえまして、この技能実習生の受入れに関す

る費用についても対象としているところでございます。具体的には、受入れ事業所である企業の出

張者を含む、それから、技能実習の実習生の片道向こうからこちらに来る片道の旅費を対象として

おります。 

○委員（植山太介君） 

そこの関連なんですけども、所管する令和６年度、特出すべき事業の３ページの説明のところに

令和４年霧ジョブをして、令和５年にこのようなのをして、今回単独事業で行うというような流れ

が書いてありまして、令和５年度の暫定で44件これを使われたと。1,600万ぐらい使われてるという

ことで、これを活用して実際人材が確保できたそこら辺までのデータというのをお持ちなのか分か

っていればお聞かせください。 

○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

あくまでも、事業実績に基づく中で、どの程度の採用ができたかっていうところで見てみますと、

今44件と言いましたけど、実質は39事業所となりましたけれども、実際応募から採用に至るまで決

まったのが42名ということで実績が上がっております。 

○委員（植山太介君） 

理解いたしました。分かりました。42名ということ。それと、口述では本事業は市内事業者が行

う正社員の採用活動等にって書かれたんで今後とかでもいいんですけど、パートとかアルバイトと

か、そこら辺っていうのは何か検討はなかったのかそこまでお聞かせください。 

○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

この事業自体も、労働とか定住人口の増加っていう部分を目的にしておりますので、安定的な雇

用の創出というところが必要だというところから、期間的な雇用の対応とかっていう部分について、

パートアルバイト、そういったものの臨時的な雇用形態だったり、派遣社員といったような直接的

な雇用契約関係のない社員については、対象外ということで整理をしております。 

○委員（竹下智行君） 

関連で教えてください。産業別でというか例えば福祉関係が何件とかそういう産業別で分かりま

すか。 

○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

令和５年度で実施いたしました人材確保支援事業の実績でいくと、やはり１番多かったのが、建

設業の９件、そして、２番目が医療福祉８件っていうことで、３位以下はもう大体同じような数字

と三、四件となっているところでございます。 

○委員（山口仁美君） 

関連でお伺いします人材確保支援事業のところでございます。今、どこも人が足りない状態にな

っていることからこの事業が新規で入ってきたんだと思うんですけれども、現在の本市内の就業率

はどの程度なのか、要するに今から働く方を確保するわけなので、就業率はどの程度なのか、他自

治体と比較してどのような状況にあるのか、お示しください。 

○商工振興課特任課長（肥後克典君） 

すいません就業率等のデータに関しまして手元にございませんので、また後日、関係団体等確認

した上でお答えさせていただきたいと思います［３月18日15ページに答弁あり］。 

○商工振興課長（立野 博君） 

就業率は分からないんですけども、有効求人倍率については、やはりいって1.08倍だったり1.1

倍だったりっていうのが、ここ三、四年続いている状況ということで、人手不足感があと事業者と

話をしましても、やはり、人手不足感というのがすごくあったというのが、状況でございます。 
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○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

先ほど今吉委員からございました。メニューに応じて限度額が決まっているけどって話だったん

ですけども、最大１事業所の30万円が上限です。 

○委員（山口仁美君） 

今就業率等をお聞きしたのがどれだけまだ余地があるのかっていうのを見るのに必要じゃないか

なと思ったからなんですけれども、その内容によっては、やはり求人を出しても出しても人自体が

いなくて、対象者がいなくて、なかなか確保できないというところに近づいていくんだろうと思い

ますので、状況によっては、先ほど、植山委員からありましたように、多様な人材の確保に向けた、

少し幅の広さも必要じゃないかなと思うんですが、それを検討していかれる予定はないのかお伺い

します。 

○商工振興課特任課長（肥後克典君） 

ハローワークの現状等を考えますと、求人の仕事を探してる方の数は一定数いると。ただそこと

事業者とのかみ合わせがうまくいかないというか、希望したところとの整合性がとれてないという

ところでの人材不足というところもありますので、今おっしゃったパート、アルバイト等について

はまた引き続き慎重に検討していきたいと考えています。 

○委員（下深迫孝二君） 

返礼品のとこでもう１点お聞きしておきます。霧島市は、畜産農家が非常に多いわけですよね。

最初の打合せの牛肉はかなり返礼品として、取り扱われたというような話も聞いてますけれども、

何かやはり油が濃くて、食べたときに口に残ると言ったような話を聞いたか聞いたんですが、やは

り今現在どのぐらいの牛肉の返礼品として、利用していただいているか、お尋ねします。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

今、議員のおっしゃるとおりで結構やっぱりこの脂身のところはよく言われまして、特にヒレで

あったりとか、赤身肉の注文だったり、お問合せっていうのが増えているのが現状でございます。

霧島市の今年度のカテゴリーごとのランキングでいきますと、牛肉は全体の中の６位でありまして、

寄附件数ベースでいきますと全体の5.4％の牛肉への申込みというふうになっております。 

○委員（下深迫孝二君） 

やはり実績は分かっていれば畜産農家にも、農政畜産課を通じて、言ってあげることによって、

もっと消費がどんどん消費をしていただけるということにもなるんじゃないかというふうに思いま

すので、ただおたくだけで情報をとめとくんじゃなくて、提供していただきたいということも要望

しておきます。 

○委員（宮内 博君） 

８ページの立地企業の支援事業の関係で、お尋ねをいたします。前年度からすると２億円以上の

予算が計上されてるんですけどその大きなのが施設整備補助金が占めているのかなと思いますけれ

ど、この内容について説明をしてもらえませんか。 

○商工観光課特任課長（住吉謙治君） 

この補助金に関しましては、毎年度、補助対象企業も異なりますし、設備投資等の額も異なって

いくので、この補助額っていうのは毎年度流動的ということになっております。まず、用地取得費

の補助金でございますけれども、これは前年度と同じ２社なんですけれども、用地取得費が小さか

ったということで、この部分では前年度よりも減額になっておりますけれども、対象企業といたし

ましては、株式会社柳川合同、それから株式会社テクノクロス九州の２社を対象としております。

それから、施設設備の補助金に関しましては、前年度１社だったんですけども、今回、３社という

ことで、この３社というのが、大規模投資によるものでございまして、大幅増になっておりますけ

れども、１社が京セラ株式会社、２社目がマイクロカット株式会社、３社目が、ソニーセミコンダ

クタマニュファクチャリング株式会社でございます。 

○委員（久保史睦君） 
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数点確認、お聞かせください。まず主要な施策５ページのふるさと納税促進事業の中で３点ほど

お伺いしたいと思います。実施する背景課題の中で、物価高騰の影響を受けにくい本市ならではの

返礼品の開発、これはどういったものを想定されているのかまず教えてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

霧島市でしかつくられていないものであったり、例えば工芸品、そういったものであれば、金額

は上がったとしても霧島でしかないですので、例えばそういったものにはやっぱり寄附が来やすく

なりますので、そういったものを増やしていきたいという意味で書いております。 

○委員（久保史睦君） 

工芸品等は余りそしたらそんな価格変動というか、あんまり大きくないというふうな、今僕、理

解で受け取ったんですけどもそういうかそういうことですか。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

価格はやはり工芸品も上がっております。ただ、上がってるんですけども、もう霧島でしか手に

入らないので、それで寄附をいただいているという形になっております。 

○委員（久保史睦君） 

物価高騰の影響を受けにくいという表現、そういうのがあるんだなあと思って今聞かせていただ

いたところがまず１点です。今今物すごく物価が高い中で、どうなのかなと思ったんすけど、もう

それはいいです。その下の段の、私ふるさと納税促進事業非常にこれいい事業だなと思っておりま

して、その下のウェブ広告等を活用した戦略的なＰＲ、今までとどういった違う戦略的な部分が含

まれているのか。ここを教えてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

今、ウェブ広告が様々な広告手段がございましてもターゲットをかなり絞りやすくなっておりま

す。地域でも選べますし、年代でも選べますし、中にはゴルフをよく検索されてる方だけにゴルフ

用品を広告で出すこともできるようになっております。そういった市場ニーズを見ながら、今どう

いったものが皆が求めているのか、それを霧島市の返礼品として、そういったものを紹介できるも

のがあれば、そういった方をターゲットに直接広告を出させていただいているところでございます。 

○委員（久保史睦君） 

もう１点この事業に関連して今度は事業内容のところで旅先納税というふうにここに表記がある

んですけれども、これ具体的にはどういったような取組をされていかれる予定なのか、ここについ

て教えてください。 

○商工振興課主幹兼ふるさと納税推進グループ長（美坂雅俊君） 

今この旅先納税というのはすごくいろいろなところでも言われておりまして、やり方がもう本当

にいろいろありまして、例えば自動販売機を置いて、その場でふるさと納税ができるとかがあるん

ですけども、霧島市は今ペイペイ商品券、これは霧島市に寄附をした場合、例えば１万円寄附をし

たら3000ポイントペイペイのポイントがつきますので、ペイペイが使える。各店でこういったもの

が使えるようになりますので、先ほど山口委員からもありましたけどせっかくこうやって宿にも来

てくださってる方とか、来てくださる方もおられますので、そういった方なんかがさらに買物であ

ったり、いろんなお店に行きたくなるような、旅先でまたさらに追加でふるさと納税したくなるよ

うな仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。 

○委員（山口仁美君） 

５ページの新規創業第２創業促進支援事業についてお伺いします。これ何年目かに当たるわけな

んですけれども、令和５年度までの実績、どのような状況なのかということと、令和６年度の内容

についてまずお知らせください。 

○商工振興課主幹兼商工観光政策グループ長（西村賢三君） 

本事業につきましてまず、令和５年度までの実績としまして、令和元年度に普及啓発を目的とし

た講演会を開催し、令和２年度には市民８名の委員とともに、戦略会議を全７回開催し、霧島リノ
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ベーションまちづくり推進ガイドラインを策定するとともに、市、商工会議所、商工会の３者によ

る霧島リノベーションまちづくり実行協議会の設立や、庁内横断的な組織であるタスクフォースを

設置し、事業推進体制の構築を図ってまいりました。令和３年度につきましては、学生を対象とし

た、起業家プログラム、女性を対象とした女子企業ｌａｂ、10人程度のチームを組み、実際の遊休

不動産を所有するオーナーに対して、事業提案を行うリノベーションスクールや、１市６町の地域

資源をプロデュースして事業を創出するエリアマネジャー育成コースを実施しました。令和４年度

につきましては、引き続き霧島女子起業ラボ、リノベーションスクール、あとエリアマネージャー

育成コースへ国分中央未来研究室、隼人未来研究室を実施しました。そして、令和５年度につきま

しては、女性の起業を支援する霧島女子企業ラボを引き続き実施するとともに、隼人町に実在する

空き店舗と公園の活用を提案するリノベーションスクールを実施しました。そのような中で、セミ

ナー参加者らの取組として、国分中央地区においては、リノベーションスクールの対象案件となっ

た物件が飲食店として開業されたり、またサウナを地域の方々と一緒につくるワークワークショッ

プが毎月開催されている状況になっております。令和６年度につきましては、令和５年度等からの

引き続きなりますが、新たなプレーヤー発掘支援事業としてまた霧島女子企業ラボとして、若い世

代や女性の創業に対する興味関心の醸成、創業促進することを目的として実施することとしていま

す。またリノベーションスクールについても、令和６年度については引き続き隼人地区で行う予定

としているところです。 

○商工振興課長（立野 博君） 

つけ加えましてさらに新規創業ということですけれども、具体的に言いますと、市街通りに、今

まで空き店舗、ところが飲食店をやったり、サウナをつくろうということでそういう動きがあった

り、まだ実際には開業してませんけれども、また１件、契約が進んでいる開業をしようとしている

動きもございます。あと、議員も御存じだと思いますけど定期的なマルシェが行えたりしているよ

うな状況です。 

○委員（山口仁美君） 

創業促進事業などで創業者がどのような推移で増えたのかどうなのかというところもあわせてお

願いします。 

○商工振興課長（立野 博君） 

創業者数におきましては、ＫＰＩで、令和２年度から令和４年度で設定してたのが10戸という目

標でしたけども、実績としては27。 

○委員（山口仁美君） 

もう１点、令和６年度で290万予算を計上されているんですけどもこの女子企業ラボ、そしてリノ

ベーションスクールが終わった後の展望といいますか、どういうふうにしてまたこの後につなげて

いくのかということを運営の中で、考えていらっしゃるのかお伺いします。 

○商工振興課長（立野 博君） 

女子企業ラボが年間通じて６回、リノベーションスクールこの間３月にしたんですけれども、３

日間にかけて行ったという形でしたけれども、その中で、すぐに創業しようという、したいという

人もいますし、中には、興味があって参加したという方もいらっしゃいました。そういう人たちっ

ていうのは、ただ創業だけじゃなくて、そういうことに参加した同士の人のつながりとか、また、

地域とのつながりというのをすごくなんか求めているという印象も私も受けたんですけれども、そ

ういう事業を通じて、その人たちがもっと興味を持って、チャンスがあれば、創業をというような

チームを感じてきたところでございます。６年度につきましても、同様の事業になりますけれども、

またここら辺を、そういうスクールを開催している事業者等も打合せをしながら、ブラッシュアッ

プっていうんですかね、そういう形ができていくのか、また、６年度も模索しながらやっていきた

いと思います。 

○委員（山口仁美君） 
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最後もう１点なんですけれども国分のスクールもそうですし隼人のスクールもそうなんですけれ

どもこのリノベーションスクールの対象案件になる物件の探しに、非常に苦労なさるのではないか

なと思いながら見ているんですが、令和６年度においては、改善に向けた工夫というか、される予

定でありますか。 

○商工振興課長（立野 博君） 

物件探しは、私も担当と一緒に回りまして、かなり苦労しました。苦労しましたというよりも、

やっぱり、地域の状況にもよるんでしょうけども、隼人の駅の前とかっちゅうのは、お店は閉まっ

てるんですけども、やっぱり２階に住まわれていると、そういうお家が多くて、そこで下を貸して

リノベしてという、であれば、住みにくいよねというような御意見もありました。単体でというか、

１戸である家で空き家ところをリノベをさせてくださいって言ったら、いいよねといってよく協力

してくださった方もいらっしゃったわけですけれども、なかなかやっぱり物件探しというのは大変

なところもあると思います。そこら辺をまた、どういう方法がいいのか分かりませんけども、足で

稼ぐのかまた情報も入れながら、そこら辺はまた探していきたいとは思っております。 

○委員（山口仁美君） 

この対象物件にする際に、余りにも安い金額とかっていうのを提示するとなかなかお引き受けさ

れないんじゃないのかなというふうにも見てて思いますので、この貸主の方にもメリットといいま

すか、これは協力したほうがメリットがあるなと思っていただけるような枠組みでの声かけも工夫

していただきたいと、これ要望しておきます。 

○委員（下深迫孝二君） 

企業誘致の担当にお尋ねします。企業誘致対策事業ということで、いろいろ上がっているんです

が、現在、企業がもし来るというふうになったときに、工業団地がないわけですよね。もう霧島市。

県の溝辺の空港のところ、あそこ辺りを当てにされてるんでしょうけども、何でもう少し企業誘致

を進める上で、市の独自の工業団地というものをつくっていかれないのか。私はもうそこら辺が不

思議でしようがないなと思って、やはり企業が来てるわけですよ。今現在もう溝辺もそう長くない

うちに、塞がってしまいますよね。上野原工業団地ももうほとんど埋まってしまったわけです。そ

こら辺はどのように捉えていらっしゃいますか。 

○商工振興課特任課長（肥後克典君） 

今委員がおっしゃるとおりやはり空港、高速道路等を含めて、我が市は、企業が求める要件とい

うのはかなり有している恵まれた環境にあるのかなと思っております。その中でおっしゃるとおり、

上野原をはじめ、溝辺の臨空団地等もほぼ完売という状況になってまいりまして、そこにつきまし

て私どもとしても、適地調査というのを過去にしたことがあるんですが、やはりなかなか平地を確

保するような一定の面積を、なかなか探し出せてない状況にあります。その中で、やはりそう言っ

ていながらそのままというわけにはまいりませんので、今後さらに適地調査等を進め、踏まえなが

ら、整備の方向を考えていきたいと思います。 

○委員（下深迫孝二君） 

前、企業が来てから、その場所を希望されるところということをおっしゃってましたけれども、

そんなことをしてたら企業なんていつまでも待ちませんよ。ですから、やはり、何箇所かつくって

おけば、ここでいいかということでですよ、今までもそういうずっと決まってきているわけです。

旧国分市あたりもかなり、造成団地をつくって、そのために多くの企業を立地してきたということ

があるわけです。ぜひとも、ここは思い切って、やっぱ工業団地の２、３か所つくっていかないと、

ほかの地域に遅れをとってしまうと。姶良市なんかでも企業誘致したくて仕方がないわけなんです

よ。あそこの場合企業が少ないですから。だけどやっぱり空港も近いし、そして若者も多いという

ことで、皆がそう見てるわけですから、もう少し、やる気を出して、企業団地、これつくっていた

だくように、というふうに思いますけど部長どうですか。 

○商工観光部長（池田豊明君） 
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工業団地の必要性というのは十分感じております。今企業が求めるというのが、霧島市で言いま

すと、やはり国分隼人が企業は立地として求められているところです。工業団地という企業の規模

にもよりますけど、ある程度の広大な土地となりますと、今、農振農用地しかもほぼないという形

になります。現実的な話になりますと、農振農用地を工業団地にしていくとなった場合、企業のニ

ーズがないと農産法というのがあるんですが、企業のニーズがあってこそ農地の農振除外であった

り、そういうことができるとなっておりますので、そこの部分について、今のところ、企業がない

といいますか、直接にそこっていう話がない中で、工業団地というのはなかなか難しいと思ってお

ります。ただ、それを言っておいたままでっていうこともできませんので、その辺は十分また考え

ながらやっていきたいと思っております。 

○委員（下深迫孝二君） 

梅ヶ谷の辺でも山を削ったところに企業が来てるわけですよ。ですからつくれば。例えば山を削

って出たシラスを田んぼを埋めるときに即使えると、どっかにためときゃいいわけですから、そう

いうこともやっていかないと、本当に、遅れをとってしまうというのを常々こう考えてるもんです

から、この予算委員会のところで申し上げましたけど、ぜひそういうこともければ検討していただ

いて、前向きに取り組んでいただきますように、要望しておきます。 

○委員（山口仁美君） 

９ページ、観光総務管理事務事業の拡充分について確認をさせてください。今回ＰＲタイムスを

使って情報発信をしていかれる予定ということなんですが、この内容は観光に特化したＰＲのみな

のか、そして令和６年度で、特に話題性のある内容を事業の中で予定しているのでこのＰＲの情報

発信を入れてこられたのかという背景についてお示しください。 

○観光ＰＲ課長（山口清行君） 

今回拡充というか新規で出させていただいて、このＰＲタイムですけれども、観光に特化したと

いう御質問でしたけれども、我々としては、やはり霧島市の観光というかＰＲをするためですので、

観光につながるＰＲという形で活用させていただこうと思っております。具体的な内容としまして

は、例えば旬の話題、例えば今ですともうしばらくしたら、桜が咲くと、今ちょうど霧島どこどこ

公園は桜の見頃ですよとか、例えば初午祭が１週間後にありますよとか、そういう旬の情報とか、

そういったことのＰＲに使うというような形で考えております。 

○委員（山口仁美君） 

旬の話題ということなんですけれども、秘書広報課とかでもＰＲ自体をされるのかなと思ったも

のですから、同じような作業を両方でされるのか、ここは観光協会とかと、連携した形で観光に特

化した情報なのかっていうところに確認をしたいんですが、協議は庁内でどのようにされているの

か含めてお願いします。 

○商工観光部観光ＰＲ課長（山口清行君） 

具体的には，秘書広報課との協議すみ分けっていうのは具体的にはしないところなんですけれど

も、観光課対馬観光ＰＲ課としましては、今委員がおっしゃったように観光協会であったりとか、

そういう観光関係団体、場合によってはホテル旅館、そういったところとコラボして観光に特化し

た情報をＰＲしていこうと考えております。 

○委員（植山太介君） 

その次の10ページ説明書の10ページ、観光ＰＲ課にお尋ねいたします。口述の観光誘客事業につ

いてです。口述では官民一体となった観光客や受入れ態勢事業に取り組むため、643万5,000円とお

っしゃっておられましたけど、こちら具体的に令和６年度このようなことを特に取り組んでいきた

い取り組まれたいということがございましたらお聞かせください。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

観光誘客事業ですけれども個々具体的に言いますと、いざ霧島実行委員会、そこへの補助金とい

うような形になるんですけれども、どのようなことといいますと、具体的にはやはり、今年度一般
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質問等でも、複数の議員からありました。例えば国立公園90周年、そういったことのＰＲであった

りとか、あとはもろもろの事業でして、温泉を活用した誘客普及宣伝事業であったりとか、あとＰ

Ｒキャラクター、アヒル隊長とかおります。そういったことを活用した事業であったりというよう

なところを、今年度やっていこうと考えております。 

○委員（植山太介君） 

理解いたしました。そのまま次のページの11ページです。外国人観光客誘客促進事業についてで

あります。この委託料が令和５年度と比べますと令和５年度が78万円ぐらいなのが282万6,000円と、

結構増えているようですけども、コロナが終わってどんどんいろいろなことが進んでいくというこ

となんだと思うんですけど具体的に、ここが増えた要因というのをお聞かせください。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

ここが約３倍ほど増えてはいるんですけれども、具体的には、外国語パンフレットの作成を考え

ておりまして委託料、内訳を申しますと、繁体字、これは香港、マカオ、それから台湾向けのパン

フレット１万部つくろうと。それから、簡体字、番これが北京とか上海、そこ向けに１万部、それ

とあと韓国語版、それを１万部それぞれ作成する予定でして、その分の委託料が増額したというよ

うなことです。 

○委員（植山太介君） 

そのパンフレットはどうやって配布するそういうのが決まってたらそこまですいません、お教え

いただけたらと思います。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

これはいろいろ海外向けにセールス等を行うとき、誘致そういったときにお配りするのに使いま

す。ですから、ただなかなかこう、単独霧島市のみでは、そういうセールスとかも、やりにくい部

分もありますので例えば県の観光連盟であったりとかそれから九州観光機構のいろんな取組であっ

たりとか、そういうセールス商談会というのがあり、そういったときにまとめて持っていって、ま

た配ってＰＲしてもらうというような時に使うパンフレットが多い。あとは個別の求められる方も

当然おりますので、その辺で使ってもらいます。 

○委員（宮内 博君） 

同じページの初午祭の支援事業の関係ですけれど、240万円。ふるさときばいやんせて基金を活用

するということでありました。今年３月３日は17頭の馬が出たという私ものぞきましたけど、大変

たくさんの方が、来ていらっしゃいました。春を告げる、地域の一大行事だろうと思うんですが、

動物がとにかく相手でありますので、この馬をしっかり、育てて、次年度も出場できるような支援、

それが継続して続かないとなかなか厳しいのかなというふうに思うんですけれども、17頭のうち、

霧島市内から何頭だったのか、それらの状況をお示しください。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

17頭のうち、神馬、親馬ですね。それからポニー、合わせて17団体だったんですけれども、すみ

ません霧島市内の馬っていうのは、霧島市内の馬主、ここにつきましては現在５名の方がおられま

す。今言いました、５人につきましてはそれぞれその５件のところで、神馬とポニーと２頭飼って

るとこありますし、１頭だけのところもありますが、すいません馬については押さえてないもんで、

後ほどでもよろしいですかね。 

○委員（宮内 博君） 

馬を押さえてなければなかなか市内のいわゆる馬場主の方たちを支援をする取組であったり、あ

るいはその継続して馬を育てることができるような体制。そういうのをどういうふうにつくってい

くのか、支援をしていくのかというのがなかなか見えにくいのかなというふうに思うんですけど、

令和６年度中、どういう取組をするのか。神馬は、もともと加治木からもう伝統的に最初に踊って

もらうということになっているようですので、主催する地元で、どう育てていくのかっていうのを、

どんなふうに考えてるんでしょうか。 
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○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

場主への支援としまして、例えば年度によって若干金額の違いがあるんですけれども、奨励金額

という形で、神馬に対しまして例えば令和５年度ですと5,000円の12月期分で６万円であったりとか

それからポニーですと月3,000円の12月で３万6,000円というような形で、奨励金という形で支援を

させていただいております。この金額ですけれども、令和４年度につきましては、若干ＪＲＡとか

そういった補助金等も入っておりますので、そういった補助金を活用させていただいたりとかして

おりました。これも初午祭の実行委員会からの奨励金の支出とかしていきますので、今ありました

意見等も含めて、また実行委員会とも協議しながら、そういう支援の在り方と、とにかく、伝統の

祭りでもありますので、やはり長続きする、それから馬主等もやっぱり育成して、何といってもや

っぱ後継者の育成というのも大事だと思いますので、そういった視点も交えながら、検討していき

たいと思います。 

○委員（今吉直樹君） 

拡充事業の霧島神宮アクセスバスについてお伺いします。12ページになります。観光バス運行事

業です。土日祝日４便走るのは大変いいことだなと思っています。このバスの概要をまずお聞きし

たいんですけど。バスのサイズ、運賃を教えてください。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

仮称ですけれども霧島神宮アクセスバスのまず事業概要ですけれども、鹿児島空港から霧島温泉

郷。具体的には丸尾を経由しまして、霧島神宮、それから今度３月22日にリニューアルオープンし

ますけれども、霧島神宮駅を結ぶ、観光バスの自主運行という形で運行してまいります。運行本数

ですが、今ありましたとおり、鹿児島空港発は毎日３便、それから、霧島神宮発が平日３便で土日

祝日を４便ということで、どうしても路線バスが、土日は特に、ここ最近減便されてますので、そ

れを補完する意味合いでも、土日を手厚く、走らそうと思っているところです。それからの料金の

設定の件ですけれども、一応以前ありました周遊観光バス、それについては一律幾らという世界だ

ったんですけれども、これにつきましては料金制を導入しようという形で、乗った距離に応じてと

いうことで今取り組んでいるんですけれども今そこも、当然予算が通過した後にバス会社と協議し

てまいりますので、やはり料金徴収とかそれからこのバスというのはインバウンド対策も考えてま

す。というのが今、鹿児島空港から霧島神宮に行くには、どっちを通っても、例えば丸尾を経由し

ても、それから国分駅を経由しても乗換えないといけないんですよね。そういったことが外国の方々

にやっぱり分かりにくいということで、一発でいけるような、そうしたときに、料金を本当に細か

く設定していいのかっていうのもまた出てきますので、そこらあたりもまたバスの運行会社と協議

して、一律にするのか、それから料金制にするのかというのも、予算通過後また業者と協議してま

いる予定です。それからバスのサイズですけれども、今、うちで計画してるバスにつきましては、

令和４年度まで、運行しておりました周遊観光バス、結構大型のバスなんですけれども、そのバス

を使おうということでバス車乗られた方は分かるかと思うんですけど、非常にゆっくりしてまして、

車窓というか、景色を楽しんだりとか、それから大きな外国人というと変ですけれども、結構体格

のいい外国人でもゆったり乗れるよねということで、バスを一応計画しています。 

○委員（今吉直樹君） 

それから、乗降場、乗ったり降りたりする場所については、鹿児島空港、丸尾、霧島神宮、神宮

駅４か所なのかそれとも途中で嘉例川駅、霧島温泉駅等によるのか、その辺りはいかがでしょうか。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

乗降場、バス停につきましては今委員が言われた分も基本に、嘉例川駅であったりとかあります。

それから、今霧島温泉駅というのが出ましたけど、どうしても、最初はそこはいかない予定でして、

ただ、今牧園総合所で一旦分かれます。空港行きと温泉駅と。ですから牧園総合支所にもバス停と

いう形で、そして乗換えてどうしても最初のうちは霧島温泉駅に行こうというような形で、あとは

途中でホテル、丸尾出ましてそのあと神話の里とか、一応計画しております。 
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○委員（今吉直樹君） 

分かりました。最後なんですけど、乗ったりおりたりマイプランっていう制度があるんですけど

こちらは適用外でしょうか。 

○商工観光部観光PR課長（山口清行君） 

乗ったりおりたりマイプランも使えるような形で今検討を進めております。 

○委員（宮内 博君） 

14ページの関平鉱泉水の関係で、お尋ねいたします。補正予算のときにも若干、議論をしたとこ

ろなんですけど、口述では、自治体直営で生産しているものだということで、販売の促進を図ると

こういうことで令和６年度も取り組んでいくということなんですが、何せ量が非常に限られている

という部分がありますよね。売るだけ売れるというものではなかなかないと。そこで以前から議論

をされてきた一つに、大出水の湧き水をここで製造販売できるような形で、施設そのものはそうい

う形で整備をされてるんだということで、一定期間実験的な取組もやってきた経過がありますよね。

これがどういうふうに戦略の中で位置づけられているのかということについて、お聞かせいただけ

ませんか。 

○商工観光施設課関平温泉・関平鉱泉所長（徳永健治君） 

いつも、ありがとうございます。関平鉱泉については、湯量につきましては、やはり、製造が延

びてますので、ホームページでも周知してるんですけど、実は、今、利用制限をしている公衆浴場

の温泉、今平日も午後２時から入浴できる形で復活してたんですけど、やはり、またそこが厳しく

なってきてる状況が見えてるもんですから、３月21日以降の土日祝日のみ、14時から入力できます

ということで今周知をさせていただいて、これからまたあったかくなってきて、また湯量が足りな

くなる前に今そういうタンクの調整をしてるところでございます。また、大出水につきましては、

以前、もちろん給水タンクで持ってきて、ボトルの製造まで作る過程まで済んでおりまして、一応

備蓄水として、可能性を探るということで、2017年３月29日から、ずっと検査する前にまず備蓄で

行けるかということで調整してまして、昨年６年目というところで一旦分析に出しております。分

析した結果、飲用水として問題はないということでありましたですけど、関平鉱泉水がおかげさま

で、今のところ５年連続で前年度売上げを見込めるんですけど、やはり業者の方とお話しするとこ

ろでいくとやはりこの関平鉱泉水自体の持つ成分だったりとか、その水のほかにはない差別化され

た特別な水だっていうところで、やはり取引先が増えております。取引先につきましては、５年前

が80店舗ぐらいだったところが今現在198店舗ぐらいまで増えてまして、さらにここもまた伸ばして

いこうかなと思ってますので、そこは同じコストはかかるんですけど、大出水という水があるんで

すが、この水をボトリングしたときに果たして販路が確保できるかというところが１番の問題とい

うことで今後また検討していく必要があるのかなって思っているところです。 

○委員（宮内 博君） 

３月からさらに温泉の利用を抑制せざるを得ない。こういう状況になってるわけですよね。この

前補正で議論したばっかりですので、新たな取組はまだだろうと思いますが、その議論を経て何ら

かの再度議論をして、方向性が検討されている部分があれば紹介してください。 

○商工観光部長（池田豊明君） 

この前の補正予算のときにも質問いただいたところですけど、実質、数字での年次計画というの

はなかなか立てられておりません。例えば、温泉にどれだけ、湯量を回して、ほかの部分を関平鉱

泉水として販売するのか、そのときに損得の問題じゃないですけど、そういう形では、今、考えら

れないといいますか、温泉につきましては、やはり入られたいという方のために残しておくべきだ

ろうという考えであります。なので、そこをどこまで土日１週間のうちに２なのか、３日でってい

うことは、一応状況に応じながら、実証といいますかそういう形をしておきながら、入られる方々

の意見だったり、もっと入りたいとかっていうところを聞きながら、今後検討していかないといけ

ないのかなと思っております。数字的なところ、なかなかつかめないというところあるんですが、
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その部分についてのバランスということについては、やはり今後検討していかないといけないと思

っておりますので、そこの部分について今後また検討していきます。 

○委員（宮内 博君） 

関平鉱泉についてはシリカでしたかね。これが非常にいろんな効果があるということで注目をさ

れているということなんですが、霧島市内いろんな泉源を持ってるわけですけども、そこは全て調

査をして、そのようなものが含まれている鉱泉というのはもう全く関平鉱泉しかないということな

んでしょうか。宮崎もたしか出てるのは小林でしたかね。とかありますよね。その辺はどうなんで

すか。 

○商工観光施設課関平温泉・関平鉱泉所長（徳永健治君） 

  シリカ、いろんなところで今、民間だったりいろんなところで注目浴びてますただ、シリカにつ

きましてはまず天然シリカっていうのと、人工シリカっていうのがありまして、やはり貴重という

ところからなかなか天然シリカが手に入らないので人工シリカを使って、化粧水だったりとかの商

品使われてるんですけど、この人工シリカについては、吸い込むと肺炎起こしたりとか、体に有害

なところがあるということでたまに、シリカって、本当は体によくないんじゃないのっていう問合

せを受けたりしますけど、関平鉱泉については天然シリカでありまして、実際、大学とも検証して

研究しております。ほかのその中で教授が言われるには、天然シリカであっても、いいほうに作用

するシリカもあれば全然作用しないシリカもあると。関平鉱泉については、その天然シリカがすご

く多くあるミネラルウオーターであるということと、あとはミネラルのバランス、カルシウムだっ

たりカリウムだったり、そこは非常にすばらしいということで評価を受けてそこがうまい具合に調

合されたのか、検証としては、飲んでもいいし入ってもいいしっていうことで免疫力が高まったり、

肌についても皮膚を守るセラミド成分が活性化してるということで、効果が出てるということで、

いろんな商品ありますけど実際そこまで検証してる商品というのは、どうなのかっていうとこで私

たちではそこまで詳しく、やはりかなり研究というと費用がかかりますので、そこまでしていると

ころは余りないんではないかということで、思ってるとこですので、全ての商品がいいというのは

分からないと思います。 

○委員（山口仁美君） 

15ページの働く女性の家維持管理事業、先ほど口述の中でも、運営委員会を開催し、というよう

な内容がございましたが、令和６年度は何回ほど運営委員会を開催される予定なのか、またこの協

議というのはいつ頃までの間に結論出していく予定なのか、あわせてお願いします。 

○商工観光施設課長（園畑精一君） 

この働く女性の家運営委員会が本年の２月１日に設置しております。そのとき第１回目を開催し

ておりまして、来週、木曜日21日に第２回目を開催していく予定です。それで来年度は今予算的に

は３回計画しておりますが、最短でいけば令和７年に運用とか、名称変更は、スムーズにいけば令

和７年４月からとなりますけどもまだ、その中の協議の中で、また進み方が変わっていくと思いま

す。 

○委員（宮内 博君） 

19ページの西郷公園の管理運営事業の関係で工事請負費2,237万7,000円でありますが、現地でも

確認をさせていただき、それで、現地を見て、改良部分、全て取り壊すと。そして正面の部分も、

壊すということでの説明を受けているわけですけれど、鹿児島市内では鶴丸城のところの門を再建

しているような状況があるんですが、回廊は分からないでもないですけれども、門まで取り壊すの

かということを感じたんですけれども、どうしてもそういう方向でないと、事業として進まないの

かどうか。その辺その後議論したことがあればお示しください。 

○商工観光施設課長（園畑精一君） 

入り口の門、かなり重みがあって、すばらしいものだとは思っていますけれども今でも、維持管

理としましても、門が壊れたり、瓦が落下したりする危険性もございました。今回もうその門をど
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こに置くかということも考えましたけども、反対に入りやすく皆が利用しやすいためには門がない

ほうがかえって利用もしやすいんじゃないかという考えもございまして、維持費等も考慮しまして、

もう撤去で方針を決めました。 

○委員（山口仁美君） 

関連なんですけれども空港の周辺は慢性的な駐車場不足等もあるのかなというふうに思うんです

けれども、ここの駐車場今回整備されますよね。ここをコインパーキングにしたりとかする予定は

ないのか、管理はどのようにされるのか、民業圧迫に当たらないのかというとこも含めて気になる

んですがどのような構想でしょうか。 

○商工観光施設課長（園畑精一君） 

御指摘ありましたけども、今は駐車場つくった後、誰でも使える24時間入れる公園ということで、

勝手に止められる方が出てくることは予想されます。まだ対策とかいうものまでは考えておりませ

んけども、コインパーキングとかそういうのでは考えていないところでございます。今後、また管

理者とも対策を考えていきたいと考えております。 

○商工観光部観光ＰＲ課長（山口清行君） 

先ほど霧島市内の初午祭でのという御質問ございましたけれども、今回出場17団体、馬も当然17

頭出ております。そのうちの霧島市内の馬というのが９頭出ております。市外から８頭というのは

内訳です。 

○委員長（宮田竜二君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

  ないようですので、質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 ３時５０分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ４時００分」 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、会計課の審査を行います。執行部の説明を求めます。 

○会計管理者兼会計課長（栫 敏行君） 

  議案第43号「令和６年度霧島市一般会計予算」のうち、会計課所管の予算の概要について、説明

いたします。会計課では、収入・支出全般に係わる伝票などの審査事務をはじめ、市税や公共施設

等の使用料及び手数料、国・県等からの交付金や補助金などの収入金を安全・適正に管理するとと

もに、その収入を支払準備金として一定期間の預金運用をしながら、各種事務事業の執行に伴う支

出に充てるため、より緻密な資金管理計画を立て、支払等に支障が生じないように取組んでいます。

それでは、会計課関係予算について、説明いたします。予算説明資料３ページをご覧ください。会

計管理費の会計総務管理事務事業には、会計事務に必要な諸経費に係る経費5,200万４千円を計上し、

前年度比1,255万７千円の増加です。主な要因は、令和６年10月から全国銀行資金決済ネットワーク

における内国為替制度運営費の導入により、給与・賞与を除く公金の支出に係る銀行間の手数料927

万５千円と支払データ伝送の際に係るシステム利用手数料438万円の計1,365万５千円の増加による

ものです。また、コンビニエンスストア収納業務に係る委託に2,666万１千円を計上しています。令

和６年度から人件費等のコスト上昇に伴い、委託料単価が税抜57円から税抜77円に改定されます。

以上で、会計課関係の説明を終わります。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（宮田竜二君） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（宮内 博君） 

今回、2,255万7,000円の会計管理費の増加ということなんですが。ここで説明がされているんで

すけれども、もう少し分かりやすく説明をしてもらえませんか。 
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○会計管理者兼会計課長（栫 敏行君） 

はい、内国為替制度運営費の導入について説明をしたいと思います。令和４年３月29日の総務省

通知で、指定金融機関に取り扱わせている公金収納と事務に要する経費の取扱い等についての通知

文において、送金元銀行、霧島市だと指定金融機関から送金先銀行、送金先というのは他行の銀行、

鹿児島銀行等に対して支払われる費用である内国為替制度運営費の導入により、給与と賞与の支給

にかかるものを除く交付金の支出について、これまで無料であった送金元銀行、指定金融機関にお

ける手数料負担が令和６年10月から１件当たり税抜62円。税込みで68円となり927万5,000円の手数

料となっています。続きまして、支払いデータ伝送システム利用手数料関係について説明いたしま

す。この支払いデータ伝送システム利用手数料につきましては、指定金融機関であるあいら農協の

支払いデータ伝送サービスに係る手数料のことでありまして、振り込みに際して使用するあいら農

協のジャステムシステムに対して１件当たり税込み12円の手数料が発生することになります。この

ジャステムにかかる１件当たり12円はシステムを通して振り込み等処理をするため全件対象となり

ます。 

○委員長（宮田竜二君） 

ほかありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで会計課の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 ４時０５分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ４時０６分」 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、監査委員事務局の監査を行います。執行部の説明を求

めます。 

○監査委員事務局事務局長（山下美保君） 

  監査委員事務局に関する令和６年度一般会計予算について、ご説明いたします。まず、「公平委員

会費」でありますが、行政委員会の令和６年度一般会計予算説明資料の４ページ、令和６年度一般

会計予算に関する説明書は126ページから129ページをお開きください。公平委員会運営事業費48万

１千円につきましては、職員からの給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置要求や不利益処分

に対する審査請求などの審査等に要する委員３名分の報酬14万１千円のほか、委員及び事務局職員

の公平委員会連合会の総会・研究会への出席等に係る旅費26万９千円が主なものでございます。次

に、「監査委員費」でありますが、行政委員会の令和６年度一般会計予算説明資料の４ページ、令和

６年度一般会計予算に関する説明書は138ページから139ページをお開きください。監査委員費3,462

万２千円につきましては、事務局職員４名の人件費のほか、各種監査業務等に要する経費でござい

ます。主な予算としましては、委員３名分の報酬368万９千円のほか、委員及び事務局職員の各種総

会・研修会への出席等に係る旅費57万６千円や全国都市監査委員会等への負担金10万４千円を計上

しております。以上で説明を終わります。  

○委員長（宮田竜二君） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○委員（下深迫孝二君） 

これは公平委員会のほうからお尋ねします。ここに委員３名の方が選任されているわけですけど

も、不利益処分に対する審査請求の審査のほか、勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談とい

ったようなことを書いてありますけど、この案件が年間何件ぐらいこの公平委員会に相談されてい

るかということをまず、 

○監査委員事務局事務局長（山下美保君） 

勤務条件に関する措置要求書及び不利益処分に対する審査請求書の請求の審査につきましては、
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今まで１件もございません。苦情相談につきましては、平成22年度、25年度に各１件ずつ２件ござ

いました。 

○委員（山口仁美君） 

確認のみなんですが、監査事務運営事業で、旅費が組まれております。今年も研修に全国とか西

日本とか行かれると思うんですが会場はどちらになりますか。 

○監査委員事務局事務局長（山下美保君） 

全国につきましては大阪市。西日本につきましては広島県呉市。九州につきましては鹿児島市。

県につきましては出水。あと事務局職員の研修が県でありますのでそちらについては垂水市になり

ます。 

○委員長（宮田竜二君） 

ほかありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで監査委員会事務局の質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午後 ４時１０分」 

――――――――――――――― 

「再 開  午後 ４時１１分」 

○委員長（宮田竜二君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に、議会事務局の審査を行います。事務局の説明を求めま

す。 

○議会事務局事務局長（砂田良一君） 

  議案第４３号 令和６年度霧島市一般会計予算の議会費の総括について、ご説明します。予算書

は５ページ、予算に関する説明書は108～109ページ、予算説明資料は１～２ページです。議会費に

ついては、議員25人と職員８人分の人件費、議長等の各種会議に出席するための旅費、常任委員会

行政視察等の旅費及び政務活動費が主なものです。議会費の予算総額は、３億８６７万６千円で、

前年度予算２億9,667万２千円と比較して1,200万４千円、４．０％の増となります。一般会計予算

歳出総額に占める議会費の構成比は、０．４％で、財源はすべて一般財源です。増となった主な事

業は、議会総務運営事業及び議員研修事務です。以上で総括説明を終わります。内容等については、

議事調査課長が、ご説明します。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

  それでは、議会事務局の人件費を除く歳出予算について、ご説明します。予算説明資料の１ペー

ジをご覧ください。議会だより発行事務は、令和６年度の発行は４回で、１回当たり４万500部を予

定しており、それに要する印刷製本費474万１千円を計上しています。また、特集記事撮影等支援の

ため委託料８万円を計上しています。次に、議会中継放映事業は、本会議のライブ配信及び録画配

信を行うための委託料228万４千円を計上しています。次に、市議会会議録作成事務は、本会議の会

議録を作成するための印刷製本費40万４千円、ホームページで会議録を閲覧するための会議録検索

システム委託料及び会議録の音声データ反訳業務委託料262万５千円を計上しています。次に、議会

総務運営事業は、議長等の旅費及び議員の本会議等出会の費用弁償277万９千円、議場内のＡＶシス

テム保守点検委託料55万円、ペーパーレス対応タブレット端末外使用料及び賃借料364万８千円など

を計上しています。次に、２ページをご覧ください。議会事務局運営事業は、事務補佐員の報酬129

万４千円、図書追録などの消耗品費112万円などを計上しています。次に、議員研修事務は、鹿児島

市で開催される議員研修、霧島市独自で開催する議員研修などに係る経費として総額95万９千円を

計上しています。次に、行政視察事務は、各常任委員会の行政視察に係る旅費376万２千円を計上し

ています。次に、政務活動費支給事務は、一人当たり月額３万円を政務活動費として交付すること

から、900万円を計上しています。説明は以上です。 

○委員長（宮田竜二君） 
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ただいま説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○委員（下深迫孝二君） 

この常任委員会の視察ですよ。今までは旅費９万円じゃなかったですかね、これがまた８万1,000

円になっているけれども、前から８万1,000円でしょうか。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

何年前からというのは、すいませんはっきりとは把握しておりませんが、少なくとも令和５年度

予算は８万1,000円になっています。 

○委員（植山太介君） 

説明資料の２ページ議員研修事務についてであります。講師謝金っていうのが令和５年度が１万

3,000円。今回が45万円となっております。いろんな講習を受け入れるのかなと思っているところな

んですが。予定でも結構です。中身が少し分かったらお聴かせいただけたらと思ったとこです。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

以前、議長諮問事項ということで皆様に資料もお配りしましたが令和６年度は、法政大学の土山

教授に３回講師をお願いする予定としておりましてその経費ということでございます。 

○委員（今吉直樹君） 

議場の改修とか修繕とか、こういった予算はこの議会の予算の中にあるのですか、ないのですか。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

議場の機器につきましては、私の説明で言いますと１ページ目の一番下の段落の２行目、議場内

のＡＶシステム保守点検委託料ということで、年２回、機械の状態について確認をしてもらってい

ます。今のところ致命的な補償の予兆等はございませんので、令和６年度の予算として、そういっ

た修繕料等大きな額では上げていませんが、今言いました点検によって不備が予想される場合には、

議会費で予算を計上するということになります。 

○委員（今吉直樹君） 

議会運営委員会で私のほうから一つ提案というか発言があった部分で、時計の設置というのが、

残り時間の表示の部分、一般質問の際の。こういったものを設置するための予算というのが議会総

務運営事業であるという認識を得たんですけど。そこの予算化の議論というのはあるのでしょうか

ないのでしょうか。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

今ある一般質問の残り時間を分かる形にはしてあります。それを新しいものに入れ替えるという

形では特に入替えという検討はしていないです。 

○委員（山口仁美君） 

１点確認なんですけれども、今の議会総務運営事業のところで、今回タブレットの導入等を予定

をしているわけなんですけれども。今現在あるシステムとの連動であるとかそういったので費用と

いうのはかかる予定はないですか。 

○議事調査課長（西敬一朗君） 

現在の議場内で皆様に資料等配信している形はそのままシステムを利用できますので、特にその

部分についてのソフトウェア的な改修というのは必要ないと考えています。 

○委員長（宮田竜二君） 

ほかありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので、これで議会事務局の質疑を終わります。以上で本日予定しておりました審査

を全て終了しました。次の審査は来週３月18日月曜日の午前９時から行います。本日はこれで散会

します。 

「散 会 午後 ４時２１分」 

 


